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はじめに 

平成１５年９月に施行された地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）により、

公の施設の管理について、それまでの「管理委託制度」が廃止され、適正かつ効率的な運営を図る

ために「指定管理者制度」が創設された。この制度改正により、普通地方公共団体が「公の施設の

設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」は、民間事業者等（企業・NPO 等）に

「公の施設」の管理を委ねることができるようになった。 

本市においては、平成１７年１０月に美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例（平成１７年美濃加茂市条例第１８号。以下「指定手続条例」という。）及び美濃加茂市公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年美濃加茂市規則第２

３号。以下「指定手続条例施行規則」という。）を制定し、本市が設置する公の施設への指定管理

者制度の導入が始まった。 

このガイドラインは、指定管理者制度を適切かつ円滑に運用するために、指定手続条例及び指

定手続条例施行規則に定める事項のほか、本市における指定管理者制度運用の原則を示すもの

である。 

 

第１章 指定管理者制度とは 

 

１．１ 制度の概要 

(1) 地方自治法の改正 

平成１５年９月に地方自治法（昭和２２年法律第６７号）が改正され、「公の施設の設置の目的を

効果的に達成すること」を目的として指定管理者制度が創設された（地方自治法２４４条の２第３

項）。 

地方自治法改正前の管理委託制度と改正後の指定管理者制度の主な違いは次のとおりである。 

 

 管理委託制度<改正前> 指定管理者制度<改正後> 

管理運営主体 
公共団体、公共的団体、地方公共団

体が出資する法人 

左記に加え、民間の営利法人、NPO

法人などの団体 

※団体に法人格は不要。個人は不可 

権 限 の範 囲 

施設の管理権限は地方公共団体が持

ち、受託者に施設の使用許可権限は

付与できない 

施設の使用許可権限を含む管理権限

を指定管理者に委任 

指 定 の期 間 規定なし 期間を定めて指定 

法 的 性 質 委託（契約関係） 
指定（行政処分）※協定により管理の

細目等を規定 

議 決 不要 必要 
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(2) 指定管理者制度の目的 

指定管理者制度は、「多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設

の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること

を目的とするもの」（H15.7.17 総行行第８７号総務省通知【巻末資料：通知１参照】）であり、「住民

の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業

者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設

置の目的を効果的に達成するために設けられたもの」（H22.12.28 総行経第８７号総務省通知【巻

末資料：通知１７参照】）である。 

つまり、指定管理者制度の目的は、あくまでも「住民の福祉を増進させるという公の施設の設置の

目的を効果的に達成する」ことであり、コスト縮減ではない。指定管理者制度により、サービス向上

及びコスト縮減が期待されるが、たとえ行政コストの縮減を図ることができても、住民サービスの向上

につながらず、当該施設の設置目的を効果的に達成させることができなければ、指定管理者制度

の目的を達成したことにはならないことに注意する必要がある。 

 

(3) 公の施設とは 

「公の施設」とは、地方自治法第２４４条第１項において「住民の福祉を増進する目的をもってそ

の利用に供するための施設」と規定され、次の５つの要件を満たすものと考えられている。また、「公

の施設」は、設置及び管理に関する事項を条例で定めることとされている（地方自治法第２４４条の

２第１項）。 

① 住民の利用に供するための施設であること 

（住民の利用を目的としない市庁舎、連絡所などは、公の施設ではない） 

② 当該地方公共団体の住民の利用に供するための施設であること 

（本市の住民の利用を目的としない観光ホテル、外国人向けの観光案内所などは、公の施

設ではない場合がある） 

③ 住民の福祉を直接的に増進させる目的を持っていること 

（収益施設である競輪場、競馬場などは、公の施設ではない） 

④ 地方公共団体が設置する施設（民間所有の施設を借り上げる場合を含む。）であること 

（国が設置する施設は、公の施設ではない。本市が借り上げる施設は、公の施設となりえる。

例：重要文化財旧太田脇本陣林家住宅隠居家） 

⑤ 物的に「施設」であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が設置

する施設 

「公の施設」 
※条例で定める 

「公の施設」以外の施設 

指定管理施設 

直営施設（一部事務の委託を含む） 

市が直接使用する公用施設  
※ 市庁舎、連絡所など 

公用施設以外の施設  
※ 普通財産の施設など（貸付等で運営） 
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(4) 指定管理者制度が適用できない施設 

道路法、河川法、学校教育法等の個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合

は、指定管理者制度を導入することはできない。（H15.7.17 総行行第８７号総務省通知【巻末資

料：通知１参照】） 

ただし、道路、河川等については、清掃、除草、軽微な補修等の定型的業務を指定管理者に包

括的に委ねることは可能である。（H16.3.31 国道政第９２号、国道国防第４３３号、国道地調第９号

国土交通省通知【巻末資料：通知９参照】）等） 

 

(5) 公の施設と公有財産 

「公の施設」は、地方自治法第２３８条第４項に規定する「行政財産」のうち、住民の一般的な共

同利用に供することを目的とする「公共用財産」に該当する。しかし、市が所有しない施設も「公の

施設」となりえるなど「公の施設」と「公共用財産」の区分の仕方は異なり、その範囲は一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 条例の制定・改正 

公の施設に指定管理者制度を導入するためには、当該施設の設置及び管理に関する条例を制

定・改正し、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、利用料

金等を定める必要がある（地方自治法第２４４条の２第３項、第４項及び第９項）。 

本市においては、指定管理者の指定の手続を指定手続条例に定めていることから、その他の事

項を当該施設の設置及び管理に関する条例に定めることとなる。 

 

(7) 指定管理者になりえる者 

指定管理者制度では、公共団体、公共的団体、地方公共団体が出資する法人に加えて、民間

の営利法人、NPO 法人などの団体に対しても、指定管理者として公の施設の管理を行わせることを

認めている。なお、指定管理者となる団体は、必ずしも法人格を有している必要はない。 

 

(8) 指定管理者の指定と議会の議決 

指定管理者の指定は、「行政処分」の一種とされており、地方自治法上の「契約」ではないとされ

ている。したがって、入札の対象とならず、協定を締結することにより指定管理者の業務の細目等を

規定することとなる。 

指定管理者を指定するためには、あらかじめ議会の議決が必要となる（地方自治法第２４４条の

２第６項）。この場合の議決事項は、「管理を行わせる公の施設の名称」、「指定する民間事業者等

の名称及び所在地」及び「指定期間」とする。なお、指定管理料が指定期間中の財政負担を伴うも

のであることから、指定の議決とは別に債務負担行為の議決が必要となる。 

行政財産 

普通財産 

公用財産 ※ 市庁舎、連絡所等 

「公の施設」 公共用財産 公有財産 ≠ 
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(9) 指定管理者の権限 

指定管理者制度は、公の施設の設置者である地方公共団体の長（市長）から指定管理者にその

管理権限を委任するものであり、行政処分に該当する公の施設の使用許可についても、条例で定

めるところによりその管理権限の一環として指定管理者に行わせることができる。 

 

(10) 指定管理者に委任できない権限 

法令により設置者である地方公共団体の長（市長）のみが行使できる次の事項等の権限につい

ては、指定管理者に行わせることはできないこととされている。 

○ 使用料の強制徴収（地方自治法第２３１条の３） 

○ 審査請求に対する決定（地方自治法第２４４条の４） 

○ 行政財産の目的外使用許可（地方自治法第２３８条の４） 等 

他にも、公営住宅における入居者の決定や家賃設定などは、公平な住宅政策の観点からの行

政主体としての判断が必要であるとして、指定管理者に委任して行わせることは適当ではないとされ

ている。（H16.3.31 国住総第１９３号国土交通省通知【巻末資料：通知１０参照】） 

 

(11) 指定管理者の業務（指定管理業務） 

指定管理者に委任する業務（以下「指定管理業務」という。）は、業務の範囲を当該施設の設置

及び管理に関する条例に定める必要がある。主な業務の範囲は、次のとおりである。 

○ 施設の維持管理に関する業務 

○ 施設の運営に関する業務（使用許可、利用料金の収受等） 

○ 施設の設置及び管理に関する条例に規定する事業の実施に関する業務 

指定管理業務の具体的な内容については、各施設の設置目的や特性などに応じて設定し、募

集時の業務仕様書及び協定書に明確に定める必要がある。 

 

(12) 指定管理者の自主事業 

自主事業とは、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、利用促進やサービス向上のため

に、指定管理者が自らの費用と責任で施設を使用し実施する事業のことをいう。 

指定管理者は、自主事業を実施する場合は、あらかじめ事業計画書を提出し、本市の承認を得

る必要がある。なお、自主事業に係る経費は、指定管理者の自主採算とし、自主事業により生ずる

すべての収入は指定管理者の収入となる。 

 

(13) 利用料金制 

利用料金制は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、公の施設の利用に係る料金

を指定管理者の収入とさせることができる制度であり、利用料金制を採用する場合は、当該施設の

設置及び管理に関する条例にその旨を定める必要がある。なお、指定管理者が利用料金の額を定

めるに当たっては、条例で定められた上限の範囲内で料金を設定し、あらかじめ本市の承認が必要

となる。 

利用料金制を採用しないときは、使用料は本市の収入となるが、使用料の徴収事務を指定管理

者に委託することはできる。その場合は、私人に委託する旨の告示及び公表（地方自治法施行令

第１５８条）並びに委託契約締結が会計年度ごとに必要となる。  
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１．２ 運用の基本方針 

「住民の福祉を増進させるという公の施設の設置の目的を効果的に達成すること」を目的とした

指定管理者制度は、公の施設の設置目的が十分に達成され、市民の平等な利用が確保されるこ

とを前提に運用しなければならない。 

本市においては、市が直接管理するよりも指定管理者に行わせる方が民間のノウハウ・創意工夫

により効果的・効率的な管理が可能であり、市民サービスの向上、施設の利用者数・稼働率の向上

及び管理経費の縮減・費用対効果の向上（※費用の最小化）につながると判断される施設につい

て、指定管理者制度を活用することとする。 

 

※「費用の最小化」とは、単純に行政コストを削減することではない。費用が増加してもそれを上回

るサービスの向上がある場合、または費用が不変でもサービスが向上する場合は、費用対効果が

向上しており、費用の最小化が図られていることになる。逆に、費用が減少してもそれを上回るサー

ビスの低下が見られる場合は、費用対効果が低下しており、費用の最小化が図られていないことに

なる。単純に行政コストを削減することだけで指定管理者制度導入の適否等を判断することは、公

の施設の質（サービス）の低下につながるため注意する必要がある。 

 

 

１．３ 運用状況 

本市では、平成１８年４月に４つの施設において管理委託制度から指定管理者制度へ移行し、

新設の施設と合わせて５つの施設で指定管理者制度の運用が始まった。その後、４施設に導入し、

４施設は廃止となったため、現在は５施設において指定管理者制度を導入している。 

【指定管理者制度導入施設】 

 施設名 指定管理導入日 現在の指定管理者 指定期間 

１ みのかも健康の森 H18.4.1 可茂森林組合 R8.4.1～R13.3.31 （５年間） 

２ 太田宿中山道会館 H18.4.1 ㈱三和サービス R6.4.1～R11.3.31 （５年間） 

３ 
総合福祉会館 
すこやかタウン美濃加茂 

H25.4.1 
社会福祉法人 美濃加茂市
社会福祉協議会 

R8.4.1～R13.3.31 （５年間） 

４ 中之島公園 H30.4.1 
中之島公園利活用 
共同体 

R5.4.1～R12.3.31 （７年間） 

５ 
加茂野保育園・加茂野
児童館（複合施設） 

R5.4.1 ㈱セリオ R8.4.1～R10.3.31 （２年間） 

【指定管理者制度廃止施設】 

 施設名 指定管理導入日 指定管理廃止日 備考 

１ ふれあいサロン福寿草 H18.4.1 H31.3.31 H31.4.1 施設の廃止 

２ 
みのかも西デイサービス
センターあじさい 

H18.4.1 R3.3.31 R3.4.1 施設の廃止 

３ 
障害者支援施設 
ひまわりの家 

H23.4.1 R6.3.31 R6.4.1 施設の廃止 

４ 
すこやかタウン美濃加茂 
デイサービスセンター 

H18.4.1 R8.3.31 R8.4.1 施設の廃止 
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１．４ 美濃加茂市指定管理者評価委員会 

本市では、美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）に基

づき、外部有識者からなる「美濃加茂市指定管理者評価委員会（以下「指定管理者評価委員会」

という。）」を設置し、第三者の視点を取り入れることにより指定管理者制度の効果的な運用を推進

している。指定管理者評価委員会の所掌事務、委員の構成等は次のとおりである。 

 

 

 

【美濃加茂市における運用体制と評価委員会の位置付け】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所掌事務 委員の構成 委員の定数 委員の任期 

指定管理者の評価及び指定管理者制度 

の運用等に関すること 
学識経験を有する者 ５人以内 ３年 

市 長 

総合政策会議 

施設経営委員会 

事業担当課 

施設経営課 指定管理者評価委員会 

二次評価結果 

助言 

支援 

 

協議 

審議
依頼 

連絡・調整 

決裁 

政策決定 
結果通知 

 

審議依頼 

起案 

委員会意見 

審査委員会 

選定結果 

 

 
選定依頼 

市議会 

 
 

連絡・調整 

議案の議決 

議案の提出 
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第２章 指定管理者制度運用の流れ及び導入の検討・決定 
 

２．１ 指定管理者制度運用の主な流れ 

(1) フローチャート（導入検討からモニタリング・更新まで） 

指定管理者の指定手続き等については、地方自治法、指定手続条例及び指定手続条例施行

規則に基づいて行う。指定管理者制度の導入の検討から更新までの主な流れは、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検
討

決
定

条
例
改
正
等

公
募

審
査

選
定

指
定

協
定
等

監
視

評
価

指定管理者制度 
の導入・継続 

施設評価・管理運営方法等の検討、業務仕様書（原案）の作成 

公募 非公募（任意指定） 

  指定管理者（候補者）の決定 

事業報告（年３回）、随時モニタリング 

担当課による事業評価（年３回） 
指定管理者評価委員会の二次評価 

審査委員会による審査 

評
価
委
員
会
の
助
言 

施設経営委員会における審議 

直営・業務委託、 
譲渡、廃止等 

業務仕様書（案）、募集要項（案）等の作成、条例改正案の作成 

導入前年度
１２月議会 

導入前年度 
１２月～３月頃 

導入前々年度 
１月～３月頃 

導入前々年度 
１２月頃まで 

導入前年度 
９月～１０月頃 

導入前年度 
７月～８月頃 

導入年度 
４月～ 

導入前年度 
６月議会 

導入前年度 
１０月～１１月頃 

 

更
新
（※
指
定
管
理
者
制
度
継
続
の
審
議
が
必
要
。
更
新
時
も
公
募
が
原
則
） 

可 否 

施設経営委員会における審議 

設置管理条例の改正、債務負担行為の設定 

原則 

指定期間の終了 

指定管理者による管理運営の開始 

本協定（基本協定、年度協定）の締結 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

検
証
・ 

改
善
指
示 

指定の通知、指定の告示 

協定協議、仮協定の締結 

総合政策 
会議 

終了前年度 
４月～１２月頃 

最終年度 
３月末 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
審
査
に
反
映
（加
点
・減
点
） 

      指定管理者制度導入・継続の可否等の決定 総合政策 
会議 

指定の議決、債務負担行為の補正 
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 (2) 制度導入までの標準的なスケジュール 

指定管理者制度の導入検討から管理運営開始までの標準的なスケジュールは、次のとおりとす

る。 

 

【導入時の手続きと標準的なスケジュール】 

時期 実施事項 内  容 

導入前々年度 

４月～１２月頃 
導入検討・決定 

① 施設評価・管理運営方法等の検討、業務仕様書（原

案）の作成 

② 施設経営委員会、総合政策会議における審議・決定

（導入可否、指定期間、選定方法等の決定） 

１月～３月頃 公募準備 

③ 業務仕様書（案）、募集要項（案）等の作成 

④ 指定管理料の設定 

⑤ 設置管理条例の改正案の作成 

導入前年度 

４月～６月頃 
議決、公募準備 

⑥ 条例改正、債務負担行為の設定（６月議会） 

⑦ 審査委員会の委員の選考、審査委員会の設置 

⑧ 募集要項等の決定（審査委員会の開催） 

７月～８月頃 公募、受付 

⑨ 公募（募集の告示・募集要項等の公表） 

⑩ 事前説明会等の開催、質問等の回答 

⑪ 申請書・提案書等の受付 

８月～１０月頃 審査、選定 

⑫ 第１次審査の実施、結果の通知（審査委員会の開催） 

⑬ 第２次審査の実施（審査委員会の開催） 

⑭ 施設経営委員会、総合政策会議における審議（指定

管理者の候補者決定） 

⑮ 第２次審査結果の通知及び公表 

１１月～１２月頃 議決、指定 

⑯ 協定協議、仮協定の締結 

⑰ 指定の議決、債務負担行為の補正（１２月議会） 

⑱ 指定の通知、指定の告示 

１月～３月頃 協定締結 ⑲ 本協定の締結、業務の引継ぎ等の開始 

導入年度 

４月～ 
管理運営開始 

⑳ 指定管理者による管理運営の開始 

㉑ モニタリングの開始 
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２．２ 導入検討から決定までの流れ ＜～導入前々年度１２月頃まで＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「指定管理者制度導入の可否」、「導入の時期及び指定期間」、「指定管理者選定方法」につ

いて決定する。 

① 施設評価（現況確認・施設及び事業の必要性の検証） 

施設の現況確認 ・・・対象施設の管理運営状況、利用状況など現況を確認する。 

〇施設の現況を把握しているか？ 

事業必要性の検証 ・・・対象施設で実施している事業の必要性を検証する。 

〇そもそも必要な事業か？ 市がやるべき事業か？ 

施設必要性の検証 ・・・対象施設の必要性を検証する。 

〇必要な施設か？ 市が設置すべきか？ 

 
事業又は施設の必要性が低い 市の事業として必要性が高い 

市の施設として必要性が高い 

統合・複合化、廃止、譲渡、用途変更等を検討 

② 業務仕様書（原案）の作成、管理運営方法の検討 

・業務仕様書（原案）を作成の上、対象施該の最も効果的かつ効率的な管理運営方法に

ついて検討する。 

〇市民サービスの向上、利用者数・稼働率の向上が見込めるか？ 

〇管理経費の縮減・費用対効果の向上が見込めるか？ 

〇民間事業者等が管理を行うことに法律等の制約はないか？ 

〇指定管理者となる意向のある民間事業者等が存在するか？ 

③ 導入時期、指定期間、選定方法の検討 

【評価結果】 

導入要件を満たさない 指定管理者制度の導入要件を

満たす 

市の直営の継続、業務委託の推進等 

【検討結果】 

・指定管理の導入時期、指定期間、選定方法について検討する。 

〇導入時期はいつか？ 

〇指定期間は、何年間が適当か？（原則として５年間） 

〇公募できない理由はあるか？（原則として公募） 

・指定管理導入の検討結果の適否について審議する。 

④ 施設経営委員会における審議 

⑤ 総合政策会議における政策決定 

※指定管理を導入すべきと判断した場合 
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２．３ 導入の検討 ≪担当課≫ 

指定管理者制度導入の検討は、「施設評価」、「管理運営方法の検討」、「導入時期及び指定期

間の検討」及び「選定方法の検討」で構成される。 

(1) 施設評価（現況確認・施設及び事業の必要性の検証） 

指定管理者制度の導入を検討する際には、まず施設の管理運営状況、利用状況など現況を確

認し、施設及び当該施設で実施している事業の必要性の検証を行う必要がある。 

施設の評価は、「公共施設評価・検討調書（別紙１）」を用いて行う。「美濃加茂市公共施設等総

合管理計画（平成２９年３月策定。以下「総合管理計画」という。）」に記載の主要な施設については、

平成２５年度から実施している公共施設アセットマネジメントにおける「公共施設等現況調査票」、

「公共施設カルテ」及び「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」のデータを有効活用する。な

お、これらのデータは公有資産管理 GIS（庁内 WebGIS）にて確認することができる。 

具体的な確認項目及び検証項目は、次のとおりとする。 

【現況確認項目】 

① 施設の設置目的・役割 

② 施設の耐震性、ユニバーサルデザイン化、老朽化状況など建物及び設備の現況 

③ 施設の管理体制 

④ 施設で実施している事業 

⑤ 施設の維持管理及び事業にかかるコストの推移 

⑥ 施設の使用料、事業収益等収入の推移 

⑦ 施設及び実施事業の利用状況（利用者数・稼働率）の推移 

【検証項目】 

施設の現況を確認後、まずは施設で実施している事業の必要性を検証する。 

●事業必要性 

① 実施事業が、施設の設置目的・役割に則しているか 

② 他の施設（民間を含む）で類似の事業を実施していないか 

③ 市が関与しなければならない事業か 

④ 実施事業の効果はあるか 

⑤ 効率的な運営により事業が実施されているか 

上記の検証の結果、当該施設で実施している事業が必要と判断する場合は、次に当該施設の

必要性を検証する。 

●施設必要性 

① 現在実施している事業を継続するために、必ず必要な施設であるか。当該事業は当該施設

でなければできないか 

② 施設の利用状況（利用者数・稼働率）は低下していないか 

③ 総合管理計画において定めた方針に従い、効率的に施設の維持管理・運営が行われている

か。他施設と比較してコストは適切か 

④ 統合・広域利用が可能な同様の機能を持つ施設（近隣他市町村の施設を含む）がない施設

であるか。 

⑤ 長寿命化が可能な施設であるか。不可能な場合は、更新（建替え）する必要があるか 

⑥ ピーク時の人口を考慮して、過剰な施設規模となっていないか 
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施設評価の結果、事業又は施設の必要性が低いと判断する場合は、総合管理計画の３大方

針・５原則等に従い、当該施設の統合・複合化、廃止、譲渡、用途変更等を検討し、公共施設の最

適化を図る。 

 

(2) 業務仕様書（原案）の作成、管理運営方法の検討 

施設評価の結果、事業及び施設の必要性が高いと判断する場合は、指定管理者制度の導入を

検討する。検討する際は、指定管理者制度に限らず、当該施設において設置目的を最も効果的に

達成することが可能な管理運営方法について検討する。（公共施設評価・検討調書（別紙１）参照） 

なお、管理運営方法の検討を行うに当たっては、業務仕様書（原案）を作成の上、専門家や関

係者の意見を聴取する会議を開催するなど利用者目線でニーズの把握に努めるとともに、サウンデ

ィング調査等により民間事業者等の意向を把握するものとする。また、必要に応じて指定管理者評

価委員会の助言を受けるよう努めるものとする。 

公の施設の主な管理運営方法は、次のとおりである。 

【主な管理運営方法】 

① 直接運営 

② 民間委託（業務ごと） 

③ 包括的業務委託・包括的民間委託 

④ 指定管理者制度 

⑤ 地域住民等の自主管理  

⑥ PFI 手法（施設整備（更新、改修等）が伴う場合） 

上記の管理運営方法について、各方法のメリット、デメリット、実現可能性等を客観的なデータを

基に比較検討し、次の要件に該当する場合は、指定管理者制度を採用することとする。なお、PFI

手法の導入又はPFI手法及び指定管理者制度との併用を検討する場合は、「美濃加茂市PPP/PFI

導入ガイドライン（平成３０年２月作成）」に基づくものとする。 

 【指定管理者制度の導入・継続要件】  

① 法律等により民間事業者等が当該施設の管理を行うことに明確な制約がない 

② 民間事業者等が同様または類似するサービスを提供しており、施設の維持管理及び当該施

設で実施している事業を行うことが可能である 

③ 民間事業者等の能力やノウハウを活用することにより、市民ニーズに応じたサービスの向上、

利用者数・稼働率の向上が期待できる 

④ 直接運営、民間委託等他の管理運営方法と比較して管理経費の縮減・費用対効果の向上

（※費用の最小化）が期待できる  （※「費用の最小化」の考え方は p.5 参照）  

⑤ 利用料金制度の導入、自主事業の実施等により、収支の改善が期待できる 

⑥ 指定管理者となる意向のある民間事業者等が存在する 

 

 (3) 導入の時期及び指定期間の検討 

管理運営方法の検討の結果、指定管理者制度の導入要件に該当する場合は、次のいずれかか

ら最も適切な「指定管理者制度導入の時期」及び「指定期間」を検討する。 
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【導入の時期】 

① 再来年度から導入 

② 再来年度以降に導入時期を検討 

③ その他 

【指定期間】 

① ５年間（原則） 

② ３年間 

③ その他 

 

指定期間は、指定管理者が安定的な管理運営を行い、かつ、人材・設備投資等に民間の能力

を十分に活用するために、原則として５年間とする。ただし、新規で設置される施設のように、過去の

経費及びサービスとの比較ができないような場合は３年間とし、ＰＦＩ手法との併用など５年間では指

定管理者が安定的な管理運営が行えないような場合は、５年を超えることができるものとする。 

更新後の指定期間については、原則として５年間とするが、施設の設置目的等を考慮した上で５

年以内又は５年以上の１年単位に設定することもできる。 

 

(4) 選定方法の検討 

担当課は、「指定管理者制度導入の時期」及び「指定期間」の検討と併せて、「指定管理者の選

定方法」も検討する。 

指定管理者の候補者選定は、指定手続条例第２条の規定に基づき、原則として公募により行う

ものとする。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公

募を行わないことについて合理的な理由があるときは、非公募により特定の民間事業者等を候補者

として選定（任意指定）することができる。選定方法を非公募とする場合の要件は、次のとおりとする。 

 

【非公募の要件】 ※いずれかに該当すること 

① 施設の管理に特定の高度な専門的知識・技術が必要とされる場合 

② 指定管理者の撤退、指定の取消し等の不測の事態により、施設の管理上緊急に指定管理者

を指定しなければ、著しく公益を損なうと認められる場合 

③ その他公募しないことについて合理的で明確な理由がある場合 

 

指定管理者の候補者選定は、公募が原則であり、非公募である任意指定はあくまでも公募の例

外であるため、任意指定により候補者を選定する場合は、非公募とする妥当性を充分に検証する

必要がある。なお、次のようなケースであっても、非公募の要件③には該当しないこととし、公募に

より選定するものとする。 

ア 現在施設を業務委託により管理している民間事業者等が指定管理者となることにより、蓄積し

てきた管理・運営技術、専門的技能等の経営資源を活用することができ、施設の設置目的を

効率的かつ効果的に達成できると判断する場合 

イ 既に指定管理者制度を導入した施設と一体的な管理を行うことにより、施設の設置目的を効

率的かつ効果的に達成できると判断する場合 

ウ 特定の民間事業者等以外に指定管理者となるものがいないことが明らかな場合 
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エ 市民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等の観点から地域住民で構成する

団体を指定することが望ましい場合 

 

２．４ 導入の適否等の審議 ≪施設経営委員会≫ 

施設経営委員会において、担当課が行った指定管理者制度導入の検討結果に基づき、「施設

及び事業の必要性」、「指定管理者制度導入の適否」、「導入の時期及び指定期間」、「指定管理

者選定方法」について全庁的な視点（財務・品質・供給の視点）で判断する。施設経営委員会にお

いて指定管理を導入すべきと判断した場合は、施設経営委員会の意見を付して、総合政策会議に

導入の可否等を諮ることとする。なお、必要に応じて、施設経営委員会の前に関係部課長会議等

における協議を実施することとする。 

施設経営委員会における審議に当たり、担当課が提出する書類は、次のとおりとする。 

【提出書類】 

① 「公共施設評価・検討調書（別紙１-１）」 

② 業務仕様書（原案）  （※業務仕様書に定める主な事項等は p.15～p.18 参照） 

③ 指定管理者制度導入を検討する理由（審議内容の根拠）、各管理運営方法の比較検討結

果（メリット、デメリット、実現可能性等）、利用者ニーズ調査結果、サウンディング等調査結果

及び指定管理者制度導入要件の検討結果の詳細について取りまとめた書類（任意様式） 

④ 任意指定により候補者を選定する場合は、非公募とする妥当性を充分に検証した結果を取り

まとめた書類（任意様式） 

⑤ その他施設経営委員会が必要とするもの 

 

２．５ 導入の可否等の決定 ≪総合政策会議≫ 

施設経営委員会において指定管理を導入すべきと判断した場合は、総合政策会議において「指

定管理者制度導入の可否」、「導入の時期及び指定期間」、「指定管理者選定方法」について決

定する。審議及び決定に当たっては、上記「２．４導入の適否等の審議」における提出書類を用いる

ものとし、審議結果を「指定管理者制度導入検討に係る審議結果（別紙２）」にまとめるものとする。 

 

(1) 指定管理者制度導入の可否 

指定管理者制度導入の可否については、指定管理者制度の導入要件（p.11 参照）を判断基準

とし、市の直接運営など他の管理運営方法よりも「公の施設の設置目的を効果的に達成する」こと

が可能であると判断する場合は、指定管理者制度の導入を決定する。なお、必ずしもすべての導

入要件を満たす必要はなく、各施設の設置目的や特性などに応じて判断することとする。 

 

(2) 導入の時期及び指定期間 

指定管理者制度導入の時期は、業務仕様書等の作成、公の施設の設置及び管理に関する条

例の改正、公募及び指定の議決等に要する期間を勘案し決定する。 

 

(3) 指定管理者選定の方法 

指定管理者選定方法は、公募を原則とする。任意指定を選択する場合は、非公募の要件（p.12

参照）に該当するかどうかを判断し、決定する。
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第３章 募集要項等作成・条例改正・公募 
 

３．１ 導入決定から公募までの流れ ＜導入前々年度１２月頃～導入前年度８月頃＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 指定管理者制度導入決定（総合政策会議） 

・指定管理者を公募し、募集の告示を行う。募集要項等を市 HP 等で公表し、配布する。 

⑨ 公募（募集の告示・募集要項等の公表） 

・審査委員会を開催し、募集要項、審査方法及び審査基準を決定する。 

⑧ 審査委員会の開催（募集要項等の決定） 

・審査委員会設置要綱を制定し、審査委員会を設置する。 

⑦ 審査委員会の設置 

⑥ 審査委員会の委員の選考 

② 業務仕様書（案）、募集要項（案）等の作成 

・業務仕様書（案）、募集要項（案）など公募に必要な書類を作成する。 

・審査委員会の委員を選考する。外部委員については、指定管理者制度導入決定後速やかに

依頼し、当初予算において外部委員の報酬及び費用弁償の費用を確保すること。 

・「公の施設の設置及び管理に関する条例の改正」及び「指定管理料の債務負担行為の設定」

について議決を受ける。 

⑤ 条例改正、債務負担行為の設定（議決） 

＜導入前年度７月～８月頃＞ 

＜導入前年度６月議会＞ 

＜導入前々年度３月頃＞ 

・公の施設の設置及び管理に関する条例の改正案を作成し、指定管理者が行う管

理の基準及び業務の範囲、利用料金等を定める。 

④ 指定管理料の設定 

③ 公の施設の設置及び管理に関する条例の改正案の作成 

・業務仕様書に基づき指定管理料を積算し、上限額を設定する。 

＜導入前々年度１月～３月頃＞ 
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３．２ 業務仕様書（案）、募集要項（案）等の作成 ≪担当課≫ 

指定管理者制度の導入が決定した施設については、導入検討時に作成した業務仕様書（原案）

に基づき、指定管理者に求める指定管理業務の水準等を定めた業務仕様書（案）を作成する。併

せて、募集条件や手続き等を定めた募集要項（案）等関係書類を作成する。業務仕様書等の作成

に当たっては、サウンディング調査等により民間事業者等の意向を把握するとともに、指定管理者

評価委員会の助言などにより第３者の視点に基づき仕様書等の内容を確認することが求められる。 

 

(1) 業務仕様書に定める主な事項 

業務仕様書は、施設の設置目的や特性に応じた内容となるよう十分に検証した上で作成する必

要がある。なお、その際、指定管理者の創意工夫・ノウハウが発揮できるよう留意すること。 

業務仕様書に定める主な事項は次のとおりとする。 

 

【業務仕様書に定める主な事項】 

① 設置目的、管理運営の基本方針 

② 施設の概要 

③ 指定期間 

④ 組織及び人員配置等 

A 人員配置 

B 研修等の実施 

C 危機管理体制の整備 

⑤ 開館時間等 

⑥ 指定管理業務の内容 

A 施設全般の管理運営に関する業務 

施設の総務・経理、利用料金等の収受、年間計画、駐車場・駐輪場の管理、施設の警備、

安全管理・防災・緊急時管理など 

B 建物、附属設備、物品の維持管理・保全に関する業務 

建物維持・修繕、状態監視、保全・保安、清掃等、衛生管理、設備・機器等の保守点検・ 

管理、備品の調達・管理、消耗品等の購入など 

C 施設の設置目的を達成するための業務 

当該施設の設置目的を達成するための業務（実施事業）においては、民間事業者等の能力

やノウハウを最大限に活かすことが求められる。そのため、業務仕様書に要求する水準を明確

に示す必要がある。 

⑦ 自主事業 

施設の利用促進やサービス向上を図るため、本市が定めた自主事業を指定管理者に行わ

せる場合は、当該自主事業の詳細について業務仕様書に明記する必要がある。イベント、物販、

飲食物の提供など指定管理者が利益をあげることができる事業を設定することにより、民間事

業者等が参入しやすい環境を整えることも求められる。なお、自主事業の実施に当たっては、

事前に事業計画書を提出し、本市の承認が必要であること、営利事業（レストラン、売店等）に

ついては行政財産の目的外使用許可等を得る必要があることを業務仕様書に明記する。 
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⑧ 物品の帰属、修繕の費用負担等 

⑨ 保険への加入、損害賠償 

⑩ 役割分担及び危険負担 

※リスク（責任）分担（経費負担含む。）については、明確に定める必要がある。 

⑪ セルフモニタリングの実施・モニタリングへの対応、事業報告書の作成・提出 

⑫ 業務の引継ぎ、原状回復義務 

⑬ 監査・協定・協議 

⑭ 個人情報の保護、法令等の遵守等 

 

(※) リスク（責任）分担 

具体的なリスク分担の方法としては、次の３つが考えられる。  

ア 市がすべてを負担  

イ 指定管理者がすべてを負担  

ウ 双方が一定の割合で負担 

個々の施設におけるリスク分担については、次の「リスク分担の標準例」を参考に、各施設の特性

を踏まえて、業務仕様書に明記するとともに協定において必ず定めることとする。 

 

【リスク分担の標準例】 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加 △（協議） △（協議） 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

運営費の増加 市以外の要因による人件費等の運営費の増加  ○ 

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動 △（協議） △（協議） 

上記以外  ○ 

住民及び施設
利用者への対
応 

施設の設置に関する訴訟、苦情、要望、反対運動等への対応 ○  

施設管理、運営業務内容に対する訴訟、苦情、要望、反対運
動等への対応 

 ○ 

上記以外のものに関する訴訟、苦情、要望、反対運動等への
対応 

△（協議） △（協議） 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更（消費税等） ○  

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法人税等）  ○ 

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに
よるもの 

 ○ 
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管理運営内容
の変更 

行政的理由から、指定管理業務の継続に支障が生じた場合、
又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後
の維持管理運営経費における当該事情による増加経費負担 

○  

指定管理者の発案による指定期間中の指定管理業務の変更
に伴う増加経費負担等 

△（協議） △（協議） 

書類の誤り 

業務仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容の誤りによ
るもの 

 ○ 

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○ 

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○ 

支払遅延 

指定管理者の責めに帰すことのできない理由により、市からの経
費の支払遅延によって生じた事由 

○  

上記以外の支払遅延によって生じた事由  ○ 

施設・設備の
損傷 

市の帰責事由によるもの ○  

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

指定管理者が設置した設備等  ○ 

経年劣化によるもの（1 件〇〇万円以上） ○  

経年劣化によるもの（1 件〇〇万円未満）  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 
（1 件〇〇万円以上） 

○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 
（1 件〇〇万円未満） 

 ○ 

資料等の損傷 
指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

上記以外の理由による損傷 ○  

第三者への損
害賠償 

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場
合 

 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 △（協議） △（協議） 

事故等の発生 

施設及び管理敷地内における事故等への初期対応  ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵等、市の帰責事由による情報
漏洩、事故・犯罪等の発生 

○  

警備不備等、指定管理者の帰責事由によるもの  ○ 

上記以外の理由による事故等の発生 △（協議） △（協議） 

管理運営の停
止、事業の中
止 

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

上記以外の理由による中断、中止 △（協議） △（協議） 
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業務引継時の
費用 

業務の引継ぎ（次期指定管理者に引き継ぐ場合）に要する費用  ○ 

業務終了時の
費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は指定期間中に指定
管理者が業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 

 ○ 

不可抗力 
※感染性拡大
に伴う緊急事
態を含む 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、
その他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのでき
ない自然的又は人為的な現象）による施設、設備、物品等の復
旧費用 

○  

不可抗力による施設、設備、物品等の損傷に対する初期対応  ○ 

不可抗力による施設、設備、物品等の復旧費用（指定管理者
が所有するものに限る） 

 ○ 

不可抗力による管理運営の中断、事業履行不能 △（協議） △（協議） 

※災害時の避難所に指定されている施設や選挙時の投票所等に指定されている施設について

は、開設時の市と指定管理者の役割分担や費用負担等を明記すること。 

 

(2) 募集要項に定める主な事項 

募集要項に定める主な事項は次のとおりとする。なお、可能であれば、募集要項と併せて公表が

できるよう基本協定書（案）も作成する。 

【募集要項に定める主な事項】 

① 募集の概要 

② 業務の内容及び基準 

③ 利用料金制の有無等 

④ 指定期間 

⑤ 役割分担及び危険負担 

⑥ 応募者の参加資格、失格要件等 

⑦ 募集から指定までのスケジュール 

⑧ 応募書類 

⑨ 事前説明会、現地見学会 

⑩ 質問の受付・回答 

⑪ 審査方法・審査基準 

⑫ 指定管理料の上限 

⑬ 指定管理者の指定及び協定の締結 

 

 

３．３ 指定管理料の設定 ≪担当課≫ 

(1) 指定管理料の上限額の積算 

指定管理者が利用料金等収入で指定管理業務に要する経費を賄うことができない施設につい

ては、その差額を指定管理料として支出する。指定管理業務に要する経費には、施設の維持管理

費（光熱水費、消耗品費、修繕費、保守点検等委託費、通信運搬費等）、人件費、事業費等が想

定される。なお、自主事業に係る経費は指定管理料に含まれない。 
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指定管理料の設定に当たっては、指定管理者に行わせる指定管理業務の内容やサービス等の

要求水準に応じて、指定管理業務に要する経費を積算し、利用料金制を採用する場合には、担当

課が見込む利用料金等収入の積算も行ったうえで、指定管理料の上限額を設定する。 

指定管理料の上限額の積算に当たっては、直営や委託等の実績を参考にしながら、施設の管

理運営に必要な経費に過不足が生じることがないよう客観的・合理的な積算に努めるものとする。

また、指定管理者による自主的な経営努力を見込むとともに、過度に指定管理料を削減し、サービ

スの質の低下を招くことがないよう十分に留意する必要がある。 

 

【指定管理料の決定の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 指定管理料の上限額の設定 

・直営や委託等の実績を参考にしながら、利用料金等収入見込みを考慮した上で指定管理業

務に要する経費を積算し、指定期間中の各年度の指定管理料の上限額を設定する。 

●「指定管理料」＝「指定管理業務に要する経費」－「利用料金等収入見込み」 

③ 募集要項での明記 

・募集要項に指定期間中の各年度の指定管理料の上限額を明記する。なお、各年度の指定

管理料は、上限額の範囲内で指定管理者の提案内容や管理運営実績などを踏まえ、年度ごと

に決定する旨も明記すること。 

④ 指定管理者との協議 

・指定管理料の額、支払方法等について、指定管理者と協議し、決定する。 

⑤ 協定の締結 

・協議結果を反映した基本協定を締結する。年度協定を締結する場合は、指定管理料の額、

支払方法等について年度協定に定める。 

⑥ 年度ごとの協議、協定の変更・年度協定の締結 

・各年度の指定管理料について、前年度の管理実績等を踏まえ、指定管理者と協議・決定し、

協定の変更または年度協定の締結を行う。 

① 指定管理業務の決定 

・指定管理者に行わせる指定管理業務の内容を具体的に決定し、業務仕様書を作成する。 
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(2) 指定管理料の変更 

指定期間中に指定管理業務の変更や著しい物価水準の変動等により、基本協定又は年度協定

に定めた指定管理料が不適当となったときは、本市と指定管理者で協議を行い、指定管理料の変

更の要否及び変更額を決定する。 

 

(3) 指定管理料の精算 

指定管理者の経営努力を促すために、原則として基本協定又は年度協定に定めた指定管理料

の精算は行わないものとする。よって、コスト縮減等により指定管理料に剰余金が発生した場合は本

市への返還を求めず、反対に指定管理料が不足しても本市は補填を行わない。 

ただし、以下のような場合においては例外的に精算の対象とし、本市と指定管理者で協議の上、

指定管理料の精算を行うことができるものとする。 

【精算の対象となる場合】 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務仕様書に定める指定管理業務の一部を実施

しなかった場合 

⇒当該業務を実施しなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額 

② 災害等の不可抗力（感染性拡大に伴う緊急事態を含む。以下同じ。）により、業務仕様書に

定める指定管理業務の一部が実施できなかった場合 

⇒当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額 

③ 災害等の不可抗力に起因して、指定管理業務に要する経費が著しく増加したことにより、指定

管理料が不足した場合 

⇒指定管理料の不足分（指定管理業務に要する経費のうち不可抗力による増加分）を増額 

④ 災害等の不可抗力に起因して、利用料金等収入（基本協定等により指定管理業務に要する

経費に充てることとなっている自主事業収入を含む。）が指定管理料の積算における見込額と

比較して著しく減少したことにより、指定管理料が不足した場合 

⇒指定管理料の不足分（利用料金等収入の見込額と実績額の差）を増額 

 

 

(※) 不可抗力に起因する自主事業収入の損失補てん 

自主事業は指定管理者の自主採算となるため、自主事業に係る経費及び収入は指定管理料に

含まれず、原則として上記の精算の対象とはならない。ただし、不可抗力に起因して本市が当該施

設の臨時休館又は業務の一時停止を指定管理者に指示したことにより、自主事業の実施が不可能

となり、自主事業収入（収益）が著しく減少した場合は、当該臨時休館等期間における損失見込額

について合理性の認められる範囲で本市が補てんするものとする（基本協定書第４１条（ｐ.99）参

照）。なお、損失見込額を算定する際の基本的な考え方は以下のとおりとする。 

 

損失見込額＝「臨時休館等を行わなかった場合に見込まれる自主事業収入（収益）」－（「臨時休

館等期間における自主事業収入（収益）実績」＋「当該損失に関して指定管理者が

加入した保険により支払われた保険金及び指定管理者が支給を受けた補助金、助

成金、交付金、協力金等」）  



21 

 

３．４ 条例改正 ≪担当課・議会等≫ 

地方自治法第２４４条の２第３項、第４項及び第９項の規定により、指定管理者に公の施設の管

理を行わせるためには、当該施設の設置及び管理に関する条例を改正し、指定管理者が行う管理

の基準及び業務の範囲、利用料金等を定める必要がある。条例改正は、原則として導入前年度

（公募年度）の６月議会に上程することとし、「「条例等の制定・改廃」に伴う政策会議とパブリックコメ

ントとの連携について（企画課作成）」に定める手順で行う。 

 

 

３．５ 債務負担行為の設定 ≪担当課・議会等≫ 

指定管理者に対し、複数年度にわたり指定管理業務に要する経費（指定管理料）を支出する場

合には、指定管理料が指定期間中の財政負担を伴うものであることから、法第２１４条に規定する

債務負担行為の設定が必要となる。（H22.12.28 総行経第３８号総務省通知【巻末資料：通知１7

参照】） 

本市においては、募集の告示を行う前に債務負担行為の議決を受ける必要があるため、条例改

正と併せて６月議会において、指定管理料の上限額について債務負担行為の設定を行うこととす

る。 

なお、指定管理者との協議の結果、最終的に提案価格が上限額を下回った場合は、原則として

指定の議決と併せて１２月議会において債務負担行為の補正を行うものとする。 

 

 

３．６ 指定管理者の公募 ≪担当課≫ 

指定管理者を指定しようとするときは、指定手続条例及び指定手続条例施行規則に基づき、指

定管理者の候補者を公募するものとする。 

(1) 審査委員会の設置 

指定管理者の候補者を選定するために、美濃加茂市プロポーザル審査委員会設置規則（令和

元年美濃加茂市規則第１３号。以下「委員会設置規則」という。）に定める審査委員会を設置する。

委員は、施設の設置目的や指定管理業務の内容に応じて、次に掲げる者のうちから 5 名以上を委

嘱する。なお、必ず 2 名以上の外部委員を委嘱するものとする。 

【審査委員】 

① 学識経験を有する者 

② 専門的知識を有する者 

③ 市職員 

④ その他市長が適当と認める者 

外部委員については、指定管理者制度導入決定後速やかに依頼し、スケジュールの確保に努

めること。また、外部委員の報酬及び費用弁償に係る費用を当初予算で確保しておく必要がある。

なお、委員会設置規則で定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、個別事業ご

とに審査委員会設置要綱の制定が必要となる。 
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(2) 審査委員会の開催（募集要項等の決定） 

審査委員会において、募集要項、審査方法及び審査基準を決定する。 

 

(3) 募集の告示・募集要項等の公表 

指定管理者を公募する際は、指定管理料の債務負担行為の議決を受けた上で、指定手続条例

第２条の規定に基づき次の事項を告示する。併せて、募集要項、業務仕様書（要求水準書）、審査

基準、協定書（案）等を市ホームページなどで公表し、公募に参加の意思を示す民間事業者等に

募集要項等を配布する。 

【告示事項】 

① 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要 

② 指定管理者が管理する業務の範囲 

③ 指定管理者が管理する期間（指定期間） 

④ 指定を受けるために必要な資格等 

⑤ 申請に必要な書類 

⑥ 申請期間 

⑦ その他市長等が必要と認める事項 

 

なお、募集に当たっては、民間事業者等の準備期間を充分に確保し、関係住民に対する周知を

図るために１ヶ月以上の公募期間を設けることに留意すること。 

 

(4) １団体のみが応募した場合の取扱い 

現在の指定管理者など１団体のみが応募した場合でも、公募手続を行っている以上、一応の競

争性は確保されており、応募は有効であるが、直ちに当該応募者を指定管理者の候補者に選定す

ることは妥当ではない。 

そのため、最低基準を設定し、当該基準を満たすものであるかを審査する必要がある。最低基準

は、総合計点の 60％～70％（100 点満点の場合：60 点～70 点、200 点満点の場合：120 点～

140 点）とし、各施設の設置目的や特性に応じて設定するものとする。 

なお、募集要項に「他の応募者がいない場合でも、最低基準に満たない場合は選定されない」

旨を明記する必要がある。 

 

(5) 再公募 

指定管理者の公募に対し応募がなかった場合、または審査の結果候補者として相応しい団体が

なかった場合は、施設の管理運営に係る条件等の見直しを行い、再度公募を行うこととする。 

再公募によっても候補者の選定に至らなかったときは、管理運営方法や業務仕様書等の見直し

を行い、状況に応じて最適な対応をとることとする。 
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第４章 指定管理者の審査・選定・指定 
 

４．１ 募集の告示から管理運営開始までの流れ ＜導入前年度７月頃～導入年度４月＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 公募（募集の告示・募集要項等の公表） 

・必要に応じて事前説明会や現地見学会等を開催する。 

③ 意見・質問等の受付、回答、公表 

② 事前説明会、現地見学会等の開催 

・意見や質問を受け付け、市 HP で回答を公表する。 

＜導入前年度７月～８月頃＞ 

・審査委員会が第２次審査を実施し、指定管理者の候補者を選定する。 

※更新時の選定の際に現指定管理者が応募した場合は、担当課及び指定管理者評価委員

会のモニタリング結果を審査に反映させる（第１次審査も同様）。 

⑦ 第２次審査の実施 

・第１次審査の結果をすべての応募者に通知する。 

⑥ 第１次審査結果の通知 

⑤ 第１次審査の実施 

・審査委員会が書類審査を行い、合計得点の高い上位５者を選考する。応募者が５者に満た

ないときは、省略可能。 

・申請書・提案書等が募集要項に定められたものであることを確認した上で受け付ける。 

※複数の団体で構成されたグループが申請する場合は、追加書類が必要など留意事項あり。 

④ 申請書・提案書等の受付 

＜導入前年度８月～９月頃＞ 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜導入前年度１２月議会＞ 

＜導入前年度１月～３月頃＞ 

・必要に応じて、議会の議決前に最優先候補者と仮協定を締結する。 

⑫ 仮協定の締結 

・最優先候補者と協定内容について協議し、協定書（案）の修正を行う。 

⑪ 協定協議（協定内容の確認・修正） 

・第２次審査に参加したすべての応募者に対し審査結果を通知し、市 HP でも公表する。 

⑩ 第２次審査結果の通知及び公表 

⑨ 総合政策会議における指定管理者候補者の決定 

⑧ 施設経営委員会における審議 

・審査委員会の審査結果に基づき、指定管理者の候補者の適否を判断する。 

・審査委員会の審査結果及び施設経営委員会の審議結果に基づき、指定管理者の候補者を

正式に決定する。 

＜導入年度４月～＞ 

＜導入前年度９月～１０月頃＞ 

・本協定（基本協定、年度協定（※４月１日付））を締結し、業務の引継ぎ等を開始する。 

⑮ 本協定の締結・業務の引継ぎ等の開始 

・最優先候補者に指定管理者に指定した旨を通知し、指定の告示を行う。 

⑭ 指定の通知・指定の告示 

⑬ 指定の議決・債務負担行為の補正 

・「指定管理者の指定」について議会の議決を受ける。指定管理料の提案価格が上限額を下

回った場合は、原則として「指定管理料の債務負担行為の補正」についても議決を受ける。 

⑯ 指定管理者による管理運営の開始 

＜導入前年度１１月頃＞ 
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４．２ 募集告示後の手続き ≪担当課≫ 
 

(1) 事前説明会等の開催 

民間事業者等に指定管理業務の内容を理解してもらうために、必要に応じて事前説明会や現地

見学会等を開催する。 

 

(2) 意見・質問等の受付、回答、公表 

公表した募集要項、業務仕様書等について民間事業者等から意見や質問を受け付ける。意見・

質問の受付期間の設定に当たっては、民間事業者等が十分な検討を行うことができるよう十分に

確保することが必要となる。 

質問に対する回答は、民間事業者等のノウハウや創意工夫に関する事項を除き、市ホームペー

ジにて内容を公表するものとする。 

 

(3) 申請書・提案書等の受付 

応募者は、指定手続条例第３条及び指定手続条例施行規則第３条に基づき、指定の申請を行

う。担当課は、応募者が提出する申請書・提案書等が募集要項に定められたものであることを確認

した上で受け付ける。 

指定の申請に当たり、応募者が担当課に提出する書類は、次のとおりとする。 

 

【提出書類】 

① 指定管理者指定申請書（指定手続条例施行規則様式第１号） 

② 管理を行おうとする公の施設の事業計画書（指定手続条例施行規則様式第２号） 

③ 管理を行おうとする公の施設の収支予算書（指定手続条例施行規則様式第３号） 

④ 指定手続条例施行規則第３条第３項に規定する書類 

ア 団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

イ 団体の役員名簿、組織体系その他団体の概要を示す書類 

ウ 法人にあっては当該法人の登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては代表者の住

民票の写し 

エ 申請を行う日の属する事業年度（以下「現事業年度」という。）の団体の事業計画書及び収

支予算書、直近事業年度の事業報告書及び財務諸表。ただし、現事業年度に設立された

団体にあっては、その設立時における事業計画書及び財産目録 

オ 指定手続条例施行規則第４条第１号から第３号までに該当していないことを記した誓約書

（指定手続条例施行規則様式第４号） 

カ 国税及び地方税に滞納がないことを明らかにする書類（証明書は、指定手続条例第２条の

規定による告示の日以後に交付されたものに限る。） 

キ 指定手続条例第２条第４号に規定する指定を受けるために、必要な資格等が定められて

いるときは、その資格等を有していることを明らかにする書類 

⑤ 募集要項に定める提案書 

⑥ 指定管理料（提案価格）の見積書 

⑦ 事業計画書、提案書を補足する資料（団体案内パンフレット、独自の対応マニュアル等） 
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⑧ 共同事業体協定書 ※共同事業体を組成して応募する場合 

⑨ 共同事業体委任状 ※共同事業体を組成して応募する場合 

⑩ その他市長等が必要と認める書類 

 

 

 

(4) 複数団体による申請の取扱い 

複数の団体で構成された団体（グループ）からの申請の取扱いについては、「９．３ 共同事業体

（コンソーシアム・JV）を指定する場合の留意事項（p.48）」のとおりとし、募集要項に留意事項を明

記する。 

 

 

４．３ 申請書・提案書等の審査・選定 ≪審査委員会・担当課≫ 

審査委員会において、応募者から提出された申請書・提案書等を審査し、指定管理者の候補者

を選定する。 

 

(1) 選定の判断基準 

指定管理者の候補者を選定する際の判断基準は、指定手続条例第４条の規定に基づき次のと

おりとする。 

 

【選定の判断基準】 

① 施設の設置目的が十分に達成されること 

② 利用者（市民）の平等な利用が確保されること（公共性・公平性の確保） 

③ 実施事業に関する能力やノウハウがあり、サービスの向上、利用者数・稼働率の向上が期待

できること 

④ 施設の維持管理・運営に関する能力やノウハウがあり、管理経費の縮減、費用対効果の向上

（※費用の最小化）が期待できること  （※「費用の最小化」の考え方は p.5 参照） 

⑤ 施設の維持管理・運営及び事業を安定的に実施するために必要な物的能力及び人的能力

を有していること 

⑥ 危機管理体制が整備されていること 

⑦ 地域との協働等が期待できること 

⑧ その他公の施設の管理が適正に行われること 

 

 

(2) 審査基準 

審査基準については、選定の判断基準に基づき、次の「審査基準の標準例」を参考に各施設の

設置目的や特性に応じて、施設ごとに評価項目及び配点を設定するものとする。 

なお、審査方法及び審査基準は、審査委員会で決定した上で募集要項に記載すること。 
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【審査基準の標準例】 

選定の判断基準 評価項目（着眼点） 配点 

１．施設の設置目的が十分
に達成されること 【10】 

①事業計画は施設の効用を最大限に発揮し、設置目的に沿った成果が十分
に得られるものであるか。 

10 

２．利用者（市民）の平等な
利用が確保されること 【10】 

①市民の平等な利用について、適切な方策がとられているか。（不当な差別
的取扱いの禁止など） 

10 

３．実施事業に関する能力
やノウハウがあり、サービスの
向上、利用者数・稼働率の
向上が図られること 【60】 

①仕様書に定められた業務や年間の事業計画等について、効果的・効率的
に実施するための具体的な提案がされているか。 

20 

②利用者へのサービス向上（自主事業等）に関する具体的な提案がされてい
るか。自主事業において収益が見込まれる場合は、その収益の一部を利用
者に還元する具体的な取組み（施設投資を含む）が提案されているか。 

20 

③施設の利用促進（広報、営業等）に関する具体的な提案がされているか。 10 

④利用者の要望、苦情を適切に把握・対応し、サービス向上につなげる具体
的な提案がされているか。 

10 

４．施設の維持管理・運営に
関する能力やノウハウがあ
り、維持管理運営経費の縮
減、費用対効果の向上が図
られること 【40】 

①収支計画は適切かつ実現可能な内容となっているか。（過大な収支が見
込まれている。必要な経費が支出に計上されていないなど不適切な点はない
か。） 

10 

②維持管理運営経費の縮減、費用対効果の向上を図る具体的な提案がさ
れているか。 

10 

③指定管理料の上限額に対する提案価格（経費縮減効果） 20 

５．施設の維持管理・運営及
び事業を安定的に実施する
ために必要な物的能力及び
人的能力を有していること 
【30】 

①過去の決算や業績から経営状況は良好であるか。 5 

②同種施設の運営実績があり、維持管理・運営に関するノウハウがあるか。 5 

③事業計画を実施するために適正な管理体制が組織され、管理責任者が明
確に示されているか。 

5 

④業務遂行に必要な資格者、経験者及び人員の配置が確保されているか。 5 

⑤職員研修に関する方針や計画が具体的に示されているか。 5 

⑥労働法令、その他関係法令等を遵守する体制・仕組みが整えられている
か。 

5 

６．危機管理体制が整備さ
れていること 【30】 

①緊急時、災害時の対応策や連絡体制が明確に示されているか。 10 

②利用者及び職員の安全管理に関する体制・仕組みが適切に整えられてい
るか。 

10 

③個人情報の管理体制が適切に整えられているか。 10 

７．地域との協働等が図られ
ること 【10】 

①地域・ボランティア団体等との連携や協働に関する具体的な提案がされて
いるか。 

5 

②市民の就労促進に寄与し、物品の調達、外部委託等について市内事業者
に配慮しているか。 

5 

８．その他公の施設の管理
が適正に行われること 【10】 

①まちづくりに配慮した事業活動が計画されているか。 5 

②環境に配慮した事業活動が計画されているか。 5 

合計（200 点満点：最低基準点 120 点～140 点） 200 

※更新時の選定のみ 
９．モニタリング結果の反映 
【-10～+10】 

①本施設の指定管理者としての管理運営実績（担当課のモニタリング結果及
び指定管理者評価委員会の二次評価結果）に応じて加点または減点 

-10～ 
+10 

加点・減点後の合計 （※最低基準点は 200 点満点の 60％～70％（120 点～140 点）） 
190～
210 
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(3) 更新時の選定におけるモニタリング結果の反映 

更新時の選定の際に現に管理を行っている指定管理者が応募した場合は、「９．モニタリング結

果の反映」という評価項目において、モニタリング結果に基づき一定の加点または減点を行うことで、

これまでの管理運営の実績を反映させるものとする。 

なお、募集要項にその旨及び反映方法を明記しておく必要がある。 

 

指定管理者としての管理運営実績の反映に当たっては、指定管理者となった事業者にはインセ

ンティブとなる反面、他の民間事業者等の参入意欲を減退させ、競争性を阻害する可能性がある

ことも考えられるため、加点だけではなく、要求水準を下回った場合には減点を行うこととし、次のと

おり共通の方法で行うこととする。 

 

●モニタリング結果の反映方法（※全施設共通） 

【対象となるモニタリング結果】 

指定初年度から公募前年度までの「担当課の期末モニタリング結果」及び「指定管理者評価委

員会の二次評価結果」 

※モニタリングの実施方法等については、「第６章 モニタリング」（p.33～ｐ.42）参照 

【評価点】 

モニタリング結果（総合評価） 評価点 

Ａ （優良） ＋10 点 

Ｂ （良好） ＋5 点 

実績なし（新規応募者） ±0 点 

Ｃ（課題有） －5 点 

Ｄ（要改善） －10 点 

 

【実績反映ポイントの算出方法】 

① 指定初年度から公募前年度までの各年度の評価点の平均・・・㋐ 

② ㋐を小数点以下第１位四捨五入＝実績反映ポイント 

 

【留意点】 

〇「担当課の期末モニタリング結果」と「指定管理者評価委員会の二次評価結果」が異なる場合は、

「指定管理者評価委員会の評価結果」を採用することとする。 

（例）担当課の総合評価：Ａ、指定管理者評価委員会の総合評価：Ｂの場合⇒「Ｂ（＋5点）」を採用 

〇上記評価点（－10 点～＋10 点）は、審査基準の採点表を 200 点満点（実績反映ポイントを除

く）とした場合であり、100 点満点とした場合は２分の１（－5 点～＋5 点）とする。 

〇実績反映ポイントを加点・減点する場合も、最低基準点は満点（実績反映ポイントを除く）の 60％

～70％とする。 
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【計算例 ※指定期間５年間、採点表が 200 点満点の場合】 

年度 担当課の総合評価 評価委員会の総合評価 評価点 

初年度（1 年目） Ａ Ａ ＋10 点 

2 年度（2 年目） Ｃ ― －5 点 

3 年度（3 年目） Ａ Ｂ ＋5 点 

公募前年度（4 年目） Ｂ ― ＋5 点 

公募年度（5 年目） ― ― ― 

 

① （10-5+5+5）÷4 年＝3.75 点・・・㋐ 

② ㋐を小数点以下第 1 位四捨五入＝4 点（実績反映ポイント） 

③ 「4 点」を各審査委員の採点に加算 

 

 

(4) 第１次審査の実施・審査結果の通知 

担当課は、応募者の参加資格の有無を提出書類から確認し、参加資格を有しない応募者に対

しては、その結果を被選定者審査結果通知書（指定手続条例施行規則様式第５号）により通知す

る。 

審査委員会は、募集要項に明記した審査基準に基づき、参加資格を有する応募者について第１

次審査（書類審査）を行い、合計得点の高い上位５者を選考する。 

担当課は、すべての応募者に対して、第１次審査の結果を被選定者審査結果通知書（指定手

続条例施行規則様式第５号）により通知する。通知する際は、審査結果通知書の様式を第１次審

査の結果となるように編集が必要なことに留意する。審査結果通知書には、全応募者の採点結果

を表示し、当該通知者以外の応募者名は非表示とする。 

なお、応募者が５者に満たないときは、第１次審査を省略することができることとし、省略する場合

はその旨を募集要項に明記すること。 

 

(5) 第２次審査の実施 

審査委員会は、第１次審査において選考した応募者を対象に、募集要項に明記した審査基準に

基づき第２次審査（応募者のプレゼンテーション及びヒアリング）を実施し、指定管理者の候補者及

び次点者を選定する。 

 

 

４．４ 指定管理者候補者の決定・通知 ≪施設経営委員会・総合政策会議・担当課≫ 

(1) 施設経営委員会における審議 

施設経営委員会において、審査委員会の審査結果に基づき、指定管理者の候補者（最優先候

補者及び次点者）の適否について審議する。 

 

対
象
期
間 
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(2) 総合政策会議における指定管理者候補者の決定 

総合政策会議において、審査委員会の審査結果及び施設経営委員会の審議結果に基づき、指

定管理者の候補者（最優先候補者及び次点者）を正式に決定する。 

 

(3) 審査結果の通知及び公表 

担当課は、指定手続条例施行規則第５条の規定に基づき、第２次審査に参加したすべての応

募者に対し、指定管理者の候補者の審査結果について、被選定者審査結果通知書（指定手続条

例施行規則様式第５号）により通知する。審査結果（応募者名及び第２次審査の採点結果）は、市

ホームページでも公表する。ただし、応募者名は最優先候補者及び次点者のみ公表するものとし、

その他の応募者は「A 社、B 社、C 社」または「A 団体、B 団体、C 団体」とする。 

 

 

４．５ 指定の議決・債務負担行為の補正 ≪担当課・議会等≫ 

総合政策会議において決定された最優先候補者を指定管理者として指定する場合は、地方自

治法第２４４条の２第６項に基づき議会の議決を経なければならない。この場合の議決事項は、次

のとおりとし、１２月議会に上程することとする。 

なお、指定管理者との協議の結果、最終的に指定管理料の提案価格が上限額を下回った場合

は、原則として指定の議決と併せて１２月議会（遅くとも３月議会）において債務負担行為の補正を

行うことに注意する。 

 

【議決事項】 

① 管理を行わせる公の施設の名称 

② 指定する民間事業者等の名称及び事務所の所在地 

③ 指定期間 

 

 

４．６ 指定の通知・指定の告示 ≪担当課≫ 

議会の議決を経て最優先候補者を指定管理者に指定したときは、指定手続条例施行規則第６

条の規定に基づき、指定管理者指定通知書（指定手続条例施行規則様式第６号）により最優先候

補者に通知する。併せて、指定手続条例第６条及び指定手続条例施行規則第７条の規定により次

の事項を告示する。 

 

【告示事項】 

① 管理を行わせる公の施設の名称 

② 指定をした民間事業者等の名称及び事務所の所在地 

③ 指定管理者が管理する期間（指定期間） 

④ 指定をした日 

⑤ ①～④に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 



 

31 

 

第５章 協定の締結 

 

５．１ 協定書（案）の作成 ≪担当課≫ 

担当課は、指定手続条例第７条第２項に定める次の協定事項について、基本協定書（案）を作

成する。（基本協定書のひな型【添付資料２】参照） 

 

【協定事項】 

① 指定期間に関する事項 

② 事業計画に関する事項 

③ 利用料金に関する事項 

④ 業務の範囲及び管理の基準に関する事項 

⑤ 指定管理者に支出する管理に係る費用（指定管理料等）に関する事項 

⑥ 情報の公開及び管理に当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

⑦ 事業報告書の作成及び提出に関する事項 

⑧ 管理の業務又は経理の状況の聴取等に関する事項 

⑨ 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項 

⑩ その他市長等が必要と認める事項 

 

また、指定管理料や具体的な実施事業等を単年度ごとに定める必要があるときは、基本協定書

（案）とは別に年度協定書（案）を作成する。（年度協定書のひな型【添付資料３】参照） 

なお、協定書（案）は、公募の際に公表することが望ましい。 

 

 

５．２ 協定協議（協定内容の確認・修正） ≪担当課≫ 

最優先候補者の決定後、最優先候補者と協定内容（指定管理料の額、業務内容、リスク分担

等）について詳細協議を実施し、指定の議案を提出する前までに協定書（案）の修正を行う。ただし、

選定されなかった応募者との間で不公平な取扱いとならないよう、募集要項等に規定された基本

的な事項については修正しないことに注意する。また、当該協議が不調のときは、次に得点の高い

応募者（次点者）と協定協議を行う。 

なお、最優先候補者との協議を経て、協定書の最終案を作成するに当たり、次の事項に留意す

ること。 

 

【留意事項】 

① 指定管理料の額や指定管理の細目等を明確にしているか 

② 指定管理に必要な人員、体制に関することが定められているか 

③ 委託事業（指定管理業務）と自主事業を明確に区分しているか 

④ 修繕費、備品購入費などの支出負担について明確に役割分担を定めているか 

⑤ リスク（責任）分担について明確に定めているか 

⑥ 当該施設の備品台帳を整備し、協定書の管理物品リストに明記しているか 
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５．３ 仮協定の締結 ≪担当課≫ 

最優先候補者の決定後、議会の議決前に最優先候補者と仮協定を締結することができる。仮協

定書には、指定の議決を経て指定管理者を指定したときに、本協定を締結したものとみなし、仮基

本協定書が基本協定書として成立する旨を定めておく。なお、議会の議決が得られない場合は仮

協定が無効となること、損害賠償請求権は発生しないことなどを明記しておくことが重要である。 

 

 

５．４ 本協定の締結 ≪担当課≫ 

指定の議決を経て指定管理者を指定した後に、指定手続条例第７条の規定により指定管理者と

管理運営に関する細目について本協定（基本協定、年度協定）を締結する。 

なお、年度協定については、各年度４月１日付けで締結することとする。 

 

 

５．５ 業務の引継ぎ等の開始 ≪担当課≫ 

本協定の締結後に、本市または現に管理を行っている指定管理者から次期指定管理者への業

務の引継ぎを開始し、次期指定管理者は資材・人材の確保、職員に対する必要な研修等を開始

する。なお、業務の引継ぎに要する費用は現指定管理者が負担することとし、資材・人材の確保等

準備行為に要する費用は次期指定管理者が負担することを募集要項等に明記する。 
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第６章 モニタリング 

 

６．１ モニタリングの目的 

指定管理者が、公の施設の設置目的を理解し、制度運用の透明性を確保しつつ適正かつ効率

的な管理を行い、良好なサービスを提供しているかを監視・監督し、次年度以降の業務内容等の

改善に反映させるため、次の事項についてモニタリングを実施する。 

 

【モニタリング事項】 

① 管理運営状況に関する事項 

職員数等管理体制、収支状況、施設の利用状況（利用者数、稼働率等）など 

② 実施事業に関する事項 

事業計画と施設の設置目的との整合性、収支計画との整合性、指定管理業務・自主事業 

の実施状況、指示事項・要改善事項に対する対応状況など 

③ 経理に関する事項 

銀行口座・帳簿の管理状況、金銭の管理体制、収入・支出の管理状況など 

④ 施設管理に関する事項 

保守点検・検査・修繕・清掃の実施状況、緊急時の連絡体制、避難経路の確保、備品の 

管理状況など 

⑤ サービスに関する事項 

サービス向上への取組み状況、苦情・要望等の対応状況、セルフモニタリングの実施状況、 

研修等の実施状況など 

⑥ その他市長が必要と認める事項 

個人情報の管理状況、情報公開の実施状況、保険の加入状況、安全管理体制、労働環 

境、地域との協働状況など 

 

 

モニタリングは、指定管理者によるセルフモニタリングと本市によるモニタリング、指定管理者評価

委員会による二次評価によって行うものとする。 

 

【モニタリングのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリング 

市民 
サービスの提供 

指定管理者 

セルフモニタリング 

苦情・要望等 

美濃加茂市 

二次評価 
助言 評価委員会 
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更新時の選定の際に現指定管

理者が応募した場合は、モニタリ

ング結果を選定の評価に反映 

  

 

●業務の監視・監督、業務改善のフロー 

指定管理者 美濃加茂市（担当課） 

事業報告書等 

事業報告資料等 

 

事業報告書等 

提出 

修正指示 

実地調査 

提出 

実地調査 

提出 

実地調査 

施設経営課に報告 

モニタリング 

チェックリスト作成 

 

モニタリング 

チェックリスト作成 

モニタリング 

レポート等作成 

 

改善指示 

改善指示 

改善指示 翌年度事業に反映 

期
初
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

中
間
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 
期
末
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

作
成 

確
認 

記
録 

作
成 

確
認 

記
録 

評価委員会の二次評価 

（指定期間終了前々年度

は必須） 

日報、月報 

確
認 

作
成 

ｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

ｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

指定管理業務、 

自主事業の実施 

事業報告資料等 

指定管理業務、 

自主事業の実施 

日報、月報 

事業計画書等 

ｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

事業計画書等 
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６．２ 指定管理者によるセルフモニタリング 

指定管理者は、施設の管理運営が、当該施設の設置目的や協定書・仕様書等に沿って行われ

ているか、目標の達成状況はどうか等について継続的に自己点検を行う。自己点検の結果は、「セ

ルフモニタリングチェックリスト（別紙１０～１２）」等により年３回本市に報告するものとし、業務改善に

つなげることとする。なお、指定管理者は自己点検を実施するに当たり、利用者等の意見及び要望

を把握するため、毎年度、アンケート調査を実施するものとする。 

 

６．３ 事業報告、本市によるモニタリング ≪担当課≫ 

指定管理者は、年３回（年度当初、中間期及び年度終了後）、その管理する公の施設の管理業

務に関し事業報告に必要な書類を作成し、本市に提出する。担当課は、事業報告において提出さ

れた書類を確認し、現地調査、聞き取り調査等により年３回（期初、中間期、期末）のモニタリングを

実施する。モニタリングの結果は、「指定管理者管理運営状況調書（別紙４）」及び「モニタリングチ

ェックリスト（別紙５～７）」により管理する。期末モニタリングにおいては、「指定管理者モニタリングレ

ポート（別紙８）」を作成する。 

 

(1) 年度始めの事業報告（期初モニタリング） 

事業計画書の内容・当初予算が、当該施設の設置目的に合致しているか、公平性のあるサービ

スであるかなど協定書及び業務仕様書に従った内容となっているかを検証する。期初モニタリング

の実施時期及び必要な書類は次のとおりとする。 

 

【実施時期】 当該年度４月 

【提出・確認書類】 

① 当該年度の事業計画書（当該年度の達成目標を明記すること） 

② 当該年度の予算書 

③ 期初セルフモニタリングチェックリスト（別紙１０） 

④ その他管理の実態を把握するために必要な書類 

（その他管理の実態を把握するために必要な書類とは、当該施設の管理をするために必要な資

格がある場合は、その資格を証するもの又は管理体制等の実態を明確にする書類のことを言う。） 

 

期初モニタリングの結果は、「指定管理者管理運営状況調書（別紙４）」及び「期初モニタリングチ

ェックリスト（別紙５）」に上記提出書類を添えて施設経営課に報告する。 

 

 

(2) 中間期の事業報告（中間期モニタリング） 

年度始めの期初モニタリングにおいて提出を受けた事業計画書に基づいて事業が進捗している

か、前年度期末モニタリングにおいて業務改善を指導した事項が修正されているかなどを確認する。

中間期モニタリングの実施時期及び必要な書類は次のとおりとする。 

 

【実施時期】 当該年度１０月 
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【提出・確認書類】 

① 日報、月報（書類確認） 

② 苦情・要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書 

③ 中間期セルフモニタリングチェックリスト（別紙１１） 

④ セルフモニタリング資料 

（セルフモニタリング資料とは、利用者アンケートなどにより利用者の声を直接聴取して、市民満足

度、改善点などを洗い出した資料を言う。） 

 

中間期モニタリングの結果は、「指定管理者管理運営状況調書（別紙４）」及び「中間期モニタリ

ングチェックリスト（別紙６）」に上記提出書類を添えて施設経営課に報告する。 

 

 

(3) 年度終了後の事業報告（期末モニタリング） 

事業計画書に基づいて事業が実施されたか、事業計画書に定めた目標は達成したか、中間期

モニタリングにおいて業務改善を指導した事項が修正されたかなどを確認する。指定管理者は、地

方自治法第２４４条の２第７項及び指定手続条例施行規則第８条の規定により、事業年度終了後

３０日以内に事業報告書を本市に提出しなければならない。期末モニタリングの実施時期及び必要

な書類は次のとおりとする。 

【実施時期】 翌年度４月～６月 

【提出・確認書類】 

① 事業報告書（指定手続条例施行規則様式第７号） 

② 当該年度の事業報告との整合を明確にする事業計画の実績が分かる書類 

③ 当該年度の決算書 

④ 出納簿（書類確認） 

⑤ 日報、月報（書類確認） 

⑥ 苦情・要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書 

⑦ 期末セルフモニタリングチェックリスト（別紙１２） 

⑧ セルフモニタリング資料      

 期末モニタリングの結果は、「指定管理者管理運営状況調書（別紙４）」、「期末モニタリングチェッ

クリスト（別紙７）」及び「指定管理者モニタリングレポート（別紙８）」に上記提出書類を添えて施設経

営課に報告する。 

 

 

(4) モニタリングのポイント 

モニタリングにおいては、指定管理者が実施するセルフモニタリングの結果（「セルフモニタリング

チェックリスト」の自己評価結果）と、担当課が実施するモニタリングの結果（「モニタリングチェックリ

スト」の一次評価結果）を比較することで、要求水準に対する認識の差や要改善事項等を把握する

ことが重要となる。なお、セルフモニタリングチェックリストについては、経営者側の視点とは別に現場

の職員側の視点からも自己評価を行い、それぞれチェックリストを作成することが望ましい。 
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(5) 経営分析の評価指標 

期末モニタリングにおいては、経営分析を実施する。経営分析の指標と評価の考え方は、次のと

おりとする。 

 

 

評価指標 計算方法 評価の考え方 

◆事業収支（円） 
収入－支出 

※自主事業収支を含む 

事業全体が黒字であるかを確認し、経営

努力を評価する。赤字の場合、管理継続

性の面で課題となるため、市及び指定管

理者で黒字転換に向けた協議が必要であ

る。 

◆利用料金比率（%） 
利用料金収入／収入×

100 

収入に占める利用料金の割合。指定管理

者の主たる収入源がどこにあり、それが安

定したものであるかを評価する。 

◆自主事業収入比率（%） 
自主事業収入／収入×

100 

収入に占める自主事業収入の割合。指定

管理料のみに依存していないか、収入増

加に努めているかなどを評価する。 

◆人件費比率（%） 人件費／支出×100 

支出に占める人件費の割合。支出の中で

人件費が高すぎないか、抑制しすぎていな

いかを評価する。 

◆外部委託比率（%） 
外部委託費合計／支出

×100 

支出に占める外部委託費の割合。外部委

託に依存しすぎていないかを評価する。 

◆利用者１人当たりの 

管理運営コスト（円） 
支出／延利用者数 

利用者１人当たりに対する管理運営コスト

が適正であるかを確認する。前年度との比

較、類似施設との比較などにより効率性を

評価する。 

◆利用者１人当たりの 

市負担コスト（円） 
市の支出／延利用者数 

利用者１人当たりに対する市負担コストが

適正であるかを確認する。前年度との比

較、類似施設との比較などにより効率性を

評価する。 

◆施設１㎡当たりの 

 利用者数（人） 
延利用者数／延床面積 

施設１㎡当たりの利用者数を確認する。利

用者に対して施設の大きさが適当か、類

似施設との比較により効率性を評価する。 

 

※上記の経営分析については、過去の実績や類似施設と比較して評価する。（優良:A、良好:B、問

題有:C、要改善:D） 

 
  

●経営分析の指標と評価の考え方 
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(6) 評価の判定基準 

モニタリングの評価項目（「モニタリングチェックリスト（別紙５～７）」参照）における評価の判定基

準は、次のとおりとする。 
 

 

① 一次評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 一次評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 一次評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている。 

 

なお、評価は、評価すること自体が目的ではなく、評価の結果をいかに施設の管理及び事業に反

映させていくのかが重要であり、問題点及び課題の発見・把握と業務改善が主目的であることに留

意して評価を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●業務の進捗状況確認・評価のイメージ ●提供サービスの質に関する評価のイメージ 

 
整合性

の検証 

・評価 

 質 の 

評 価 

 分  析 

業務改善 

 分  析 

業務改善 

 事業計画  
指定管理者の

提供サービス 
 実施状況 市の実地調査 

利用者の意見 

市の実地調査 
利用者の意見 

●評価の判定基準 
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(7) 随時のモニタリング（調査等の実施、苦情・要望への対応） 

モニタリングは年３回定められた時期に実施するものであるが、地方自治法第２４４条の２第１０項

の規定により、指定管理者に対し、必要に応じて指定管理業務及び経理の状況に関する報告を求

め、実地について調査し、又は必要な指示をモニタリングとは別に随時行うものとする。 

特に、苦情・要望については、苦情・要望受付簿をあらかじめ整備しておき、迅速かつ的確に対

応する必要がある。指定管理者は、苦情・要望の内容、原因、対応の経過及び結果について記録

し、改善報告書を担当課に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

●苦情・要望対応の業務フロー 

指定管理者 美濃加茂市（担当課） 

苦情・要望 

受 付 

改善報告書 

苦情・要望 

受 付 簿 

連絡 

提出 

実地調査 

作
成 
記
録 

作
成 

確
認 

苦情・要望 苦情・要望 

指示 

日報、月報 

原因調査 

対応検討 

原因調査 

対応検討 

協議 

即改善、 

翌年度事業に反映 

対応 

随時 受付 随時 受付 

改善報告書 
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６．４ 指定管理者評価委員会による二次評価  

指定管理者制度を導入した施設の管理状況については、事業報告において提出された書類、

現地調査等によりモニタリングを実施し、指定管理者が協定書・仕様書等に従い、適正かつ効果

的・効率的な管理を行い、良好なサービスを提供しているかを確認している。 

このモニタリングに加え、本市及び指定管理者とは異なる第三者による客観的な視点から業務の

評価を行うために、期末モニタリング実施後に指定管理者評価委員会による第三者評価（二次評

価）を実施する。二次評価は、指定期間終了の前々年度は必須とし、その他の年度は必要に応じ

て実施するものとする。 

 

【モニタリングの実施時期 ※指定期間５年間の場合】 

 

年度 指定管理者 担当課 評価委員会 

初年度（1 年目） 必須（年３回） 必須（年３回） 必要に応じて 

2 年度（2 年目） 必須（年３回） 必須（年３回） 必要に応じて 

終了前々年度（3 年目） 必須（年３回） 必須（年３回） 必須（期末モニタリング後） 

終了前年度（4 年目） 必須（年３回） 必須（年３回） ― 

最終年度（5 年目） 必須（年３回） 必須（年３回） ― 

 

○ 指定期間終了前々年度（３年目）の期末モニタリングは、終了前年度（４年目）の４～６月頃に

実施するため、評価委員会の二次評価は、終了前年度（４年目）の７～１０月頃に実施することと

なる。 

 

 

(1) 二次評価の流れ 

二次評価の流れについては次のとおりとする。 

 

【二次評価の流れ】 

① 前年度の期末モニタリング結果を施設経営課に報告する。 

② 期末モニタリングの結果を受け、指定管理者評価委員会において二次評価（現場確認、ヒア

リング等）を行う。 

③ 二次評価の結果に基づき指定管理者への指導、改善指示等を行う。 

④ 指導、改善の状況を次回の指定管理者評価委員会に報告し検証する。 

 

 

(2) 二次評価の方法等 

二次評価は、モニタリングレポート等モニタリング結果の確認、現地確認等により実施し、「指定管

理者評価委員会の評価結果（別紙９）」を用いるものとする。二次評価の基本的な考え方及び判定

基準は、次のとおりとする。 
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【二次評価の基本的な考え方】 

指定管理者制度の導入に当たっては、「利用者に対するサービスの向上」、「施設の利用者数・

稼働率の向上」及び「管理経費の縮減・費用対効果の向上（費用の最小化（p.5 参照））」が大きな

目的となっている。 

費用については、計量的なデータでの評価が可能であるのに対して、サービスの評価については、

公の施設の性格上、設置目的に沿った事業の公共性・公平性の確保なども評価の重要な要素で

あり、客観的な評価が容易ではない。 

そのため、二次評価において、指定管理者が自らの能力やノウハウを発揮し、サービス・費用対

効果の向上や利用者数の増加に努めているかなどを、外部有識者による第三者の視点で客観的

に評価することとする。 

 

●二次評価の判定基準 

総合評価 基準 

Ａ（優 良） 

施設の維持管理・運営を適正かつ効果的・効率的に行い、「サービスの向上」、「利用

者数・稼働率の向上」及び「管理経費の縮減・費用対効果の向上」を図る具体的な取り

組みを積極的に実施している 

Ｂ（良 好） 

施設の維持管理・運営を適正に行い、「サービスの向上」、「利用者数・稼働率の向上」

及び「管理経費の縮減・費用対効果の向上」を図る具体的な取り組みを一部実施してい

る 

Ｃ（課題有） 

施設の維持管理・運営を適正に行っているものの、一部課題があり、「サービスの向

上」、「利用者数・稼働率の向上」及び「管理経費の縮減・費用対効果の向上」を図る取

り組みもあまり見られない 

Ｄ（要改善） 施設の維持管理・運営に問題があり、早急な改善・勧告が必要である 

 

なお、指定管理者評価委員会においては、指定管理者の二次評価に加えて、本市における指定

管理者制度の運用方法や当該施設における指定管理継続の適否、当該施設の在り方等に関して

評価を実施し、指定管理者制度が適切かつ効果的に運用されているか確認するものとする。 

 

 

６．５ 検証、指導等 ≪担当課≫ 

(1) 検証と指導 

担当課は、サービス向上及び市民満足度向上を図るために、モニタリング結果（指定管理者、担

当課の評価結果、指定管理者評価委員会の二次評価結果及び指摘事項）を検証した上で指定管

理者に対して改善を指示し、翌年度以降の管理運営に支障を来たさないように指導を行う。 

 

(2) 指定の取消し等 

指定管理者が(１)及び６．３（7）における指示に従わないとき又は本市が指定管理者に管理を継

続させることが適当でないと判断したときは、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、その

指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 



42 

 

 

(3) 審査請求 

指定の取消し又は業務の停止命令を受けた指定管理者は、その決定に不服がある場合は、本

市に審査請求をすることができる。 

 

 

６．６ モニタリング結果の公開 ≪施設経営課≫ 

毎年度モニタリング結果を本市のホームページにて公開する。指定管理者についても、セルフモ

ニタリングの結果を公開するものとする。 
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第７章 更新時の指定手続き 
 

７．１ 指定管理者の更新とは 

指定管理者の更新とは、指定期間満了に伴い新たに指定管理者を指定することをいう。指定管

理者の候補者選定は公募が原則であるため、更新時の選定においても、導入時と同様に公募にて

指定管理者の候補者を選定することとする。 

 

７．２ 更新時の指定手続きと流れ 

更新時の指定手続きと流れについては、次のとおりとする。 

【更新時の指定手続きと流れ ※指定期間５年間の場合】 

時期 実施事項 内  容 

指定期間終了 

前年度（4 年目） 

４月～１２月頃 

評価 

指定管理継続 

の検討・決定 

① 担当課による期末モニタリング（3 年目の評価） 

② 指定管理者評価委員会による二次評価 

（3 年目の評価） 

③ 施設評価・指定管理継続の検討、業務仕様書（原案）

の作成 

④ 施設経営委員会、総合政策会議における審議・決定

（指定管理継続の可否、指定期間等の決定） 

１月～３月頃 公募準備 

⑤ 業務仕様書（案）、募集要項（案）等の作成 

⑥ 更新後の指定管理料の設定 

⑦ 設置管理条例の改正案の作成 ※必要に応じて 

最終年度 

（5 年目） 

４月～６月頃 

議決、公募準備 

⑧ 担当課による期末モニタリング（4 年目の評価） 

⑨ 条例改正、債務負担行為の設定（６月議会） 

⑩ 審査委員会の委員の選考、審査委員会の設置 

⑪ 募集要項等の決定（審査委員会の開催） 

７月～８月頃 公募、受付 

⑫ 公募（募集の告示・募集要項等の公表） 

⑬ 事前説明会等の開催、質問等の回答 

⑭ 申請書・提案書等の受付 

８月～１２月頃 審査、選定 

⑮ 第１次審査の実施、結果の通知（審査委員会の開催） 

⑯ 第２次審査の実施（審査委員会の開催） 

⑰ 施設経営委員会、総合政策会議における審議（指定

管理者の候補者決定） 

⑱ 第２次審査結果の通知及び公表 

１１月～１２月頃 議決、指定 

⑲ 協定協議、仮協定の締結 

⑳ 指定の議決、債務負担行為の補正（１２月議会） 

㉑ 指定の通知、指定の告示 

１月～３月頃 協定締結 ㉒ 本協定の締結、業務の引継ぎ等の開始 

更新後 ４月～ 管理運営開始 ㉓ 新指定管理者による管理運営の開始 
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７．３ 施設評価・指定管理継続の検討、業務仕様書（原案）の作成 ≪担当課≫ 

指定管理者の更新時においては、当該施設における指定管理者制度の継続の是非について検

討・決定する必要がある。 

担当課は、指定管理者制度導入検討時と同様に、まずは施設評価（p.10～p.11 参照）を実施し、

施設及び事業の必要性を改めて検証することとする。 

施設及び事業の必要性が引き続き高いと判断する場合は、業務仕様書（原案）を作成の上、指

定管理者制度継続の是非について検討する。その際の検討方法、継続要件等は導入検討時と同

様とする。（p.11～p.12 参照） 

 

 

７．４ 施設経営委員会、総合政策会議における審議・決定 

担当課が行った指定管理者制度継続の検討結果に基づき、施設経営委員会において「施設及

び事業の必要性」、「指定管理者制度継続の可否」、「指定期間」、「指定管理者選定方法」につい

て全庁的な視点（財務・品質・供給の視点）で判断する。施設経営委員会において指定管理を継

続すべきと判断した場合は、総合政策会議において最終的に決定する。 

担当課が提出する書類は、次のとおりとする。 

【提出書類】 

① 「公共施設評価・検討調書（指定管理継続検討用）（別紙１-2）」 

② 業務仕様書（原案）  （※業務仕様書に定める主な事項等は p.15～p.18 参照） 

③ 指定管理者制度を継続する理由（審議内容の根拠）、各管理運営方法の比較検討結果（メ

リット、デメリット、実現可能性等）、利用者ニーズ調査結果、サウンディング等調査結果及び

指定管理者制度継続要件の検討結果の詳細について取りまとめた書類（任意様式） 

④ 任意指定により候補者を選定する場合は、非公募とする妥当性を充分に検証した結果を取り

まとめた書類（任意様式） 

⑤ モニタリング結果（担当課、指定管理者評価委員会） 

⑥ その他施設経営委員会又は総合政策会議が必要とするもの 

 

 

※その他の手続きと流れについては、基本的には指定管理者制度導入時と同一とする。（詳細は、

p.9～p.32 参照） 
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第８章 非公募による指定（任意指定）の手続き 

 

８．１ 指定管理者の任意指定とは 

指定管理者を指定しようとするときは、指定手続条例第２条の規定により、指定管理者の候補者

を公募することとなっているため、原則として非公募により候補者を選定してはならない。ただし、公

の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことにつ

いて合理的な理由があるときは、指定手続条例第５条第１項の規定に基づき、非公募により特定の

民間事業者等を指定管理者の被選定者として選定（任意指定）することができる。 

 

 

８．２ 非公募の要件 

任意指定を行う場合は、次のいずれかに該当する必要がある。なお、非公募である任意指定は

あくまでも公募の例外であるため、任意指定により候補者を選定する場合は、非公募とする妥当性

を充分に検証する必要がある。 

●非公募の要件    ※いずれかに該当すること 

 

８．３ 任意指定を受けることができる団体 

任意指定を受けようとする民間事業者等は、指定手続条例第５条第１項の規定により、指定手

続条例第４条に基づく次の要件をすべて満たす必要がある。 

●任意指定を受ける団体の選定要件    ※すべてに該当すること 

選 定 要 件 

① 施設の設置目的が十分に達成されること 

② 利用者（市民）の平等な利用が確保されること（公共性・公平性の確保） 

③ 
実施事業に関する能力やノウハウがあり、サービスの向上、利用者数・稼働率の向上が期
待できること 

④ 
施設の維持管理・運営に関する能力やノウハウがあり、管理経費の縮減・費用対効果の
向上（費用の最小化）が期待できること 

⑤ 
施設の維持管理・運営及び事業を安定的に実施するために必要な物的能力及び人的能
力を有していること 

⑥ 危機管理体制が整備されていること 

⑦ 地域との協働等が期待できること 

⑧ その他公の施設の管理が適正に行われること 

要 件 

① 施設の管理に特定の高度な専門的知識・技術が必要とされる場合 

② 
指定管理者の撤退、指定の取消し等の不測の事態により、施設の管理上緊急に指定管
理者を指定しなければ、著しく公益を損なうと認められる場合 

③ その他公募しないことについて合理的で明確な理由がある場合（※p.12～p.13 要確認） 
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８．４ 任意指定の手続きと流れ 

任意指定の手続きと流れについては、次のとおりとする。 

【任意指定の手続きと流れ】 

時期 実施事項 内  容 

導入前々年度 

４月～１２月頃 
非公募の決定 

① 施設評価・管理運営方法等の検討、業務仕様書（原

案）の作成 

② 施設経営委員会、総合政策会議における審議（非公

募（任意指定）による指定管理者選定等の決定） 

１月～３月頃 
業務仕様書等

の作成 

③ 業務仕様書（案）、選定要領、協定書（案）等の作成 

④ 指定管理料の設定 

⑤ 設置管理条例の改正案の作成  

導入前年度 

４月～６月頃 
議決・審査準備 

⑥ 条例改正、債務負担行為の設定（６月議会） 

⑦ 審査委員会の委員の選考、審査委員会の設置 

⑧ 業務仕様書等の決定（審査委員会の開催） 

７月～８月頃 協議・申請受付 

⑨ 業務仕様書、選定要領、協定書（案）等を任意指定

予定団体に提示 

⑩ 任意指定予定団体と協議、申請書等提出依頼 

⑪ 申請書等の受付 

８月～１０月頃 審査、選定 

⑫ 審査の実施（審査委員会の開催） 

⑬ 施設経営委員会、総合政策会議における審議（指定

管理者の候補者決定） 

⑭ 審査結果の通知 

１１月～１２月頃 議決、指定 

⑮ 協定協議、仮協定の締結 

⑯ 指定の議決、債務負担行為の補正（１２月議会） 

⑰ 指定の通知、指定の告示 

１月～３月頃 協定締結 ⑱ 本協定の締結、業務の引継ぎ等の開始 

導入年度 ４月～ 管理運営開始 ⑲ 指定管理者による管理運営の開始 

 

 

８．５ 任意指定における業務仕様書等の作成 ≪担当課≫ 

総合政策会議において、非公募により指定管理者を選定することが決定した場合は、担当課は

導入検討時に作成した業務仕様書（原案）に基づき、業務仕様書（案）、基本協定書（案）等を作

成する。 

非公募で選定する場合についても、任意指定を予定している団体（以下「任意指定予定団体」と

いう。）に申請書を提出させるに当たり、募集要項に準じて選定要領を作成する。 
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８．６ 任意指定における審査委員会の設置 ≪担当課・審査委員会≫ 

非公募の場合であっても、任意指定予定団体が指定管理者として相応しいか審査を行う必要が

ある。そのため、公募の場合と同様に審査委員会を設置し、業務仕様書等の決定及び任意指定予

定団体の審査を実施するものとする。 

 

 

８．７ 任意指定における事前協議・申請受付 ≪担当課≫ 

業務仕様書等の決定後、担当課は任意指定予定団体に対して、業務仕様書、選定要領、協定

書（案）等を提示し、指定手続条例第５条第２項に規定する事前協議を行うものとする。 

その後、事前協議に基づき申請書等の提出を依頼し、指定手続条例第３条及び指定手続条例

施行規則第３条に規定する指定の申請を受ける。提出書類は公募の場合と同一とする。 

 

 

８．８ 任意指定における審査・選定 ≪審査委員会・施設経営委員会・総合政策会議・担当課≫ 

担当課は、任意指定予定団体が「任意指定を受ける団体の選定要件（p.45 参照）」のすべてに

該当していることを確認し、判断結果を「指定管理者選定（任意指定）に関する調書（別紙３）」にま

とめ、申請書等の写しを添えて審査委員会に提出するものとする。 

審査委員会は、選定要領に明記した審査基準に基づき審査（任意指定予定団体のプレゼンテー

ション及びヒアリング）を実施し、任意指定の選定要件及び最低基準を満たしているか審査する。 

その後、原則として施設経営委員会の審議を経て、総合政策会議において審議を行い、任意指

定予定団体を指定管理者の候補者とすることを正式に決定する。 

担当課は、指定手続条例施行規則第５条の規定に基づき任意指定予定団体に審査結果を通

知する。 

 

※その他の手続きと流れについては、基本的には公募による選定と同一とする。（詳細は、p.9～

p.32 参照） 



 

48 

 

第９章 その他留意事項 

 

９．１ 個人情報の保護 

担当課は、指定管理者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨

により、公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他保有

する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせなければならない。また、公の施設の

管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用させてはならない。 

担当課は、指定管理者に対し、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）

の趣旨により、公の施設の管理に係る情報を適正に管理させなければならない。 

 

 

９．２ 監査委員による監査  

指定管理者による公の施設の管理については、指定管理業務全般が監査対象となるものではな

いが、管理運営に係る出納その他事務の執行に関して、モニタリングとは異なる視点から監査委員

による監査の対象となる（地方自治法第１９９条第７項）ため、あらかじめ協定書において監査への

対応を定めておくことが重要である。 

この場合、併せて、担当課の当該団体に対する指導、監督が適切に行われているかについても

監査することとなる。 

 

 

９．３ 共同事業体（コンソーシアム・JV）を指定する場合の留意事項 

「共同事業体（コンソーシアム・JV）」とは、複数の団体が共同して特定の事業を営むことを目的に

結成された事業組織を指す。構成団体が、共同して管理運営に携わり、それぞれが得意とする分

野で能力やノウハウを最大限に発揮することで、多様化する市民ニーズへの迅速な対応、市民サー

ビスの向上、利用者数・稼働率の向上及び管理経費の縮減・費用対効果の向上（費用の最小化

（p.5 参照））が可能となる場合は、共同事業体を指定管理者として選定できるものとする。 

「共同事業体」の取り扱いに関する留意事項は次のとおり。 

 

(1) 代表者の設置と構成団体の業務分担の明確化 

応募者が、共同事業体として申請をする場合は、代表者（代表団体）を設け、共同事業体を代

表して対外的な折衝にあたるほか、施設の管理運営に係る主導的な役割を担う等、重要な権限と

義務を担保させることとする。 

また、構成団体が施設の管理を行う上でのそれぞれの役割や業務分担等を、事前に明確にさせ

ることとする。 

 

(2) 代表者及び構成団体の変更に伴う対応 

共同事業体の代表者（代表団体）及び構成団体の変更については、当該共同事業体の性格や

実態に大きな変化が生じることから、原則認めておらず、変更の場合は指定管理者の法人格変更

の例と同様に、再度議会の議決を要する。ただし、構成団体の変更については、事案ごとに実態に
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即した判断が必要となるため、当該施設の適正な管理運営に支障がなく、公共サービスの水準が

保たれると本市が認めた場合に限り変更することができるものとし、議会へ報告する他、適切な対応

をとるものとする。この場合における構成団体の変更の可否の決定は、総合政策会議において行う

ものとする。 

なお、共同事業体の構成団体が２団体の場合で、構成団体の一方の団体が脱退した場合や除

名された場合についても、共同事業体としての実態が無くなることから、同様に再度議会の議決を

求めるものとする。 

 

(3) 共同事業体協定書及び委任状の提出 

上記(1)(2)に記載する内容を担保するため、あらかじめ構成団体間で「共同事業体協定書」（任

意様式：添付資料４参照）を締結させることとし、指定管理者の指定の申請時に副本の提出を求め

ることとする。 

併せて、指定管理料の請求や受領などの権限を代表団体に委任する「共同事業体委任状」（添

付資料５参照）の提出を求めることとする。 

なお、共同事業体協定書における業務分担等の割合は、あくまでも共同事業体内部にとどまるも

のであり、本市への責任については連帯債務と同様の考え方により共同事業体のすべての構成団

体が負う旨を、募集要項に明記しておくことが適当である。 

 

(4) 構成団体の要件 

共同事業体については、すべての構成団体が、応募資格等の要件を満たしていない場合は申

請できないものとする。 

 

(5) 応募（指定の申請）における必要書類の提出 

応募（指定の申請）における必要書類の提出については、以下のとおり取り扱う。 

【必要書類の取扱い】 

① 指定管理者指定申請書（様式第１号）、事業計画書（様式第２号）、収支予算書（様式第３

号）、提案書、見積書、共同事業体協定書（副本）及び共同事業体委任状⇒ 代表者となる

団体が作成し、提出 

② その他必要な書類（各種証明書・報告書、誓約書（様式第４号）等） ⇒ すべての構成団体

の書類を代表団体が取りまとめて提出 

 

(6) その他応募（指定の申請）における留意事項 

その他共同事業体が応募する場合の留意事項は、次のとおり。 

【その他留意事項】 

① 共同事業体として申請する場合、応募（指定申請）の受付期間経過後の構成員の変更は認

められない。 

② 同時に複数の共同事業体の構成団体となることはできない。 

③ 単独で応募した民間事業者等は、他の共同事業体の構成団体となることはできない。 

④ 共同事業体の構成団体は、単独で申請を行うことはできない。 
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添  付  資  料 

 

資料１  別紙１～別紙１２ 

資料２  基本協定書（ひな型） 

資料３  年度協定書（ひな型） 

資料４  共同事業体協定書（ひな型） 

資料５  共同事業体委任状（ひな型） 

資料６  指定管理業務仕様書（ひな型） 

資料７  募集の告示、指定管理者募集要項（ひな型） 

資料８  審査基準・採点表（ひな型） 

資料９  指定管理者制度検討対象施設一覧 

資料１０ 指定管理者制度検討対象外施設一覧 
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資料１ 別紙１～別紙１２ 

＜施設担当課＞                                                    別紙１-1 

公共施設評価・検討調書（指定管理導入検討用） 
１．施設の基本情報 

施設名称  担当課  

所在地  施設の種類  

設置根拠条例等  

設置目的・役割  

実施事業  

２．施設の概要 

土

地 

敷地面積    ㎡ 
駐車場
台数 

 

内借地面積    ㎡ 契約期間  借地料  

建

物 

設置形態 
市所有 

賃貸借 
契約期間  賃借料  

建物の内容  

主要な建物
の建築年月 

 取得時期  

延床面積 ㎡ 構造  階数  

耐震基準  耐震診断  耐震補強  Iｓ値  

ユニバーサル
デザイン化 

状況 

実施 

一部実施 

未実施 

エレベーター スロープ 自動ドア 手すり 
障がい者
用トイレ 

その他 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無  

大規模修繕
実施状況 

 

留意事項  

３．管理・運営の現況 

  

開館日数  休館日  開館時間  

管理形態  委託先  

委託契約期間  事業者選定方法  

委託業務内容  

維持管理職員数 
職員 会計年度任用職員 民間委託 その他 

人 人 人 人 
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４．施設の維持管理コスト等 

維

持

管

理

費

及

び

事

業

費

等 

（単位：千円） 年度 年度 年度 年度 年度 

支

出 

支出合計      

人件費      

修繕料・工事請負費      

光熱水費      

委託費      

賃借料      

その他      

収

入 

収入合計      

使用料・手数料      

その他業務収益      

業務関連収益      

 

５．施設・事業の利用状況 

 年度 年度 年度 年度 年度 

開館日数      

利用件数      

利用者数      

定員      

部

屋

別

稼

働

率 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

事

業

の

実

施

状

況 

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

特記事項  
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６．実施事業の必要性の検証                           〔結果欄 ○：該当する ×：該当しない〕 

検証項目 結果 理由 

① 実施事業が、施設の設置目的・役割に則しているか 
  

② 他の施設（民間を含む）で類似の事業を実施してい

ないか 

  

③ 市が関与しなければならない事業か 
  

④ 実施事業の効果はあるか 
  

⑤ 効率的な運営により事業が実施されているか 
  

７．施設の必要性の検証                                〔結果欄 ○：該当する ×：該当しない〕 

検証項目 結果 理由 

① 現在実施している事業を継続するために、必ず必要

な施設であるか。当該事業は当該施設でなければで

きないか 

  

② 施設の利用状況（利用者数・稼働率）は低下してい

ないか 

  

③ 総合管理計画において定めた方針に従い、効率的

に施設の維持管理・運営が行われているか。他施設

と比較してコストは適切か 

  

④ 統合・広域利用が可能な同様の機能を持つ施設

（近隣他市町村の施設を含む）がない施設であるか 

  

⑤ 長寿命化が可能な施設であるか。不可能な場合

は、更新（建替え）する必要があるか 

  

⑥ ピーク時の人口を考慮して、過剰な施設規模となっ

ていないか 

  

８．検証結果（総合） 

検証結果（総合） 今後の方針 

ア 実施事業及び施設の必要性が高い 

（評価目安：６は○が３つ以上 ７は○が４つ以上） 

最も効果的かつ効率的な管理運営方法を検討

（９へ） 

イ 実施事業の必要性は高いが、施設の必要性は低い 

（評価目安：６は○が３つ以上 ７は○が３つ以下） 
他施設との統合・複合化、除却等を検討 

ウ 実施事業の必要性は低いが、施設の必要性は高い 

（評価目安：６は○が２つ以下 ７は○が４つ以上） 
事業の見直し、用途変更等を検討 

エ 実施事業及び施設の必要性が低い 

（評価目安：６は○が２つ以下 ７は○が３つ以下） 
除却、譲渡を検討 

理由 

 

 



54 

 

９．管理運営方法の検討 

検討する主な

管理運営方法 

① 直接運営    ② 民間委託（業務ごと）    ③ 包括的業務委託・包括的民間委託 

④ 指定管理者制度     ⑤ 地域住民等の自主管理  

⑥ PFI 手法（施設整備（更新、改修等）が伴う場合）    ⑦その他（            ） 

指定管理者制

度導入を検討

する理由 

 

 

利用者ニーズ 
 

 

民間事業者等

の意向 

 

 

指定管理者 

制度導入要件 

☐ 法律等により、民間事業者等が当該施設の管理を行うことに明確な制約がない 

☐ 民間事業者等が同様または類似するサービスを提供しており、施設の維持管理及び当
該施設で実施している事業を行うことが可能である 

☐ 民間事業者等の能力やノウハウを活用することにより、市民ニーズに応じたサービスの向
上、利用者数・稼働率の向上が期待できる 

☐ 直接運営、民間委託等他の管理運営方法と比較して管理経費の縮減・費用対効果の
向上（費用の最小化）が期待できる 

☐ 利用料金制度の導入、自主事業の実施等により、収支の改善が期待できる 

☐ 指定管理者となる意向のある民間事業者等が存在する 

検討結果 

☐ 指定管理者制度が最も適当  

☐ その他の管理運営方法 （             ）が最も適当 

 

【判断理由】 

 

 

 

※指定管理者制度導入を検討する理由、各管理運営方法の比較検討結果（メリット、デメリット、実現可能性等）、
利用者ニーズ調査結果、サウンディング等調査結果及び指定管理者制度導入要件の検討結果の詳細につい
ては、別紙（任意様式）にとりまとめること 

 

１０．他自治体の類似施設における指定管理導入事例 

自治体名 施設名 構造・面積 指定期間 指定管理料 備考 
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１１．導入時期及び指定期間の検討 

導
入
時
期 

ア 再来年度から導入            イ 再来年度以降に導入時期を検討 

ウ その他（               ） 

理由  

指
定
期
間 

ア ５年間       イ ３年間      ウ その他（                  ） 

理由  

 

１２．指定管理者選定方法の検討 

選

定

方

法 

① 公募        ② 非公募（任意指定） 

非公募の 

指定予定先

及び理由 

任意指定予定団体（                                      ） 

非
公
募
（任
意
指
定
）の
要
件 

☐ 施設の管理に特定の高度な専門的知識・技術が必要とされる場合 

☐ 指定管理者の撤退、指定の取消し等の不測の事態により、施設の管理上緊急に指定管理者を指

定しなければ、著しく公益を損なうと認められる場合 

☐ その他公募しないことについて合理的で明確な理由がある場合 

 

※任意指定により候補者を選定する場合は、非公募とする妥当性を充分に検証した結果を別紙（任意様式）に 
とりまとめること 

 

１３．施設経営委員会の審議結果 
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＜施設担当課＞                                                    別紙１-2 

公共施設評価・検討調書（指定管理継続検討用） 
１．施設の基本情報 

施設名称  担当課  

所在地  施設の種類  

設置根拠条例等  

設置目的・役割  

実施事業  

指定管理導入 

年度・更新回数 

年度   

回更新   
前回の選定方法 公募・非公募 

現指定管理者名  指定回数  

指定期間  指定管理料  

２．施設の概要 

土

地 

敷地面積    ㎡ 
駐車場
台数 

 

内借地面積    ㎡ 契約期間  借地料  

建

物 

設置形態 
市所有 

賃貸借 
契約期間  賃借料  

建物の内容  

主要な建物
の建築年月 

 取得時期  

延床面積 ㎡ 構造  階数  

耐震基準  耐震診断  耐震補強  Iｓ値  

ユニバーサル
デザイン化 

状況 

実施 

一部実施 

未実施 

エレベーター スロープ 自動ドア 手すり 
障がい者
用トイレ 

その他 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無  

大規模修繕
実施状況 

 

留意事項  

３．管理・運営の現況 

開館日数  休館日  開館時間  

職員数等 

管理体制 
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４．施設の維持管理コスト等 

市

の

収

支

状

況 

（単位：千円） 年度 年度 年度 年度 指定管理導入前 

支

出 

支出合計      

人件費      

修繕料・工事請負費      

光熱水費      

委託費・指定管理料      

賃借料      

その他      

収

入 

収入合計      

使用料・手数料      

その他業務収益      

業務関連収益      

指

定

管

理

者

の

収

支

状

況 

（単位：千円） 年度 年度 年度 年度 年度 

支

出 

支出総合計（a+b）      

支出合計（a）      

人件費      

事業費      

維持補修費      

光熱水費      

保守点検等委託費      

その他      

自主事業支出（b）      

収

入 

収入総合計（c+d）      

収入合計（c）      

指定管理料      

利用料金      

その他      

自主事業収入（d）      

 

５．施設の利用状況 

 年度 年度 年度 年度 指定管理導入前 

開館日数      

利用件数      

利用者数      

定員      

部

屋

別

稼

働

率 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 
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６．事業の実施状況 

事

業

の

実

施

状

況 

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

特記事項  

７．指定管理者制度導入・更新前後の比較 

項目 結果・詳細 

サービス面 
 

コスト面 
 

利用者数・稼働率 
 

事業実施状況 
 

地域との協働等 
 

その他 
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８．実施事業の必要性の検証                           〔結果欄 ○：該当する ×：該当しない〕 

検証項目 結果 理由 

① 実施事業が、施設の設置目的・役割に則しているか 
  

② 他の施設（民間を含む）で類似の事業を実施してい

ないか 

  

③ 市が関与しなければならない事業か 
  

④ 実施事業の効果はあるか 
  

⑤ 効率的な運営により事業が実施されているか 
  

９．施設の必要性の検証                                〔結果欄 ○：該当する ×：該当しない〕 

検証項目 結果 理由 

① 現在実施している事業を継続するために、必ず必要

な施設であるか。当該事業は当該施設でなければで

きないか 

  

② 施設の利用状況（利用者数・稼働率）は低下してい

ないか 

  

③ 総合管理計画において定めた方針に従い、効率的

に施設の維持管理・運営が行われているか。他施設

と比較してコストは適切か 

  

④ 統合・広域利用が可能な同様の機能を持つ施設

（近隣他市町村の施設を含む）がない施設であるか 

  

⑤ 長寿命化が可能な施設であるか。不可能な場合

は、更新（建替え）する必要があるか 

  

⑥ ピーク時の人口を考慮して、過剰な施設規模となっ

ていないか 

  

１０．検証結果（総合） 

検証結果（総合） 今後の方針 

ア 実施事業及び施設の必要性が高い 

（評価目安：６は○が３つ以上 ７は○が４つ以上） 

最も効果的かつ効率的な管理運営方法を検討

（11 へ） 

イ 実施事業の必要性は高いが、施設の必要性は低い 

（評価目安：６は○が３つ以上 ７は○が３つ以下） 
他施設との統合・複合化、除却を検討 

ウ 実施事業の必要性は低いが、施設の必要性は高い 

（評価目安：６は○が２つ以下 ７は○が４つ以上） 
事業の見直し、用途変更を検討 

エ 実施事業及び施設の必要性が低い 

（評価目安：６は○が２つ以下 ７は○が３つ以下） 
除却を検討 

理由 
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１１．管理運営方法の検討 

検討する主な

管理運営方法 

① 直接運営    ② 民間委託（業務ごと）    ③ 包括的業務委託・包括的民間委託 

④ 指定管理者制度     ⑤ 地域住民等の自主管理  

⑥ PFI 手法（施設整備（更新、改修等）が伴う場合）    ⑦その他（            ） 

指定管理者 

制度継続理由 

 

 

利用者ニーズ 
 

 

民間事業者等

の意向 

 

 

指定管理者 

制度継続要件 

☐ 法律等により、民間事業者等が当該施設の管理を行うことに明確な制約がない 

☐ 民間事業者等が同様または類似するサービスを提供しており、施設の維持管理及び当
該施設で実施している事業を行うことが可能である 

☐ 民間事業者等の能力やノウハウを活用することにより、市民ニーズに応じたサービスの向
上、利用者数・稼働率の向上が期待できる 

☐ 直接運営、民間委託等他の管理運営方法と比較して管理経費の縮減・費用対効果の
向上（費用の最小化）が期待できる 

☐ 利用料金制度の導入、自主事業の実施等により、収支の改善が期待できる 

☐ 指定管理者となる意向のある民間事業者等が存在する 

検討結果 

☐ 指定管理者制度の継続が最も適当  

☐ その他の管理運営方法 （             ）への変更が最も適当 

 

【判断理由】 

 

 

 

※指定管理者制度を継続する理由、各管理運営方法の比較検討結果（メリット、デメリット、実現可能性等）、利
用者ニーズ調査結果、サウンディング等調査結果及び指定管理者制度継続要件の検討結果の詳細について
は、別紙（任意様式）にとりまとめること 

 

１２．他自治体の類似施設における指定管理導入事例 

自治体名 施設名 構造・面積 指定期間 指定管理料 備考 
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１３．指定期間の検討 

指
定
期
間 

ア ５年間       イ ３年間      ウ その他（                  ） 

理由  

 

１４．指定管理者選定方法の検討 
 

選

定

方

法 

① 公募        ② 非公募（任意指定） 

非公募の 

指定予定先

及び理由 

任意指定予定団体（                                      ） 

非
公
募
（任
意
指
定
）の
要
件 

☐ 施設の管理に特定の高度な専門的知識・技術が必要とされる場合 

☐ 指定管理者の撤退、指定の取消し等の不測の事態により、施設の管理上緊急に指定管理者を指

定しなければ、著しく公益を損なうと認められる場合 

☐ その他公募しないことについて合理的で明確な理由がある場合 

※任意指定により候補者を選定する場合は、非公募とする妥当性を充分に検証した結果を別紙（任意様式）に 
とりまとめること 

 

１５．施設経営委員会の審議結果 
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＜総合政策会議＞                                                  別紙２ 

指定管理者制度導入検討に係る審議結果 

年  月  日 

 施設の概要（※詳細は「公共施設評価・検討調書（別紙１）」参照） 

導 

入 

検 

討 

施 

設 

施 設 名 称  

設 置 目 的  

所在地  

規 

模 

敷地面積                ㎡ 担当課 

建築面積                ㎡  

施設の現況 

評価・検討結果 
※「公共施設評価・検討調書（別紙１）」参照 

 

  審議結果 

導
入
の
可
否
・導
入
時
期
・指
定
期
間 

導 入 の 可 否 

可 
 ア    イ    ウ    エ    オ    カ    キ

（                                    ） 

否 
ア      イ      ウ      エ      オ

（                                    ） 

備考  

導 入 時 期 
ア 再来年度から導入          イ 再来年度以降に導入時期を検討    

ウ その他（                                     ） 

備考  

指定期間 ア ５年間   イ ３年間   ウ その他（                  ） 

備考  

 

  審議結果 

選 

定 

の 

方 

法 

選定方法 

公募  ※原則 

非公募 

（任意指定） 

ア     イ     ウ  

任意指定予定団体（                       ） 

備考 
 

 



63 

 

指定管理者制度導入の判断基準等 

（１） 制度導入の可否 

 ① 指定管理者へ委任（制度導入可） 

導入要件 ※必ずしもすべての導入要件を満たす必要はない 

ア 法律等により、民間事業者等が当該施設の管理を行うことに明確な制約がない 

イ 
民間事業者等が同様または類似するサービスを提供しており、施設の維持管理及び当該施設で
実施している事業を行うことが可能である 

ウ 
民間事業者等の能力やノウハウを活用することにより、市民ニーズに応じたサービスの向上、利用
者数・稼働率の向上が期待できる 

エ 
直接運営、民間委託等他の管理運営方法と比較して管理経費の縮減・費用対効果の向上（費用
の最小化）が期待できる 

オ 利用料金制度の導入、自主事業の実施等により、収支の改善が期待できる 

カ 指定管理者となる意向のある民間事業者等が存在する 

キ その他 

 ② 直接運営の継続等（制度導入否） 

判断基準 

ア 法律等により、民間事業者等が当該施設の管理を行うことに明確な制限がある 

イ 民間事業者等に当該施設の目的を達成できる能力やノウハウがない 

ウ 
直接運営、民間委託等他の管理運営方法を選択することで、指定管理者制度よりも市民サービス
の向上及び管理経費の縮減・費用対効果が得られる 

エ 指定管理者となる意向のある民間事業者等が存在しない 

オ その他 

（２） 制度導入の時期及び指定の期間 

導入時期 指定期間 

ア 再来年度からの導入 ア ５年間 

イ 再来年度以降に導入時期を検討 イ ３年間 

ウ その他 ウ その他 

（３） 指定管理者選定の方法 

 ① 公募による選定（原則） 

 ② 非公募による選定（任意指定）  

非公募の要件 ※いずれかに該当すること 

ア 施設の管理に特定の高度な専門的知識・技術が必要とされる場合 

イ 
指定管理者の撤退、指定の取消し等の不測の事態により、施設の管理上緊急に指定管理者を指

定しなければ、著しく公益を損なうと認められる場合 

ウ その他公募をしないことについて合理的で明確な理由がある場合 
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＜施設担当課＞                                                     別紙３ 

指定管理者選定（任意指定）に関する調書 
年  月  日 

対象施設  担当課  

設置目的  

設置根拠条例  

所在地  

指定期間（予定）     年   月   日～    年   月   日（    年間） 

指定管理料（予定） 
年度  年度  年度  年度  年度  

     

 

 指定管理者の候補者（任意指定予定団体）の概要 

団体の名称  

団体の所在地  

実
績
（本
市
の
み
） 

施設名   

指定期間   

指定管理料   

選定方法  ☐ 公募   ☐ 非公募（任意指定）  ☐ 公募   ☐ 非公募（任意指定） 

 

※非公募とし、当該団体を任意指定する妥当性を充分に検証した結果を別紙（任意様式）にとりまとめること 

 

  

非公募の要件 ※いずれかに該当すること 

① 施設の管理に特定の高度な専門的知識・技術が必要とされる場合 

② 
指定管理者の撤退、指定の取消し等の不測の事態により、施設の管理上緊急に指定管理者を指

定しなければ、著しく公益を損なうと認められる場合 

③ その他公募をしないことについて合理的で明確な理由がある場合 

（具体的な理由） 
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  判断結果 

任
意
指
定
の
選
定
要
件 

※
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と 

①施設の設置目的 
☐ 施設の設置目的が十分に達成される 

（理由） 

②公共性・公平性

の確保 

☐ 利用者（市民）の平等な利用が確保される 

（理由） 

③サービスの向上

稼働率等の向上 

 ☐ 実施事業に関する能力やノウハウがあり、サービスの向上、利用者数・ 

稼働率の向上が期待できる 

（理由） 

④管理経費の縮減 

費用対効果の向上 

 ☐ 施設の維持管理・運営に関する能力やノウハウがあり、管理経費の 

縮減・費用対効果の向上（費用の最小化）が期待できる 

（理由） 

⑤安定的な物的 

能力・人的能力 

 ☐ 施設の維持管理・運営及び事業を安定的に実施するために必要な 

物的能力及び人的能力を有している 

（理由） 

⑥危機管理体制 

 ☐ 危機管理体制が整備されている 

（理由） 

⑦地域との協働等 
 ☐ 地域との協働等が期待できる 

（理由） 

⑧その他 
 ☐ その他公の施設の管理が適正に行われる 

（理由） 

選定理由 

 

 

 

 
 

施設経営委員会の審議結果 
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＜施設担当課＞                                                    別紙４ 

指定管理者管理運営状況調書 
 

１．指定管理者・施設の基本情報                          年      月     日 

指定管理者名  担当課  

指定期間  選定方法 公募・非公募（任意指定） 

施設名  施設の種類  

所在地  

設置根拠条例等  

設置目的・役割  

実施事業  

２．施設の概要 

土

地 

敷地面積    ㎡ 
駐車場
台数 

 

内借地面積    ㎡ 契約期間  借地料  

建

物 

設置形態 
市所有 

賃貸借 
契約期間  賃借料  

建物の内容  

主要な建物の
建築年月 

 
取得 

時期 
 

延床面積 ㎡ 構造  階数  

耐震基準  
耐震 
診断 

 
耐震 
補強 

 Iｓ値  

ユニバーサル
デザイン化 

状況 

実施 

一部実施 

未実施 

エレベーター スロープ 自動ドア 手すり 
障がい者
用トイレ 

その他 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無  

大規模修繕
実施状況 

 

留意事項  

３．管理・運営の現況 

開館日数  休館日  開館時間  

職員数等 

管理体制 
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４．施設の維持管理コスト等 

市

の

収

支

状

況 

（単位：千円） 年度 年度 年度 年度 指定管理導入前 

支

出 

支出合計      

人件費      

修繕料・工事請負費      

光熱水費      

委託費・指定管理料      

賃借料      

その他      

収

入 

収入合計      

使用料・手数料      

その他業務収益      

業務関連収益      

指

定

管

理

者

の

収

支

状

況 

（単位：千円） 年度 年度 年度 年度 年度 

支

出 

支出総合計（a+b）      

支出合計（a）      

人件費      

事業費      

維持補修費      

光熱水費      

保守点検等委託費      

その他      

自主事業支出（b）      

収

入 

収入総合計（c+d）      

収入合計（c）      

指定管理料      

利用料金      

その他      

自主事業収入（d）      

５．施設の利用状況 

 年度 年度 年度 年度 指定管理導入前 

開館日数      

利用件数      

利用者数      

定員      

部

屋

別

稼

働

率 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 

名称  平日 ％ 土日祝 ％ 

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 計 ％ 
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６．事業の実施状況 

事

業

の

実

施

状

況 

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

事業名  利用者数等  

事業内容  

特記事項  

７．指定管理者制度導入・更新前後の比較 

項目 結果・詳細 

サービス面 
 

コスト面 
 

利用者数・稼働率 
 

事業実施状況 
 

地域との協働等 
 

その他 
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＜施設担当課＞                                                      別紙５ 

指定管理者 期初モニタリング チェックリスト（   年度） 

実 施 日     年    月    日 

担 当 課                    
 

対象施設  選定方法 公募・非公募（任意指定） 

設置目的  

指定管理者名  指定期間  

 

①事業計画に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
施設の設置目的に合致しているか。目標
の設定は適正か 

  

２ 収支計画は適正であるか   

３ 
開館時間、休館日は適正に設定されてい
るか   

  

４ 
資格者の人員配置など職員体制が適正
に整えられているか 

  

５ 公共性・公平性が保たれているか   

６ 改善指示事項や要望が反映されているか   

７ 自主事業は適正に計画されているか   

 

②経理に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
指定管理業務に係る固有の銀行口座を
開設しているか 

  

２ 協定に基づいた予算になっているか   

３ 
指定管理業務と自主事業の会計が明確
に区分されているか 

  

４ 帳簿が適正に備えられているか   

５ 
帳簿を適正に記載・管理する体制が整え
られているか 

  

６ 
現金について適正な管理体制が整えられ
ているか 

  

 

③施設管理に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
保守点検・検査・修繕の実施予定・体制
等は適正か    

  

２ 清掃の実施体制等は適正か    

３ 
マスターキー等の管理体制は十分である
か 

  

４ 緊急時の連絡体制は整えられているか   

５ 避難経路の安全性は確保されているか   

６ 備品の管理体制等は整えられているか   

７ 
駐車場の保全・管理体制、施設の警備体
制等は適正か 

  

総合評価  
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④サービスに関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
利用時間の延長など具体的なサービス向
上について計画されているか 

  

２ 
苦情等の処理を適正かつ迅速に行う仕組
みは整備されているか 

  

３ 
苦情等の処理に関する書類は適正に整
備・管理されているか 

  

４ 
ホームページ等でのＰＲの実施方法等は
適正か 

  

５ セルフモニタリングの実施方法等は適正か   

６ 
利用者アンケートの結果をサービス向上に
いかす仕組みは整備されているか 

  

７ 
サービス向上のための取組み（職員研修
等）は計画されているか 

  

８ 
経費縮減・費用対効果の向上（費用の最
小化）を図る取組みは計画されているか 

  

 

⑤その他  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
施設の管理に係る情報の管理方法や情
報公開の実施方法等は整えられているか 

  

２ 個人情報の管理体制は適正か   

３ 環境に配慮した事業を推進しているか   

４ 業務実施に必要な保険に加入しているか   

５ 
利用者及び職員の安全管理に関する体
制・仕組みが適切に整えられているか 

  

６ 
労働法令を遵守し、雇用・労働条件への
適切な配慮がされているか 

  

７ 
地域との連携・協働、まちづくりに配慮した
事業は計画されているか 

  

８ 市との連絡体制は整備されているか   

 

 

 

① 一次評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 一次評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 一次評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている 

  

●評価の判定基準 
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＜施設担当課＞ 別紙６ 

指定管理者 中間期モニタリング チェックリスト（   年度） 

実 施 日      年    月    日 

担 当 課                    
 

対象施設  選定方法 公募・非公募（任意指定） 

設置目的  

指定管理者名  指定期間  

 

①実施事業に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
施設の設置目的に沿った事業を実施して
いるか。目標の達成状況は順調か 

  

２ 収支計画との整合性はあるか   

３ 
開館時間、休館日は適正に守られている
か   

  

４ 
資格者の人員配置など職員体制が適正
に整えられているか 

  

５ 公共性・公平性が保たれているか   

６ 
改善指示事項や要望が事業に反映され
ているか 

  

７ 自主事業は適正に実施されているか   

 

②経理に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
指定管理業務に係る固有の銀行口座が
適正に管理されているか 

  

２ 
協定に基づいた支出が適正に行われてい
るか 

  

３ 
指定管理業務と自主事業の会計が明確
に区分して管理されているか 

  

４ 帳簿が適正に記載・管理されているか   

５ 
帳簿を適正に記載・管理する体制が整え
られているか 

  

６ 現金は適正に管理されているか   

 

③施設管理に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
保守点検・検査・修繕は適正に実施され
ているか    

  

２ 清掃は確実に行われているか    

３ 
マスターキー等の管理体制は十分である
か 

  

４ 緊急時の連絡体制は整えられているか   

５ 避難経路の安全性は確保されているか   

６ 備品は適切に管理されているか   

７ 
駐車場の保全・管理、施設の警備等は適
切に行われているか 

  

 

総合評価  
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④サービスに関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
利用時間の延長など具体的にサービス向
上や稼働率等の向上に取り組んでいるか 

  

２ 
苦情等の処理は適正かつ迅速に行われ
ているか 

  

３ 
苦情等の処理に関する書類は適正に整
備・管理されているか 

  

４ 
ホームページ等でのＰＲは適正に行われ
ているか 

  

５ 
セルフモニタリングは適正に行われている
か 

  

６ 
利用者アンケートの結果をサービスの向上
にいかしているか 

  

７ 
サービス向上のために職員研修等を実施
しているか。接客態度に問題はないか 

  

８ 
経費縮減・費用対効果の向上（費用の最
小化）を図る取組みを実施しているか 

  

 

⑤その他  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
施設の管理に係る情報の管理や情報公
開は適正に行われているか 

  

２ 
個人情報が適正に利用・管理されている
か 

  

３ 環境に配慮した事業を推進しているか   

４ 業務実施に必要な保険に加入しているか   

５ 
利用者及び職員の安全管理に関する体
制・仕組みが適切に整えられているか 

  

６ 
労働法令を遵守し、雇用・労働条件への
適切な配慮がされているか 

  

７ 
地域との連携・協働は図られているか。ま
ちづくりに配慮した事業を推進しているか 

  

８ 市と連絡を密にしているか   

 

 

① 一次評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 一次評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 一次評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている 

 

  

●評価の判定基準 
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＜施設担当課＞ 別紙７ 

指定管理者 期末モニタリング チェックリスト（   年度） 

実 施 日      年    月    日 

担 当 課                     

 

対象施設  選定方法 公募・非公募（任意指定） 

設置目的  

指定管理者名  指定期間  

 

総括  年度 年度 年度 年度 年度 評価 

①

経

営

分

析 

事業収支（円）       

利用料金比率（%）       

自主事業収入比率（%）       

人件費比率（%）       

外部委託費比率（%）       

利用者１人当たりの
管理運営コスト（円） 

      

利用者１人当たりの
市負担コスト（円） 

      

施設１㎡当たりの 
利用者数（人） 

      

※上記の経営分析については、過去の実績や類似施設と比較して評価する（優良:A、良好:B、問題有:C、要改善:D） 
 
 

②実施事業に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
施設の設置目的に沿った事業を実施した
か。目標を達成したか 

  

２ 収支計画との整合性はあったか   

３ 
開館時間、休館日は適正に守られていた
か   

  

４ 
資格者の人員配置など職員体制が適正
に整えられていたか 

  

５ 公共性・公平性が保たれていたか   

６ 
改善指示事項や要望が事業に反映され
ていたか 

  

７ 自主事業は適正に実施されていたか   

 

 

総合評価  
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③経理に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
指定管理業務に係る固有の銀行口座が
適正に管理されていたか 

  

２ 協定に基づいた支出が適正に行われたか   

３ 
指定管理業務と自主事業の会計が明確
に区分して管理されていたか 

  

４ 帳簿が適正に記載・管理されていたか   

５ 
帳簿を適正に記載・管理する体制が整え
られていたか 

  

６ 現金は適正に管理されていたか   

 

④施設管理に関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
保守点検・検査・修繕は適正に実施され
たか   

  

２ 清掃は確実に行われたか   

３ 
マスターキー等の管理体制は十分であっ
たか 

  

４ 緊急時の連絡体制は整えられていたか   

５ 避難経路の安全性は確保されていたか   

６ 備品は適切に管理されていたか   

７ 
駐車場の保全・管理、施設の警備等は適
切に行われていたか 

  

 

⑤サービスに関すること  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
利用時間の延長など具体的にサービス向
上や稼働率等の向上に取り組んだか 

  

２ 
苦情等の処理は適正かつ迅速に行われ
たか 

  

３ 
苦情等の処理に関する書類は適正に整
備・管理されていたか 

  

４ 
ホームページ等でのＰＲは適正に行われ
たか 

  

５ セルフモニタリングは適正に行われたか   

６ 
利用者アンケートの結果をサービスの向上
にいかしたか 

  

７ 
サービス向上のために職員研修等を実施
したか。接客態度に問題はなかったか 

  

８ 
経費縮減・費用対効果の向上（費用の最
小化）を図る取組みを実施したか 

  



75 

 

 

⑥その他  総括  
一次 
評価 評価理由等 

１ 
施設の管理に係る情報の管理や情報公
開は適正に行われたか 

  

２ 
個人情報が適正に利用・管理されていた
か 

  

３ 環境に配慮した事業を推進したか   

４ 業務実施に必要な保険に加入していたか   

５ 
利用者及び職員の安全管理に関する体
制・仕組みが適切に整えられていたか 

  

６ 
労働法令を遵守し、雇用・労働条件への
適切な配慮がされていたか 

  

７ 
地域との連携・協働は図られたか。まちづ
くりに配慮した事業を推進したか 

  

８ 市と連絡を密にしていたか   

 

 

評価指標 計算方法 評価の考え方 

◆事業収支（円） 
収入－支出 

※自主事業収支を含む 

事業全体が黒字であるかを確認し、経営努力を

評価する。赤字の場合、管理継続性の面で課

題となるため、市及び指定管理者で黒字転換に

向けた協議が必要である。 

◆利用料金比率（%） 利用料金収入／収入×100 

収入に占める利用料金の割合。指定管理者の

主たる収入源がどこにあり、それが安定したもの

であるかを評価する。 

◆自主事業収入比率（%） 自主事業収入／収入×100 

収入に占める自主事業収入の割合。指定管理

料のみに依存していないか、収入増加に努めて

いるかなどを評価する。 

◆人件費比率（%） 人件費／支出×100 

支出に占める人件費の割合。支出の中で人件

費が高すぎないか、抑制しすぎていないかを評

価する。 

◆外部委託比率（%） 外部委託費合計／支出×100 
支出に占める外部委託費の割合。外部委託に

依存しすぎていないかを評価する。 

◆利用者１人当たりの 

管理運営コスト（円） 
支出／延利用者数 

利用者１人当たりに対する管理運営コストが適

正であるかを確認する。前年度との比較、類似

施設との比較などにより効率性を評価する。 

◆利用者１人当たりの 

市負担コスト（円） 
市の支出／延利用者数 

利用者１人当たりに対する市負担コストが適正

であるかを確認する。前年度との比較、類似施

設との比較などにより効率性を評価する。 

◆施設１㎡当たりの 

利用者数（人） 
延利用者数／延床面積 

施設１㎡当たりの利用者数を確認する。利用者

に対して施設の大きさが適当か、類似施設との

比較により効率性を評価する。 

※過去の実績や類似施設と比較して評価する（優良:A、良好:B、問題有:C、要改善:D） 

●経営分析の指標と評価の考え方 
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① 一次評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 一次評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 一次評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 一次評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている 

 

  

●評価の判定基準 
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＜施設担当課＞                                                      別紙８ 

    指定管理者モニタリングレポート （    年度） 
作成日     年  月  日 

施 設 名  

所 在 地  

指 定 管 理 者 

名 称   

代表者   

住 所   

指定期間・選定方法  公募・非公募（任意指定） 

モ ニ タ リ ン グ の 

実施方法等 
 

担 当 課 

（問合せ先） 
 

 

モニタリングの総合結果及び業務改善に向けた方針  

 

 

①経営分析に関すること  
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②事業計画・実施事業に関すること  

 

 

③経理に関すること  

 

 

④施設管理に関すること  

 

 

⑤サービスに関すること  

 

 

⑥その他  
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＜評価委員会＞                                                      別紙９ 

      指定管理者評価委員会の評価結果 （   年度） 
年  月  日 

評 

価 

対 

象 

施 設 名  

設置目的・役割等  

施設の所在地 美濃加茂市 

規
模
等 

敷地面積            ㎡ 担 当 課 

延床面積等            ㎡（      造     階建て）  

指定管理者名  

指 定 期 間 （公募・非公募（任意指定）） 

 

評価委員 

（敬称略） 

（ 役職等 ）（   氏   名    ） 

（ 役職等 ）（   氏   名    ） 

（ 役職等 ）（   氏   名    ） 

（ 役職等 ）（   氏   名    ） 

（ 役職等 ）（   氏   名    ） 
 

指 定 管 理 者 の 報 告 要 旨 

（指定管理者の報告内容の要旨を記載） 
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総 合 評 価 結 果 二次評価   

（評価委員会の意見・提言・評価結果を記載） 

 
 

要 改 善 ・ 勧 告 事 項  

（指定管理者に対する要改善・勧告事項を記載） 
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そ の 他 指 摘 事 項  

（市に対する要望、指定管理者制度の運用方法、指定管理継続の適否、施設の在り方等に関する指摘事項を

記載） 

 
 

●二次評価の判定基準 

総合評価 基準 

Ａ（優 良） 

施設の維持管理・運営を適正かつ効果的・効率的に行い、「サービスの向上」、「利用者数・

稼働率の向上」及び「管理経費の縮減・費用対効果の向上」を図る具体的な取り組みを積極

的に実施している 

Ｂ（良 好） 
施設の維持管理・運営を適正に行い、「サービスの向上」、「利用者数・稼働率の向上」及び

「管理経費の縮減・費用対効果の向上」を図る具体的な取り組みを一部実施している 

Ｃ（課題有） 

施設の維持管理・運営を適正に行っているものの、一部課題があり、「サービスの向上」、

「利用者数・稼働率の向上」及び「管理経費の縮減・費用対効果の向上」を図る取り組みもあ

まり見られない 

Ｄ（要改善） 施設の維持管理・運営に問題があり、早急な改善・勧告が必要である 
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＜指定管理者＞                                                     別紙１０ 
 

指定管理者 期初セルフモニタリング チェックリスト（   年度） 

実 施 日      年    月    日 

指定管理者名                 
 

施設名  指定期間  

 

①事業計画に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
施設の設置目的に合致しているか。目標
の設定は適正か 

  

２ 収支計画は適正であるか   

３ 
開館時間、休館日を適正に設定している
か   

  

４ 
資格者の人員配置など職員体制を適正
に整えているか 

  

５ 公共性・公平性が保たれているか   

６ 改善指示事項や要望を反映しているか   

７ 自主事業を適正に計画しているか   

 

②経理に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
指定管理業務に係る固有の銀行口座を
開設しているか 

  

２ 協定に基づいた予算を組んでいるか   

３ 
指定管理業務と自主事業の会計を明確
に区分しているか 

  

４ 帳簿を適正に備えているか   

５ 
帳簿を適正に記載・管理する体制を整え
ているか 

  

６ 
現金の管理について十分な保安体制を整
えているか 

  

 

③施設管理に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
保守点検・検査・修繕の実施予定・体制
等は適正か    

  

２ 清掃の実施体制等は適正か    

３ 
マスターキー等の管理体制を整えている
か 

  

４ 緊急時の連絡体制を整えているか   

５ 避難経路の安全性を確保しているか   

６ 備品の管理体制等を整えているか   

７ 
駐車場の保全・管理体制、施設の警備体
制等は適正か 

  

総合評価  
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④サービスに関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
利用時間の延長など具体的なサービス向
上について計画しているか 

  

２ 
苦情等の処理を適正かつ迅速に行う仕組
みを整備しているか 

  

３ 
苦情等の処理に関する書類を適正に整
備・管理しているか 

  

４ 
ホームページ等でのＰＲの実施方法等は
適正か 

  

５ セルフモニタリングの実施方法等は適正か   

６ 
利用者アンケートの結果をサービス向上に
いかす仕組みを整備しているか 

  

７ 
サービス向上のために職員研修等を計画
しているか 

  

８ 
経費縮減・費用対効果の向上（費用の最
小化）を図る取組みを計画しているか 

  

 

⑤その他  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
施設の管理に係る情報の管理方法や情
報公開の実施方法等を整えているか 

  

２ 個人情報の管理体制は適正か   

３ 環境に配慮した事業を推進しているか   

４ 業務実施に必要な保険に加入しているか   

５ 
利用者及び職員の安全管理に関する体
制・仕組みを適切に整えているか 

  

６ 
労働法令を遵守し、雇用・労働条件への
適切な配慮をしているか 

  

７ 
地域との連携・協働、まちづくりに配慮した
事業を計画しているか 

  

８ 市との連絡体制を整備しているか   

 

 

① 自己評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 自己評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 自己評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 自己評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 自己評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている 

  

  

●評価の判定基準 
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＜指定管理者＞                                                     別紙１１ 
 

指定管理者 中間期セルフモニタリング チェックリスト（   年度） 

実 施 日        年     月     日 

指定管理者名                     
 

施設名  指定期間  

 

①実施事業に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
施設の設置目的に沿った事業を実施して
いるか。目標の達成状況は順調か 

  

２ 収支計画との整合性はあるか   

３ 開館時間、休館日を適正に守っているか     

４ 
資格者の人員配置など職員体制を適正
に整えているか 

  

５ 公共性・公平性が保たれているか   

６ 
改善指示事項や要望を事業に反映してい
るか 

  

７ 自主事業を適正に実施しているか   

 

②経理に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
指定管理業務に係る固有の銀行口座を
適正に管理しているか 

  

２ 協定に基づいて適正に支出しているか   

３ 
指定管理業務と自主事業の会計を明確
に区分して管理しているか 

  

４ 帳簿を適正に記載・管理しているか   

５ 
帳簿を適正に記載・管理する体制を整え
ているか 

  

６ 現金を適正に管理しているか   

 

③施設管理に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
保守点検・検査・修繕を適正に実施してい
るか    

  

２ 清掃を確実に実施しているか    

３ 
マスターキー等の管理体制を整えている
か 

  

４ 緊急時の連絡体制を整えているか   

５ 避難経路の安全性を確保しているか   

６ 備品を適切に管理しているか   

７ 
駐車場の保全・管理、施設の警備等を適
切に行っているか 

  

総合評価  
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④サービスに関すること  総括  自己 
評価 評価理由等 

１ 
利用時間の延長など具体的にサービス向
上や稼働率等の向上に取り組んでいるか 

  

２ 
苦情等の処理を適正かつ迅速に行ってい
るか 

  

３ 
苦情等の処理に関する書類を適正に整
備・管理しているか 

  

４ 
ホームページ等でのＰＲを適正に行ってい
るか 

  

５ セルフモニタリングを適正に行っているか   

６ 
利用者アンケートの結果をサービスの向上
にいかしているか 

  

７ 
サービス向上のために職員研修等を実施
しているか。接客態度に問題はないか 

  

８ 
経費縮減・費用対効果の向上（費用の最
小化）を図る取組みを実施しているか 

  

 

⑤その他  総括  自己 
評価 評価理由等 

１ 
施設の管理に係る情報の管理や情報公
開を適正に行っているか 

  

２ 個人情報を適正に利用・管理しているか   

３ 環境に配慮した事業を推進しているか   

４ 業務実施に必要な保険に加入しているか   

５ 
利用者及び職員の安全管理に関する体
制・仕組みを適切に整えているか 

  

６ 
労働法令を遵守し、雇用・労働条件への
適切な配慮をしているか 

  

７ 
地域との連携・協働を図っているか。まち
づくりに配慮した事業を推進しているか 

  

８ 市と連絡を密にしているか   

 

 

① 自己評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 自己評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 自己評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 自己評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 自己評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている 

  

●評価の判定基準 
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＜指定管理者＞                                                     別紙１２ 
 

指定管理者 期末セルフモニタリング チェックリスト（   年度） 

実 施 日        年     月     日 

指定管理者名                     
 

施設名  指定期間  

 

①実施事業に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
施設の設置目的に沿った事業を実施した
か。目標を達成したか 

  

２ 収支計画との整合性はあったか   

３ 開館時間、休館日を適正に守っていたか     

４ 
資格者の人員配置など職員体制を適正
に整えていたか 

  

５ 公共性・公平性が保たれていたか   

６ 
改善指示事項や要望を事業に反映してい
たか 

  

７ 自主事業を適正に実施していたか   

 

②経理に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
指定管理業務に係る固有の銀行口座を
適正に管理していたか 

  

２ 協定に基づいて適正に支出したか   

３ 
指定管理業務と自主事業の会計を明確
に区分して管理していたか 

  

４ 帳簿を適正に記載・管理していたか   

５ 
帳簿を適正に記載・管理する体制を整え
ていたか 

  

６ 現金を適正に管理していたか   

 

③施設管理に関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
保守点検・検査・修繕を適正に実施した
か   

  

２ 清掃を確実に実施していたか   

３ 
マスターキー等の管理体制を整えていた
か 

  

４ 緊急時の連絡体制を整えていたか   

５ 避難経路の安全性を確保していたか   

６ 備品を適切に管理していたか   

７ 
駐車場の保全・管理、施設の警備等を適
切に行っていたか 

  

総合評価  
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④サービスに関すること  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
利用時間の延長など具体的にサービス向
上や稼働率等の向上に取り組んだか 

  

２ 苦情等の処理を適正かつ迅速に行ったか   

３ 
苦情等の処理に関する書類を適正に整
備・管理していたか 

  

４ ホームページ等でのＰＲを適正に行ったか   

５ セルフモニタリングを適正に行ったか   

６ 
利用者アンケートの結果をサービスの向上
にいかしたか 

  

７ 
サービス向上のために職員研修等を実施
したか。接客態度に問題はなかったか 

  

８ 
経費縮減・費用対効果の向上（費用の最
小化）を図る取組みを実施したか 

  

 

⑤その他  総括  
自己 
評価 評価理由等 

１ 
施設の管理に係る情報の管理や情報公
開を適正に行ったか 

  

２ 個人情報を適正に利用・管理していたか   

３ 環境に配慮した事業を推進したか   

４ 業務実施に必要な保険に加入していたか   

５ 
利用者及び職員の安全管理に関する体
制・仕組みを適切に整えていたか 

  

６ 
労働法令を遵守し、雇用・労働条件への
適切な配慮をしていたか 

  

７ 
地域との連携・協働を図ったか。まちづくり
に配慮した事業を推進したか 

  

８ 市と連絡を密にしていたか   

 

 

① 自己評価 

Ａ（優 良）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている 

Ｂ（良 好）= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している 

Ｃ（課題有）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある 

Ｄ（要改善）= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である 

② 総  括 

Ａ（優 良）= 自己評価がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 自己評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数以上である 

Ｃ（課題有）= 自己評価がすべてＣ以上であり、かつＡＢが半数未満である 

Ｄ（要改善）= 自己評価にＤが含まれている 

③ 総合評価 

Ａ（優 良）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数以上である 

Ｂ（良 好）= 総括がすべてＢ以上であり、かつＡが半数未満である 

Ｃ（課題有）= 総括がすべてＣ以上であり、かつＣが含まれている 

Ｄ（要改善）= 総括にＤが含まれている 

 

●評価の判定基準 
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 資料２ 基本協定書（ひな型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○施設の管理運営に関する基本協定書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

美濃加茂市 
  

・・・注意事項・・・ 

（利用料金と使用料） 

指定管理者が収受する「その管理する公の施設の利用に係

る料金」を「利用料金」と呼び（地方自治法第２４４条の２

第８項）、市長が徴収する「公の施設の利用に係る料金」を

「使用料」と呼ぶ（地方自治法第２２５条）。 

※仮協定を締結する場合は、次のとおりとする。 

仮基本協定書 
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目    次 

第１章 総則 

第１条 （本協定の目的） 

第２条 （指定管理者の指定の意義） 

第３条 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第４条 （信義誠実の原則） 

第５条 （用語の定義） 

第６条 （管理物件） 

第７条 （指定期間等） 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

第８条 （本業務の範囲） 

第９条 （市が行う業務の範囲） 

第１０条（業務実施条件） 

第１１条（業務仕様書の変更） 

第１２条（業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第３章 本業務の実施 

第１３条（本業務の実施） 

第１４条（事前準備） 

第１５条（第三者による本業務の実施） 

第１６条（本施設の維持保全等） 

第１７条（緊急時の対応） 

第１８条（災害時等の施設の使用等） 

第１９条（苦情処理） 

第２０条（暴力団等からの不当介入に係る報告及び届出の義務） 

第２１条（情報管理等） 

第４章 まちづくりへの配慮 

第２２条（総合計画等との連動） 

第２３条（地域との連携及び協働） 

第２４条（環境への配慮） 

第２５条（その他の計画等との連動） 

第５章 備品等の扱い 

第２６条（備品等の貸与） 

第２７条（備品等の購入等） 

第６章 業務実施に係る市の確認事項 

第２８条（事業計画書等） 

第２９条（事業報告書等） 

第３０条（業務実施状況の確認） 

第３１条（セルフモニタリング） 
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第３２条（業務の改善勧告） 

第７章 指定管理料及び利用料金 

第３３条（指定管理料の支払い） 

第３４条（指定管理料の変更） 

第３４条の２（指定管理料の精算） 

第３５条（利用料金収入の取扱い） 

第３６条（利用料金の決定） 

第８章 損害賠償及び不可抗力 

第３７条（損害賠償等） 

第３８条（第三者への賠償） 

第３９条（保険） 

第４０条（不可抗力発生時の対応） 

第４１条（不可抗力によって発生した損害等の費用負担等） 

第４２条（不可抗力による業務実施の一部免除） 

第９章 指定期間の満了 

第４３条（業務の引継ぎ等） 

第４４条（原状回復義務） 

第４５条（備品等及び文書等の扱い） 

第１０章 指定の取消し、業務の停止等 

第４６条（市による指定の取消し等） 

第４７条（指定管理者による指定の取消し等の申出） 

第４８条（不可抗力による指定の取消し等） 

第４９条（指定取消時の取扱い） 

第１１章 その他 

第５０条（権利・義務の譲渡等の禁止） 

第５１条（連絡調整）又は（運営協議会の設置） 

第５２条（本業務の範囲外の業務） 

第５３条（本業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第５４条（請求、通知等の様式その他） 

第５５条（リスク分担） 

第５６条（監査への対応） 

第５７条（労働関係法令の遵守） 

第５８条（協定の変更） 

※共同事業体の場合は第５８条に（指定管理者の構成団体等の変更）を加える。 

第５９条（解釈） 

第６０条（公租公課） 

第６１条（疑義についての協議） 

第６２条（裁判管轄）  
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○○○○施設の管理運営に関する基本協定書 

 

 美濃加茂市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、次のとおり、

○○○○施設（以下「本施設」という。）の管理運営に係る基本協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

 

第１章 総 則 

 （本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、甲が乙を本施設の指定管理者に指定することの意義は、乙がその有す

る能力を活用して本施設の管理運営を行い、利用者等に提供する行政サービスを向上させ

ることを通じて、本施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、もって地域の福祉の

一層の増進を図ることにあることを確認する。 

 

 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営業務（以

下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を

尊重するものとする。 

２ 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に

理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

 

 （信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行

しなければならない。 

 

 （用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

 

 （管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物品か

らなる。 

 

※乙が共同事業体の場合は、次のとおりとする。 

○○○○共同事業体 代表者○○○株式会社 

※仮協定を締結する場合は、次のとおりとする。 

仮基本協定書  仮基本協定 
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２ 管理施設は、次のとおりとする。（詳細は別紙２参照） 

(1) 施設名称 ○○○○施設 

(2) 所 在 地 岐阜県美濃加茂市○○○町○○○○番地○ 

(3) 施設面積 ○○○．○○平方メートル 

(4) 施設構造 （例）鉄筋コンクリート造３階建 

(5) 敷地面積 ○○○．○○平方メートル 

３ 管理物品は、別紙２のとおりとする。 

４ 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 

 

 （指定期間等） 

第７条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第５項の規定により定める

甲が乙を本施設の指定管理者に指定する期間（以下「指定期間」という。）は、元号○○

年○○月○○日から元号○○年○○月○○日までとする。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

 （本業務の範囲） 

第８条 本業務の範囲は、○○施設の設置及び管理に関する条例（元号○○年美濃加茂市条

例第○号。以下「条例」という。）第○○条に規定する次に掲げる業務とする。 

＜記載例＞ 

(1) 本施設の使用許可に関する業務 

(2) 本施設の利用に係る利用料金の徴収に関する業務 

(3) 本施設の維持保全に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、本協定書に添付する業務仕様書（以下「仕様書」とい

う。）に定めるとおりとする。 

 

 （市が行う業務の範囲） 

第９条 次の業務については、甲が自らの責任及び費用において実施するものとする。 

＜記載例＞ 

(1) 不払い利用料金の徴収業務 

(2) 本施設の目的外使用許可 

(3) 本施設の修繕業務（第１６条第３項の規定により乙が自己の費用及び責任において実

施するものを除く。） 

(4) その他法令等により甲のみが行うことができる権限に関する業務 
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 （業務実施条件） 

第１０条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示す

とおりとする。 

 

 （業務仕様書の変更） 

第１１条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書の変更の必要が生じたときは、双方による協

議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書を変更することができる。 

 

 （業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第１２条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第８条で定める

本業務の範囲及び第１０条で定める本業務の実施条件の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく協議に応じるものとし、双方が合意

した場合は、本業務の範囲及び本業務の実施条件を変更することができる。 

３ 前項の規定による本業務の範囲及び本業務の実施条件の変更に伴う指定管理料の変更

については、同項に規定する協議において決定するものとする。 

 

第３章 本業務の実施 

 （本業務の実施） 

第１３条 乙は、地方自治法、条例、○○施設の設置及び管理に関する条例施行規則（元号

○○年美濃加茂市規則第○号）、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例（平成１７美濃加茂市条例第１８号）、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例施行規則（平成１７美濃加茂市規則第２３号）、その他の関係法

令を遵守するほか、本協定書、年度協定書、仕様書、募集要項等及び提案書に従って、誠

実かつ円滑に本業務を実施するものとする。 

２ 本協定書、年度協定書、仕様書、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬
そ ご

がある場合

は、前項に記述する順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提

案書に示された水準によるものとする。 

 

 （事前準備） 

第１４条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保

し、必要な研修等を行わなければならない。 

２ 乙は、本業務を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任においてそれを取得し

なければならない。 

３ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して本施設の視察を申し出

ることができるものとする。 

４ 甲は、乙から前項に規定する申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてそ
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の申出に応じなければならない。 

５ 指定開始日に先立ち、乙が自らの責任において行う本業務の準備に係る費用は、乙の負

担とする。 

 

 （第三者による本業務の実施） 

第１５条 乙は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ

甲の承認を得なければならない。 

３ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任及び費用において行うも

のとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び

増加費用については、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみな

して、乙が負担するものとする。 

 

 （本施設の維持保全等） 

第１６条 乙は、本協定書、仕様書等に定める基準に基づき、適切に本施設の維持保全を行

わなければならない。 

２ 本施設の改造、増築、改築及び大規模修繕については、甲が自己の費用及び責任におい

て実施するものとする。 

３ 管理施設の修繕については、１件につき○○万円（例：３０万円）（消費税及び地方消

費税を含む。）以上のものについては甲が自己の費用及び責任において実施するものとし、

１件につき○○万円（例：３０万円）（消費税及び地方消費税を含む。）未満のものについ

ては乙が自己の費用及び責任において実施するものとする。 

４ 乙が前項に規定する管理施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、あらかじめ甲の了

承を得るものとする。 

 

 （緊急時の対応） 

第１７条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、

乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通

報し、その対応を協議しなければならない。 

２ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査及び復旧対策等に当たるも

のとする。 

 

 （災害時等の施設の使用等） 

第１８条 乙は、本施設が美濃加茂市地域防災計画に基づく指定避難所（初期対応避難所、

第１次避難所、第２次避難所、福祉避難所）及び指定緊急避難場所に指定されている場合

は、本施設の管理者としての責務を果たさなければならない。 

２ 乙は、災害等が発生し、被災者の援助活動等に関して甲が協力を求めた場合には、甲に

協力するよう努めるものとする。 
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 （苦情処理） 

第１９条 乙は、業務の遂行に関し苦情があったときは、自己の責任及び費用において迅速

かつ的確に対処しなければならない。 

２ 乙は、苦情の内容により、原因の調査及び対応策について迅速な対応ができない場合又

は損害賠償を生じる可能性のある場合は、甲と協議して原因の調査を行い、対応策を検討

するものとする。 

３ 乙は、苦情の内容、処理の経過及び結果について記録し、甲に提出するものとする。 

 

 （暴力団等からの不当介入に係る報告及び届出の義務） 

第２０条 乙は、本業務の実施に当たって、美濃加茂市暴力団排除条例（平成２４年美濃加

茂市条例第１０号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員

（以下「暴力団等」という。）から不当な要求又は妨害を受けたときは、その旨を直ちに

甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 

 

 （情報管理等） 

第２１条 乙及び本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘

密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使

用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び美濃加茂市個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和５年美濃加茂市条例第１号）のほか、秘密保持に関

する全ての法令等を遵守するとともに、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、

滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置を講じな

ければならない。詳細については、別紙３のとおりとする。 

３ 乙は、本業務において保有する個人情報について、本人から開示、訂正、利用停止等の

請求があった場合については、個人情報の保護に関する法律の例により、適切に処理する

ものとする。 

４ 乙は、本業務の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。 

５ 乙は、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）の趣旨にのっと

り、本施設の管理に係る情報を適正に管理し、情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

 

第４章 まちづくりへの配慮 

 （総合計画等との連動） 

第２２条 乙は、本業務の実施に当たり、甲が定めた総合計画に掲げる基本構想及び基本計

画に基づくまちづくりに積極的に配慮して事業運営に努めなければならない。 

 

 （地域との連携及び協働） 
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第２３条 乙は、本業務の実施に当たり、地域住民との連携及び協働を図り、地域の実情に

即した事業運営に努めなければならない。 

２ 乙は、補完性の原則に基づき、市民主体･主導の活動を支援する事業運営に努めなけれ

ばならない。 

 

 （環境への配慮） 

第２４条 乙は、本業務の実施に当たり、美濃加茂市環境基本計画（みのかも環境まちづく

りプラン）に基づいて、「自然環境」、「地球環境」、「生活環境」及び「共通基盤的取組（環

境教育等）の４つの分野について配慮して事業運営に努めなければならない。 

 

 （その他の計画等との連動） 

第２５条 乙は、本業務の実施に当たり、第２２条及び前条に掲げる計画以外の甲が定めた

計画、ビジョン、指針等も配慮して事業運営に努めなければならない。ただし、第１３条

第３項の規定に該当する場合は、それを準拠する。 

 

第５章 備品等の扱い 

 （備品等の貸与） 

第２６条 甲は、本業務実施の用に供するため、別紙２に示す備品等（以下「備品等（Ｉ種）」

という。）を、無償で乙に貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、備品等（Ｉ種）を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 備品等（Ｉ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、

甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有す

るものを購入又は調達するものとする。 

※備品Ⅰ種の修繕・購入費用を指定管理者の負担とする場合は、第３項を次のとおりとする。 

３ 備品等（Ｉ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、

１件につき○○万円（例：１０万円）（消費税及び地方消費税を含む。）以上のものについ

ては甲が自己の費用及び責任において当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入

又は調達するものとし、１件につき○○万円（例：１０万円）（消費税及び地方消費税を

含む。）未満のものについては乙が自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するも

のを購入又は調達するものとする。 

４ 乙は、故意又は過失により備品等（Ｉ種）を毀損し、又は滅失したときは、甲との協議

により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値

を有するものを購入又は調達しなければならない。 

 

 （備品等の購入等） 

第２７条 乙は、備品等（Ｉ種）のほかに、指定管理料により購入又は調達した備品等（以
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下「備品等（Ⅱ種）」という。）を、本業務実施のために供することができるものとする。 

２ 備品等（Ⅱ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、

乙は、指定管理料により当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するこ

とができるものとする。 

３ 乙は、備品等（Ｉ種）及び備品等（Ⅱ種）のほか、自己の費用及び責任により購入又は

調達した備品等（以下「備品等（Ⅲ種）」という。）を、本業務実施のために供することが

できるものとする。 

第６章 業務実施に係る市の確認事項 

 （事業計画書等） 

第２８条 乙は、指定期間中の各年度において本業務に係る事業計画書等を作成し、毎年度

甲が指定する期日までに提出し、甲の確認を得なければならない。 

２ 甲及び乙は、事業計画書等を変更しようとするときは、双方の協議により決定するもの

とする。 

 

 （事業報告書等） 

第２９条 乙は、毎年度終了後３０日以内に、本業務に関し次の各号に示す事項を記載した

事業報告書等を甲に提出しなければならない。 

(1) 本業務の実施状況に関する事項 

(2) 本施設の利用状況に関する事項 

(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

(4) 自主事業の実施状況に関する事項 

(5) セルフモニタリングに関する事項 

(6) その他甲が指示する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が第４６条又は第４８条に基づいて年度途中において乙に

対する指定管理者の指定を取り消した場合には、乙は、指定が取り消された日から３０日

以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書等を提出しなければならない。 

３ 乙は、甲が定めるところにより、年度途中において甲が指定する期日までに、本業務の

実施状況が分かる書類を甲に提出し、又は確認を受けなければならない。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、前３項に規定する書類の内容又はそれに関連する事

項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

 

 （業務実施状況の確認） 

第３０条 甲は、前２条の規定により乙が提出した書類に基づき、乙が行う本業務の実施状

況の確認を行うものとする。 

２ 前項の確認は、年度始めの事業報告として期初モニタリングを、年度途中の事業報告と

して中間期モニタリングを、年度終了後の事業報告として期末モニタリングを行うものと

する。 
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３ 甲は、前項に規定するモニタリングのほか、乙による本業務の実施状況等を確認するこ

とを目的として、随時、本施設へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務

の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。 

４ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に

応じなければならない。 

 

 （セルフモニタリング） 

第３１条 乙は、本業務に関する利用者等の意見及び要望を把握するため、自らの責任及び

費用により、毎年度、利用者等を対象としてアンケート調査を実施するものとする。 

２ 乙は、前項の調査結果及び本業務の実施状況等について分析及び自己点検・評価を行い、

その内容を年３回のモニタリング時に甲に報告しなければならない。 

 

 （業務の改善勧告） 

第３２条 第３０条の規定による確認の結果、乙による本業務の実施状況が仕様書等又は甲

が示した条件を満たしていないと認められる場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告す

るものとする。 

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかに必要な具体的な措置を講じ、そ

の結果を甲に報告しなければならない。 

 

第７章 指定管理料及び利用料金 

 （指定管理料の支払い） 

第３３条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。 

２ 甲が乙に対して支払う指定管理料は、金○○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費

税を含む。）とする。 

３ 甲が支払う指定管理料は、年○回払い（例：年２回払い（当初・中間期））とし、支払

月及び支払額は、次のとおりとする。 

支払月 支払額 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

４ 乙は、支払月の末日の１箇月前までに指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付す

るものとする。 

５ 甲は、前項の規定に基づき乙から適正な請求があったときは、当該請求書を受領してか

ら３０日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。 
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※年度協定を締結する場合は、第２項を次のとおりとし、第３項から第５項までを削除する。 

２ 甲が乙に対して支払う指定管理料の額及び支払方法等については、別途「年度協定」に

定めるものとする。 

 

 （指定管理料の変更） 

第３４条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準及び物価水準の変動並びにその他のやむを得

ない事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対

して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。 

２ 甲又は乙は、前項に規定する申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 指定管理料の変更の要否及び額の変更等については、前項に規定する協議により決定す

るものとする。 

 

 （指定管理料の精算） 

第３４条の２ 本協定又は年度協定に定めた指定管理料は、当該事業年度における本業務の

実施に要した費用又は利用料金等が、当該指定管理料の算出の根拠となった当該事業年度

における費用又は利用料金等を上回り、又は下回った場合であっても、増額し、又は減額

しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めると

おり、指定管理料を増額し、又は減額することができるものとする。 

(1) 乙の責めに帰すべき事由により本業務の一部を実施しなかったとき 当該業務を実

施しなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額 

(2) 不可抗力により本業務の一部が実施できなかったとき 第４２条に定めるとおり 

(3) 不可抗力に起因して本業務に要する経費が著しく増加したことにより、指定管理料が

不足したとき 甲及び乙が協議の上、指定管理料の不足分（本業務に要する経費のうち

不可抗力による増加分）を増額 

(4) 不可抗力に起因して利用料金等収入（本協定等により本業務に要する経費に充てるこ

ととなっている自主事業収入を含む。）が指定管理料の積算における見込額と比較して

著しく減少したことにより、指定管理料が不足したとき 甲及び乙が協議の上、指定管

理料の不足分（利用料金等収入の見込額と実績額の差）を増額 

(5) その他指定管理料の精算を行うことが適当と認めるとき 甲及び乙が協議の上、指定

管理料を増額又は減額 

 

 （利用料金収入の取扱い） 

第３５条 乙は、条例に規定する本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受するこ

とができる。 

２ 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の本施設の利用に係る利用料金のみとする。 

 

 （利用料金の決定） 

第３６条 利用料金は、条例に規定する額の範囲内において、乙が定めるものとする。ただ



100 

 

し、その決定及び改定については事前に甲の承認を得るものとし、必要に応じて甲及び乙

の協議を行うものとする。 

 

 

第８章 損害賠償及び不可抗力 

 （損害賠償等） 

第３７条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の事情があると認めたと

きは、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

２ 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合は、乙は当該損害の賠償を甲に請

求することができる。 

 

 （第三者への賠償） 

第３８条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場

合、乙は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のう

ち甲の責めに帰すべき事由により生じたものがある場合は、その責任の割合に応じて甲乙

がそれぞれ損害の賠償を負担する。 

２ 前項ただし書きの場合において、甲及び乙の責任の割合が不明なときは、甲及び乙の協

議により責任の割合を定めるものとする。 

３ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、乙に代わって第三者に対

して賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償す

ることができるものとする。 

 

 （保険） 

第３９条 甲は、管理物件について、全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険に加入

しなければならない。 

２ 乙は、本業務の実施に当たり、自らのリスクに対して適切な範囲で、施設賠償責任保険、

休業補償保険、その他の保険に加入しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを

直ちに甲に提示しなければならない。 

 

 （不可抗力発生時の対応） 

第４０条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失及び増加費用が発生するおそれがあ

る場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力によ

り発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

 （不可抗力によって発生した損害等の費用負担等） 
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第４１条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は、

書面をもって当該損害等の内容を甲に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、当該損害等についての調査及び乙との協議を行い、

当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。なお、乙

が加入した保険により支払われた金額相当分及び乙が支給を受けた当該損害等に関する

補助金、助成金、交付金、協力金等については、甲の負担額から控除するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用につ

いては甲が負担するものとする。 

 

 （不可抗力による業務実施の一部免除） 

第４２条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施がで

きなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に

定める義務を免れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙

が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額すること

ができるものとする。この場合において、既に当該年度の指定管理料の支払いを終えてい

るときは、甲は、乙が受領した指定管理料のうち減額分の費用の返還を求めることができ

るものとする。 

 

第９章 指定期間の満了 

 （業務の引継ぎ等） 

第４３条 乙は、指定期間の満了又は指定の取消しに際し、本施設の管理運営が遅滞なく円

滑に実施されるよう、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければ

ならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了前に、乙に対して甲又は甲が指定するも

のによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項に規定する申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてそ

の申出に応じなければならない。 

４ 第１項の規定による本業務の引継ぎ等に要する費用は、乙の負担とする。 

 

 （原状回復義務） 

第４４条 乙は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、

甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。 

 

 （備品等及び文書等の扱い） 
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第４５条 指定期間の満了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。 

(1) 備品等（I種）及び備品等（Ⅱ種）については、乙は、甲又は甲が指定するものに対

して引き渡さなければならない。 

(2) 備品等（Ⅲ種）については、原則として乙が自己の責任及び費用で撤去及び撤収する

ものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が

指定するものに対して備品等（Ⅲ種）を引き渡すことができるものとする。 

２ 指定期間の満了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定

するものに対して引き渡さなければならない。 

 

第１０章 指定の取消し、業務の停止等 

 （市による指定の取消し等） 

第４６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第２４４

条の２第１１項の規定に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若

しくは一部の停止を命ずることができる。 

(1) 乙が、本協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反したとき。 

(2) 乙が、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく報告の要求又は調査に対し

て、虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告若しくは調査を拒んだとき。 

(3) 乙が、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく甲の指示に従わないとき。 

(4) 乙が、本業務の実施に際し不正行為及び不法行為を行ったとき。 

(5) 乙が、本施設の募集要項等に定める資格要件を失ったとき。 

(6) 本施設の指定管理者の公募に当たり、乙が提出した書類の内容に虚偽があることが判

明したとき。 

(7) 乙の経営状況の悪化等により本業務を継続することが不可能又は著しく困難になっ

たと判断されるとき。 

(8) 乙の本業務に直接かかわらない法令違反等により、乙に本業務を継続させることが、

社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 

(9) 乙が暴力団等に該当することが判明したとき。 

(10) 乙が、第１５条第２項の規定により本業務の一部を第三者に実施させる場合におい

て、当該第三者が暴力団等に該当することを知りながら、当該契約を締結したと認めら

れるとき。 

(11) 乙が、第１５条第２項の規定により本業務の一部を第三者に実施させる場合（前号

に該当する場合を除く。）において、当該第三者が暴力団等に該当することが判明し、

甲が乙に対して当該第三者との契約を解除するよう求めたにもかかわらず、乙がその求

めに応じないとき。 

(12) 乙から、次条に基づく指定の取消し又は本業務の全部又は一部の停止を求める書面

による申出があったとき。 

(13) 本施設が、公の施設として廃止されることとなったとき。 
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(14) その他乙による本業務を継続することが適当でないと甲が認めるとき。 

２ 甲は、前項の規定に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に

通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。 

(1) 指定取消しの理由 

(2) 指定取消しの要否 

(3) 乙による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定 

(4) その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止を命じた場合において、乙に損害、損失及び増加費用が生じても、甲はその賠償の責め

を負わない。 

４ 甲は、年度途中において、第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業

務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理

料の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。 

５ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止を命じた場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときは、乙は

甲に対してその損害を賠償しなければならない。 

 

 （指定管理者による指定の取消し等の申出） 

第４７条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消し又は本業務の全部若

しくは一部の停止を申し出ることができるものとする。 

(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反したとき（一方的な仕様書変更

又は指定管理料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。）。 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。 

(3) その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消し又は本業務の全部若しくは

一部の停止を希望するとき。 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

３ 第１項の申出に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停

止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料について、甲及び乙の協

議によりその返還する額を決定するものとする。 

４ 第１項の申出に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停

止を命じた場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じたときは、甲は

乙に対してその損害を賠償しなければならない。 

５ 第１項の申出（同項第３号に該当する場合は除く。）に基づき、甲が乙の指定を取り消

し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、甲に損害、損失及び増加

費用が生じても、乙はその賠償の責めを負わない。 

 

 （不可抗力による指定の取消し等） 

第４８条 甲又は乙は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本業務の継続等が困難と

判断した場合は、相手方に対して指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止に関
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する協議を求めることができるものとする。 

２ 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消し又は本業務の全

部若しくは一部の停止を行うものとする。 

３ 前項の規定に基づく指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止によって乙に

発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則

として甲及び乙の協議により決定するものとする。 

 

 （指定取消時の取扱い） 

第４９条 第４３条から第４５条までの規定は、第４６条から前条までの規定により指定を

取り消した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、その限りでは

ない。 

 

第１１章 その他 

 （権利・義務の譲渡等の禁止） 

第５０条 乙は、本協定及び年度協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継

させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。 

 

 

 （連絡調整） 

第５１条 乙は、本業務を円滑に実施するため、甲及び関係機関との情報交換及び本業務の

調整を図るものとする。 

 

※運営協議会を設置する場合は、次のとおりとする。 

 （運営協議会の設置） 

第５１条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換及び本業務の調整を図る運

営協議会を設置する。 

２ 甲及び乙は、協議の上、運営協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参

加させることができるものとする。 

３ 前項に定めるもののほか運営協議会に関し必要な事項は、甲及び乙の協議により別に定

める。 

 

 （本業務の範囲外の業務） 

第５２条 乙は、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、自主

事業を実施することができるものとする。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業の事業計画書を提出し、事前に

甲の承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議を行うものと

する。 
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３ 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、前項の協議により自主事業の実施条件等

を別に定めることができるものとする。 

 

 （本業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第５３条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本

業務に固有の金融機関口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

 

 （請求、通知等の様式その他） 

第５４条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾、承認及び解除は、本協

定に特別の定めがある場合又は甲が特別に認めた場合を除き、書面により行わなければな

らない。 

２ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除

き、計量法(平成４年法律第５１号)の定めるところによる。 

 

 （リスク分担） 

第５５条 本業務に関する甲乙間のリスク分担については、本協定及び仕様書に定めるとお

りとする。 

２ 前項に規定する甲乙間のリスク分担のうち、当該損害が第三者の責めに帰すべきもので

あり、当該第三者が特定できる場合、甲及び乙は、当該第三者に対して当該損害の賠償を

求めるものとする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合

は、甲乙間で協議の上、対応を決定するものとする。 

 

 （監査への対応） 

第５６条 乙は、管理運営に係る出納その他事務の執行に関して、地方自治法第１９９条第

７項に規定する監査委員による監査の対象となったときは、誠実かつ迅速に対応しなけれ

ばならない。 

 

 （労働関係法令の遵守） 

第５７条 乙は、本協定に定めるもののほか、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最

低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）、労

働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

 

※乙が共同事業体の場合は、次の規定を加え、以下一条ずつ繰り下げる。 

 （指定管理者の構成団体等の変更） 

第５８条 乙の代表者（代表団体）及び構成団体は、原則として変更できないものとする。

ただし、構成団体については、やむを得ない事由であり、かつ変更後も本業務の適正な実

施に支障がなく、公共サービスの水準が保たれると甲が認めた場合に限り、変更すること
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ができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により構成団体を変更しようとするときは、書面をもって甲に対して

構成団体の変更を申し出なければならない。 

３ 甲は、前項に規定する申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものと

する。 

 （協定の変更） 

第５８条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が

生じたときは、甲及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができるものと

する。 

 

 （解釈） 

第５９条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若

しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部

について、その責任を負担するものと解釈してはならない。 

 

 （公租公課） 

第６０条 本協定に基づく業務に関連して生じる一切の公租公課は、特段の規定がある場合

を除き、全て乙の負担とする。 

 

 （疑義についての協議） 

第６１条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に特別の定めの

ない事項については、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。 

 

 （裁判管轄） 

第６２条 本協定に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 

 

※仮協定を締結する場合は、次の規定を追加する。 

この仮基本協定書は、甲が、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、美濃加茂

市議会の議決を経て、乙を本施設の指定管理者として指定したときに、美濃加茂市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第７条第１項に規定する協定を締結したもの

とみなし、基本協定書として成立するものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、

この仮協定は無効となる。この場合において、甲乙双方とも相手方に対して損害賠償等の要

求を行わないものとする。 

なお、下記年月日を仮基本協定の締結日とし、乙を本施設の指定管理者に指定した日を基

本協定の締結日とする。 
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本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各

１通を保有する。 

 

 

元号○○年○○月○○日 

 

甲  所在地 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

名 称 美濃加茂市 

代表者 美濃加茂市長 ○○ ○○      印 

 

乙（指定管理者） 

所在地 ○○○○ 

名 称 ○○○○ 

代表者 ○○○○           印 

 

 

       ※乙が共同事業体の場合は、乙の記名押印欄を次のとおりとする。 

 

乙（指定管理者） 

   名 称 ○○○○ 

 

（代表団体） 

所在地 ○○○○ 

名 称 ○○○○ 

代表者 ○○○○         印 

 

（構成団体） 

所在地 ○○○○ 

名 称 ○○○○ 

代表者 ○○○○         印 
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別紙１  用語の定義 

 

(1) 「指定開始日」とは、地方自治法第２４４条の２第５項の規定により定める指定期間

の開始日のことをいう。 

(2) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。 

(3) 「業務仕様書」とは、本業務に係る仕様書のことをいう。 

(4) 「自主事業」とは、第８条に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任及び費用

において実施する業務のことをいう。 

(5) 「提案書」とは、本施設の指定管理者の公募に当たり、乙が提出した業務提案書のこ

とをいう。 

(6) 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲乙間で指定期間中に毎年度締結する協定のこ

とをいう。 

(7) 「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、

人災（戦争、テロ、暴動等）、感染性拡大に伴う緊急事態、法令変更及びその他甲及び

乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に

含まないものとする。 

(8) 「法令」とは、全ての法律、省令、政令及び規則並びに条例及び正規の手続きを経て

公布された行政機関の規定を言う。 

(9) 「募集要項」とは、○○○○指定管理者募集要項のことをいう。 

(10) 「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料及びそれらに係る質問回答

のことをいう。 

(11) 「利用料金」とは、本施設の利用者から乙に支払われる条例に定めた本施設の利用

に係る料金のことをいう。 
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別紙２  管理物件リスト 

 

１ 管理施設 

 

(1) 土地：５筆 ４,１２７.９９㎡（内 賃借地 １筆 １００.００㎡）  

土地所在（地番） 台帳地目 地積（㎡） 備考 

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字中落○○○○番地 宅地 ８４０.０５  

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字中落○○○○番地 宅地 １,１５１.２８  

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字中落○○○○番地 宅地 １,８４９.６６  

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字中落○○○○番地 水道・井溝 １８７.００  

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字中落○○○○番地 宅地 １００.００ 賃借地 

    

    

    

 

(2) 建物：８棟 １,５９１.６９㎡ 

建物内容 構造・階数 建築年月 延床面積（㎡） 

管理棟 ＲＣ造・２階 Ｈ１１.２ １,０７７．５４ 

遊戯棟 ＲＣ造・１階 Ｓ５３．３ １４０．０８ 

渡り廊下 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ ５３．２４ 

器具庫・屋外便所 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ １０．００ 

プロパン庫 ＣＢ造・１階 Ｈ１１.２ ８．７６ 

屋外便所 ＲＣ造・１階 Ｈ５ １０．００ 

倉庫 ＣＢ造・１階 Ｈ１１.２ １８．６１ 

作業場 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ ２７０．４６ 

※ＲＣ造＝鉄筋コンクリート造、ＣＢ造＝コンクリートブロック造 

 

(3) その他 

施設内容 規模等 備考 

バーベキュー広場 １，０００㎡  

駐車場 ５，０００㎡ ３箇所約３００台収容 

敷地内の外構及び植栽   
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２ 管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。） 

 

(1) 備品等（Ⅰ種） 

 

種類 数量 備考 

   

   

   

   

   

 

 

(2) 備品等（Ⅱ種） 

 

種類 数量 備考 
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別紙３  個人情報取扱特記事項 

 

 

(基本的事項) 

第 1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本協定による事務を処理するための個人情報の取扱い

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

(秘密の保持) 

第 2 乙は、本協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

(使用者への周知) 

第 3 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても本協定による事務に関して知り得た

個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護

に関して必要な事項を周知しなければならない。 

(適正な管理) 

第 4 乙は、本協定による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

(収集の制限) 

第 5 乙は、本協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するため

に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

(使用等の禁止) 

第 6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本協定による事務に関し知り得た個人情報を、当該

事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。 

(複写等の禁止) 

第 7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本協定による事務を処理するために甲から貸与され

た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

(再委託の禁止) 

第 8 乙は、本協定による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があると

きを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

(資料等の返還等) 

第 9 乙は、本協定による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等を、本協定の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

(事故発生時における報告) 

第 10 乙は、本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲

に報告し、甲の指示に従うものとする。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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添付資料（業務仕様書） 

 

[市が作成した業務仕様書を添付する。] 
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 資料３ 年度協定書（ひな型） 

 

○○○○施設の管理運営に関する年度協定書 
 

美濃加茂市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、元号○○年○

○月○○日に、○○○○施設（以下「本施設」という。）の管理運営に関して締結した○○

○○施設の管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、本施設の

管理運営に係る年度協定（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は、本施設の管理運営業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内

容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。 

 

 （年度協定の期間） 

第２条 年度協定の有効期間は、元号○○年○○月○○日から元号○○年○○月○○日ま

でとする。 

 

（元号○○年度の業務内容） 

第３条 甲及び乙は、元号○○年度の業務内容は、基本協定に定めるとおりであることを

確認する。 

 

（元号○○年度の指定管理料） 

第４条 甲は、元号○○年４月１日から元号○○年３月３１日までの間の指定管理料とし

て、金○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。）を乙に支払うものとす

る。ただし、基本協定第３４条の規定により指定管理料を変更した場合は、甲及び乙

において協議の上、これを変更するものとする。 

２ 甲が支払う指定管理料は、年○回払い（例：年２回払い（当初・中間期））とし、支払

月及び支払額は、次のとおりとする。 

 

支払月 支払額 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

○月 ○，○○○，○○○円 

 

３ 乙は、支払月の末日の１箇月前までに指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付

するものとする。 

４ 甲は、前項の規定に基づき乙から適正な請求があったときは、当該請求書を受領して

から３０日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

※乙が共同事業体の場合は、次のとおりとする。 

○○○○共同事業体 代表者○○○株式会社 
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（疑義等の決定） 

第５条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。

基本協定にも定めのない事項については、甲及び乙において協議の上、これを定める

ものとする。 

 

 

年度協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各

１通を保有する。 

 

 

元号○○年○○月○○日 

 

 

甲  所在地 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

名 称 美濃加茂市 

代表者 美濃加茂市長 ○○ ○○     印 

 

乙（指定管理者） 

所在地 ○○○○ 

名 称 ○○○○ 

代表者 ○○○○            印 

 

 

※乙が共同事業体の場合は、乙の記名押印欄を次のとおりとする。 

 

乙（指定管理者） 

   名 称 ○○○○ 

 

（代表団体） 

所在地 ○○○○ 

名 称 ○○○○ 

代表者 ○○○○          印 

 

（構成団体） 

所在地 ○○○○ 

名 称 ○○○○ 

代表者 ○○○○          印 
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 資料４ 共同事業体協定書（ひな型） 

 

○ ○ ○ ○ 共 同 事 業 体 協 定 書 

（目的） 

第１条 本協定が定める共同事業体は、「○○○○（以下「当該施設」という。）」の管理運営業務（以下

「指定管理業務」という。）を共同連帯して営むことを目的とする。 

（名称） 

第２条 本協定が定める共同事業体は、○○共同事業体（以下「本事業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 本事業体は、事務所を○○県○○市○○町・・・に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 本事業体は、○○○○年○○月○○日に成立し、指定管理業務に係る協定に定められた指定期

間（以下「指定期間」という。）の満了の後○ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 当該施設の指定管理者となることができなかったときは、本事業体は、前項の規定にかかわらず、

指定管理業務に係る協定が締結された日に解散するものとする。 

（構成団体の所在地及び名称） 

第５条 本事業体の構成団体は、次のとおりとする。 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名 

 

（代表団体の名称） 

第６条 本事業体は、○○○○（団体名）を代表団体とする。 

（代表団体の権限） 

第７条 本事業体の代表団体は、指定管理業務の履行に関し、本事業体を代表してその権限を行うこと

を名義上明らかにした上で、美濃加茂市と折衝する権限並びに指定管理業務に係る申請書の提出、指

定管理料の請求、受領及び本事業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 
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（運営委員会） 

第８条 本事業体は、構成団体全員をもって運営委員会を設け、本事業体の組織及び編成並びに指定管

理業務の履行に関する基本事項、資金管理方法、第三者への委託の決定その他の本事業体の運営に関

する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、指定管理業務の履行に当たるものとする。 

（構成団体の責任等） 

第９条 各構成団体は、指定管理業務の履行及び第三者との契約その他の業務の履行に伴い本事業体が

負担する債務の履行に関し、共同連帯して責任を負うものとする。 

２ 指定管理業務の履行に係る各構成団体の業務分担及び出資金並びに出資割合については、別表のと

おりとする。 

３ 前項に基づく別表は、美濃加茂市長及び構成団体全員の承認がなければ、本協定締結後に変更する

ことはできない。 

４ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成団体が協議して評価するものとする。 

（取引金融機関） 

第１０条 本事業体の取引金融機関は、○○銀行・信用金庫○○支店とし、共同事業体の名称を冠した

代表団体名義の別口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第１１条 本事業体は、業務の履行の年度又は完了ごとに指定管理業務について決算するものとする。 

２ 前項の規定による決算の結果、利益又は欠損を生じた場合、構成団体は第９条第２項の出資の割合

によって、利益の配当を受け、又は欠損を負担する。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１２条 本協定書に基づく権利義務を第三者に承継又は譲渡することはできない。 

（業務途中における構成団体の脱退に対する措置） 

第１３条 構成団体は、美濃加茂市長及び構成団体全員の承認がなければ、指定期間が満了する日まで

は脱退することができない。 

２ 構成団体のうち指定期間の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、美濃

加茂市長の承認がある場合に限り残存構成団体が共同連帯して指定管理業務を履行する。 

３ 第１項の規定により構成団体が脱退したときにおける残存構成団体の出資の割合は、脱退構成団

体が有していた出資の割合を残存構成団体が有している出資の割合によって分割し、これを第９条

第２項の規定による割合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成団体の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生

じた場合には、脱退した構成団体の出資金から構成団体が脱退しなかった場合に負担すべき金額を

控除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成団体には利益金の配当は行わない。 

（構成団体の除名） 

第１４条 本事業体は、構成団体のうちいずれかにおいて、指定管理業務履行中に重要な義務の不履行

その他の除名し得る正当な事由が生じた場合には、他の構成団体全員及び美濃加茂市長の承認により

当該構成団体を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成団体に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成団体が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用する

ものとする。 
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（業務途中における構成団体の破産又は解散に対する処置） 

第１５条 構成団体のうちいずれかが指定管理業務履行途中において破産又は解散した場合は、第１３

条第２項から第５項までを準用するものとする。 

（代表団体の脱退等） 

第１６条 代表団体が脱退若しくは除名された場合又は代表団体としての責務が果たせなくなった場

合においては、本事業体は解散するものとする。 

（構成団体の加入） 

第１７条 第１３条から第１５条までの規定による構成団体の脱退、除名及び破産又は解散により残存

構成団体のみでは適正な業務の履行の確保が困難なときは、第１３条第２項の規定にかかわらず残存

構成団体全員及び美濃加茂市長の承認を得て、新たな構成団体を本事業体に加入させることができる。 

（解散後の瑕疵に対する構成団体の責任） 

第１８条 本事業体が解散した後においても、指定管理業務につき瑕疵があったときは、各構成団体は

共同連帯してその責に任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第１９条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

上記のとおり○○○○共同事業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書正本○通及び副本

１通を作成し、各構成団体が記名押印の上、正本については構成団体各自が所持し、副本については美

濃加茂市に提出するものとする。 

 

元号○○年○○月○○日 

共同事業体の名称  ○○共同事業体 

（代表団体） 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名                           印 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名                           印 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名                           印 

 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名                           印 
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別 表 

 

○○共同事業体責任分担表 

 

構成団体名 業務分担 出資金・出資比率 

（代表団体） 

○○株式会社 

１ ○○の管理に関すること 

２ △△の運営に関すること 

○○○○○○円 

（○○．○％） 

 

○○法人○○○ 

１ ○○の管理に関すること 

２ △△の運営に関すること 

○○○○○○円 

（○○．○％） 

 

○○株式会社 

１ ○○の管理に関すること 

２ △△の運営に関すること 

○○○○○○円 

（○○．○％） 

○○法人○○○ 
１ ○○の管理に関すること 

２ △△の運営に関すること 

○○○○○○円 

（○○．○％） 

 

注１ 上記「業務分担」については、本協定締結時点で想定する業務分担の内容について、具体的かつ

詳細に記述すること。 

注２ 本協定書第９条第３項の定めるところにより、上記責任分担表は、美濃加茂市長及び構成団体全

員の承認がなければ、本協定締結後に変更することはできない。 
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 資料５ 共同事業体委任状（ひな型） 

共同事業体による申請等に関する委任状 

    年  月  日 

（宛先）美濃加茂市長  

共同事業体の名称 

（代表団体）所 在 地 

   団体の名称 

   代表者氏名            ㊞ 

施設の名称  

上記施設の指定管理者の公募に参加するため、次のとおり共同事業体を結成し、募集要項に基づき美

濃加茂市との間における次に掲げる事項に関する権限を代表団体に委任します。 

本共同事業体が当該施設の指定管理者として指定された場合は、代表団体及び構成団体は指定管理者

としての業務の遂行及び業務の遂行に伴い本共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を

負います。 

共同事業体の名称  

同事務所の所在地  

共同事業体の代表団体（受任者） 共同事業体の構成団体（委任者） 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

共同事業体の構成団体（委任者） 共同事業体の構成団体（委任者） 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

共同事業体の成立及

び解散の時期並びに

委任の期間 

本共同事業体は、    年  月  日に成立し、当該施設に係る指定

の期間満了の後 ヶ月を経過する日までは解散することができない。 

ただし、本共同事業体が当該施設の指定管理者として指定されなかったと

きは、指定管理業務に係る協定が締結された日に解散するものとする。 

委任の期間は、本共同事業体が成立した後、解散するまでの間とする。 

委 任 事 項 

１ 指定管理者の指定の申請（応募）に関すること。 

２ 指定管理料等の請求及び受領に関すること。 

３ 指定管理業務等に係る契約（協定）締結に関すること。 

４ 本共同事業体に属する財産の管理に関すること。 

そ の 他 

１ 共同事業体協定書（別紙）に基づく権利義務を第三者に承継又は譲渡す

ることはできない。 

２ 共同事業体協定書（別紙）に定めのない事項については、運営委員会に

おいて定めるものとする 

※共同事業体として公募に参加する場合は、本委任状及び共同事業体協定書を提出してください。 

※団体の数が４者を上回る場合は、この作成例に準じて作成してください。 
  



118 

 

 資料６ 指定管理業務仕様書（ひな型） 

 

 

 

 

○○○○（施設名）指定管理業務仕様書 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元号○年○月 
美濃加茂市 

 

留意事項 

・業務仕様書の作成に当たっては、基本協定書、募集要項等の内容と矛盾が生じないよう

に留意すること。なお、矛盾がある場合は、基本協定書、年度協定書、仕様書、募集要項

等の順にその解釈が優先されることとなる。 
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○○○○（施設名）指定管理業務仕様書 

 

この仕様書は、○○○○（施設名）の設置及び管理に関する条例（平成○○年美濃加茂

市条例第○○号）及び○○○○（施設名）の設置及び管理に関する条例施行規則（平成○

○年美濃加茂市規則第○○号）に定めるもののほか、○○○○（施設名）（以下「○○○○」

という。）の指定管理者が行う業務の詳細について必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１ 設置目的 

（設置管理条例に規定する施設の設置目的等を記載） 

○○○○（施設名）は、・・・・・・・・・・・・・することを設置目的とする。 

 

 

２ 管理運営の基本方針 

指定管理者は、次に掲げる基本方針に従って○○○○（施設名）の管理運営を行わな

ければならない。 

（当該施設の管理運営に係る基本方針を記載） 

【記載例】 

(1) 設置目的に基づいた管理運営を行うこと。 

(2) 特定の個人や団体等に対して、有利あるいは不利になるような取り扱いをしないこ

と。 

(3) 効率的かつ効果的・弾力的な管理運営を行い、サービスの向上及び経費の縮減に努

めること。 

(4) 利用者にとって快適な施設であることに努めること。 

(5) 施設内はユニバーサルデザイン化・バリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の

設定、掲示等に配慮すること。 

(6) 個人情報の保護を徹底すること。 

(7) 利用者等の意見、要望を管理運営に随時反映させ、利用者の満足度を高めていくこ

と。 

(8) 利用者の安全に配慮し、事故防止に努め、事故等発生時には適切に対応すること。 

(9) ごみの減量、省エネ、CO2 の削減等、環境に配慮した管理運営に努めること。 

(10) 市及び関係機関との連携・調整を密接に図ること。 

 

 

３ 施設の概要 

(1) 施設の名称  

○○○○（施設名） 
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(2) 施設の所在地  

美濃加茂市○○○町○○○○○○番地 

 

(3) 施設内容・規模等 

ア 敷地面積 ○，○○○．○○㎡ 

イ 建物面積 ○，○○○．○○㎡ 

ウ 施設内容 

（当該施設の建物・その他施設の内容を記載） 

 

【記載例】 

建物内容 構造・階数 建築年月 延床面積（㎡） 

管理棟 ＲＣ造・２階 Ｈ１１.２ １,０７７．５４ 

遊戯棟 ＲＣ造・１階 Ｓ５３．３ １４０．０８ 

渡り廊下 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ ５３．２４ 

器具庫・屋外便所 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ １０．００ 

プロパン庫 ＣＢ造・１階 Ｈ１１.２ ８．７６ 

屋外便所 ＲＣ造・１階 Ｈ５ １０．００ 

倉庫 ＣＢ造・１階 Ｈ１１.２ １８．６１ 

作業場 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ ２７０．４６ 

※ＲＣ造＝鉄筋コンクリート造、ＣＢ造＝コンクリートブロック造 

 

その他施設内容 規模等 備考 

バーベキュー広場 １，０００㎡  

どんぐりぱーく ２，５００㎡  

パターゴルフ場 全長３１２ｍ  

ワイヤー遊具 １３４．５ｍ  

駐車場 ５，０００㎡ ３箇所約３００台収容 

 

(4) 施設の利用定員等 

（当該施設に利用定員等があれば、詳細を記載） 

 

 

４ 指定期間 

  指定の期間は、元号○年○月○日から元号○年○月○日までとする。 

 

 



121 

 

５ 組織及び人員配置 

(1) 人員配置 

（当該施設の指定管理業務を実施するために必要な資格・人員配置を記載） 

【記載例】 

ア 指定管理業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基

準法（昭和２２年法律第４９号）を遵守し、管理運営を効率的に行なうための業務

形態にあった適正な人数の職員を配置すること。 

イ 総括管理責任者を１名、企画・庶務会計担当者を１名以上、営繕担当者を３人以

上配置すること。 

ウ 開館中は、受付案内担当者を１名以上配置すること。 

 

○人員配置 

担当職務 人数 担当 備考 

総括管理責任者 １名 ○○○○の管理責任

者。事業計画責任者 

 

企画・庶務会計

担当者 

１名以上 ○○○○の企画・庶務

会計責任者 

 

受付案内担当者 １名以上 ○○○○の来館者受

付、案内担当者 

開館中は、常時１名

窓口に配置すること 

営繕担当者 ３名以上 ○○○○の営繕に関す

る担当者 

 

※ただし、企画・庶務会計担当者と受付案内担当者を兼ねることは妨げない。 

 

エ 職員の勤務体制は、○○○○（施設名）の管理運営に支障がないように配置する

とともに、利用の要望に応えられるものにすること。 

オ 職員は、名札を着用するなど常に利用者に施設従業員と分かるようにすること。 

 

(2) 職員研修の実施 

（当該施設の職員に対する研修等の実施について記載） 

【記載例】 

指定管理者は、職員の資質向上を図るため、職員研修計画を策定し、計画的に研修

を行い、○○○○（施設名）の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。な

お、研修に要する費用は、指定管理者の負担とする。 

 

(3) 危機管理体制の整備 

（当該施設における危機管理体制の整備について記載） 

【記載例】 
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ア 自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急事態、不測の事態に適切に対応でき

るよう危機管理体制を構築し、対応マニュアルを作成の上、市に提出すること。 

イ 緊急対策、防犯・防災対策に万全を期し、万一に備えて定期的に訓練を実施する

こと。 

ウ ○○○○（施設名）は、市の第２次避難所及び指定緊急避難場所（以下「避難

所」という。）に指定されているため、災害時には指定管理者は市の指示に従うこ

と。 

 

 

６ 開館時間等 

（当該施設の開館時間、休館日等について記載） 

(1) 開館時間   

９：００～１７：００  

 

(2) 休館日 

ア 日曜日 

イ 国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 

(3) 休館日等の変更 

   指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市の承認を得て、○○○○（施設

名）の開館時間及び休館日を変更することができる。 

 

 

７ 指定管理業務の内容 

 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

（指定管理業務（A～C 参照）の内容について記載） 

A 施設全般の管理運営に関する業務 

施設の総務・経理、利用料金等の収受、年間計画、駐車場・駐輪場の管理、施設の警備、安

全管理・防災・緊急時管理など 

B 建物、附属設備、物品の維持管理・保全に関する業務 

建物維持・修繕、状態監視、保全・保安、清掃等、衛生管理、設備・機器等の保守点検・管

理、備品の調達・管理、消耗品等の購入など 

C 施設の設置目的を達成するための業務 

※当該施設の設置目的を達成するための業務（実施事業）においては、民間事業者等の能力や

ノウハウを最大限に活かすことが求められる。そのため、業務仕様書に要求する水準を明確に

示すこと。 
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【記載例】 

７－１ 施設全般に関する業務 

(1) 一般的事項 

ア 市と協議の上、指定管理者名、連絡先及び設置者としての市名を施設内の見やす

いところに表示すること。  

イ 利用者や周辺住民からの要望等を把握し、○○○○（施設名）の運営を適切に行

うこと。  

ウ 利用者が快適に○○○○（施設名）を利用できるよう、施設を清潔に保つこと。  

エ 身体障がい者が○○○○（施設名）を利用する場合に、身体障害者補助犬を同伴

することを拒まないこと。  

オ 喫煙場所（灰皿）及びごみ箱を指定の場所に設置し、適切に管理すること。な

お、指定場所以外に新たな喫煙場所（灰皿）及びごみ箱を設ける場合は市の承諾を

得ること。 

 

(2) 会計処理 

○○○○（施設名）の管理運営に係る会計処理については、指定管理者の財務規定

により処理すること。ただし、○○○○（施設名）の適正な管理運営や公共施設とし

ての公平性の確保上、指定管理者の財務規定が適正を欠くと認めた場合は、市は、指

定管理者に対し、○○○○（施設名）の管理運営に係る会計処理に関して、財務規定

の一部を変更するよう指示できるものとする。 

 

(3) 区分会計の独立と管理口座 

指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び財務規定を設けるととも

に、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理すること。また、

他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口座とは別の口座で

管理すること。 

 

(4) 文書等の管理 

ア ○○○○（施設名）の管理運営に関する文書等は、ファイリングシステム(市基

準に準拠する)を利用して管理事務所内に保管すること。なお、市から文書等の開

示を求められた場合は、速やかに開示を行うこととする。特に公の施設であること

から、個人情報の保護については十分に配慮すること。 

イ 指定管理者は、指定期間終了後、市が必要と認める指定管理業務に係る文書を市

又は市が指定する者に引継ぐものとする。 

ウ 文書等は保管年限を定めたうえ、適切に保管・廃棄等を行うこと。 
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エ データの記録された記録媒体(DVD/CD 等)は、電子文書として適切に保管・廃棄等

を行うこと。 

オ 観光パンフレット等来館者用資料は、常にロビーにて配布できるよう配置するこ

と。 

 

(5) 事故・災害等対策  

ア 事故・災害等の防止  

(ｱ) 指定管理者は、夜間や早朝などの執務時間外も含め、事故及び気象災害・震災

への対応マニュアル、職員参集や連絡網等について整備し、必要備品を準備する

こと。 

(ｲ) 施設内での事故防止・迷惑行為等防止のため、○○○○（施設名）の使用状況

を適宜把握し、必要に応じて利用者に注意・指導を行う等、適正な施設管理に努

めること。  

(ｳ) 傷病者に備え、救急薬品などの救急セット等を常備しておくこと。 

イ 事故等発生時の対応  

(ｱ) 事故等の発生に備え、救急法、応急措置法等について日頃から訓練等を行うこ

と。 

(ｲ) 万一事故が発生し、負傷者等が発生した場合には、直ちに休憩室に移動させる

等、応急処置を行うとともに、医療機関への移送、保護者への連絡等適切な処置

をとり、速やかに市に連絡すること。 

(ｳ) 利用者に被害が及ぶと判断される時は、避難誘導等の安全確保に努めること。 

(ｴ) 傷病者が発生した時には、傷病者の状態によって、応急処置又は救急要請を行

うこと。 

(ｵ) 事故については直ちに市に報告すること。また、報告書を提出すること。  

ウ 発災時の対応 

(ｱ) 地震、風水害、その他の災害等が発生、又は発生することが予想される場合

は、職員の連絡体制・参集状況等を市に報告するとともに、災害に対する処置が

速やかにとれるような体制を構築すること。 

(ｲ) 震度４以上の地震が発生した時は、総括管理責任者は自身及び家族の安全を確

保した上で、○○○○（施設名）へ出動し、被害の有無及び被害の状況を市に報

告すること。なお、震度５弱以上の地震が発生した時は、職員全員が○○○○

（施設名）に参集すること。 

(ｳ) 災害が発生した場合は、被害の状況を把握し、関係機関への速やかな報告及び

二次災害の防止のための初期対応、市民対応、情報収集等を行い、市に報告する

こと。 

(ｴ) 負傷者が発生した時には、負傷者の状態によって、応急処置又は救急要請を行

うこと。  
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エ 発災後の対応  

気象災害、震災等発生後に見回りを実施し、危険箇所については、速やかに立入

禁止などの一時処置や必要な復旧作業を行うこと。また、被害が大きい場合は、対

応方法等を市と協議すること。 

オ その他  

(ｱ) 荒天が予想される場合は、事前に備品等の固定・収納を行うこと。 

(ｲ) 風水害等により土砂崩れ等の災害が発生又は発生が予測される箇所は、事前に

対策を施し、重点的に日常管理すること。また、状況に応じて緊急対応ができる

体制を構築すること。 

(ｳ) 雷注意報が発表された時は、利用者に落雷や雹等への注意喚起の他、状況に応

じて屋内への避難等の安全確保を行うこと。 

(ｴ) 大気汚染注意報又は大気汚染緊急警報が発令された時は、利用者にアナウンス

等により屋内への避難等を呼び掛けること。 

(ｵ) 熱中症警戒アラート又は熱中症特別警戒アラートが発表された時は、利用者に

アナウンス等により熱中症等への警戒を呼び掛けること。また、職員に対して

は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）に基づき、適切な熱中症

対策を徹底すること。 

 

(6) 防犯・防火対策  

ア 一般の立入りが規制されている場所の施錠・開錠等の点検・確認を確実に実施

し、鍵を適正に管理すること。 

イ 鍵を持ち出す場合は、鍵の保有者リストを作成し市へ報告すること。なお、合鍵

の作製については原則として認めない。必要な場合は市と対応を協議すること。 

ウ 退館時には火気の始末に留意すること。 

エ 消防設備の配置状況の把握・日常点検等を行い、消防署の査察等がある時は、立

会いの上、必要な是正措置を講じること。 

オ 指定管理者の職員の中から防火管理者を選任し、消防計画を所轄の消防署に提出

すること。なお、法令に基づく防火体制を構築したうえで、年１回以上の避難訓練

を実施すること。 

  

(7) 不法行為等への対応  

ア 法令に基づく禁止行為又は制限行為に該当するとみなされる行為を発見した時

は、指導を行うこと。 

イ 利用者による違法駐車を防止するため、駐車指導を行うこと。 

ウ ホームレスが起居の場所、荷物の保管場所などのために施設の一部を占用し、一

般の利用者の利用が妨げられている場合は、当該者へ指導を行うこと。 
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エ ○○○○（施設名）外周の境界杭や不法占用の有無などの状況を把握し、異常が

あった場合は、市に報告するとともに、状況に応じ必要な指導を行うこと。 

オ 利用者が原因で施設外に苦情等が発生した場合は、当該者へ指導を行うなどの措

置を講じること。 

カ 利用者が○○○○（施設名）の設置及び管理に関する条例第○条及び第○条に規

定する事項に該当する場合において、指定管理者の指示、指導等に従わないとき

は、当該利用者を入場させない又は退場させることができるものとする。 

  

(8) 施設内発生廃棄物の処理  

ア 施設内で発生したせん定枝や刈草等は、資源化・再利用に努め、焼却ごみの減量

化を図ること。 

イ 施設内から発生したごみは分別収集し、事業系ごみとして処分すること。 

ウ 施設内から民地へ落下した落葉や折れ枝、施設外に捨てられたイベント等で発生

したごみなど、苦情の原因になった又はなる恐れがある施設内廃棄物は、指定管理

者が処分すること。なお、近隣への対応については、市に報告すること。 

エ 施設内に廃棄物が不法投棄された場合は、指定管理者が処分すること。また、悪

質と思われる場合は、市に報告すること。  

 

(9) 拾得物・残置物の処理  

ア 拾得物については、拾得物台帳等を作成し、記録するとともに、原則として所轄

の警察署に届けること。 

イ 施設内に留置きされている自転車等で持ち主が不明なものは、一定期間撤去要請

の告示（貼り紙）をした後、所有者が不明の場合は処分すること。  

 

(10) 管理運営状況の記録  

１日の業務内容（点検、修繕、清掃、その他維持管理作業、窓口運営等）や市民対

応等を毎日、書面に記録し、一定期間保管するとともに、市の求めがあったときは速

やかに市に提出すること。 

 

 

７－２ 施設の維持管理・保全に関する業務  

指定管理者は、関係法令に基づき、次の基準により○○○○（施設名）の維持管理業

務を実施することとする。なお、設備機器の保守管理業務等については、免許を有する

外部業者に委託できるものとする。 

 

(1) 敷地内の維持管理  
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利用者や周辺住民からの要望等を把握し、敷地内の適切な維持管理を行うこと。ま

た、○○○○（施設名）の景観に留意しながら見通しを良くする等、犯罪発生阻止に

努めること。  

ア 敷地管理業務 

(ｱ) 落葉時期は、舗装通路や施設周辺を中心に、日常的にブロアー等による清掃を

行うこと。 

(ｲ) 日常的に敷地内及び施設の巡視点検、清掃（ごみ拾い等）を行うこと。 

(ｳ) 植込み地等の除草を随時行うこと。 

(ｴ) 花壇・プランター等については、地拵えや球根、種、苗の植付け、灌水、花が

ら摘み、施肥、病害虫防除と予防及び除草等を適宜行うこと。 

イ 樹木管理業務 

(ｱ) せん定・刈込みは適期に行うこと。 

(ｲ) 植栽地における病害虫の発生状況の点検及び初期防除に留意すること。やむを

得ず農薬を散布する場合は周囲への飛散により健康被害を及ぼすことのないよう

に最大限配慮すること。 

(ｳ) 枯損植物、枯れ枝、支障枝は除去・補植すること。 

ウ 工作物等の点検・清掃業務 

(ｱ) 各種工作物等の点検は、日常的に目視、触診等の点検を行うとともに、定期的

に総合的な保守点検を行うこと。 

(ｲ) 各種サイン、案内板などは、板面清掃を定期的に行うこと。 

(ｳ) ベンチ、テーブル、手すりの清掃を随時行うこと。 

 

(2) 建物、附属設備等の維持管理 

利用者が常に快適かつ衛生的に○○○○（施設名）を利用できるように、指定管理

者は、施設等の保守管理、清掃等に関する以下の業務を行い、○○○○（施設名）の

機能と環境を良好に維持すること。 

 

ア 保守管理業務 

業務内容 回数等 

① 消防用設備等保守点検 機器点検・総合点検 年２回 

※法定申請含む 

② 非常通報装置保守点検 機器点検 年２回以上 

総合点検 年２回以上 

③ 空調設備保守点検 

 

３箇所（規格：EHP-1、EHP-2、EHP-3,4） 

定期点検 年４回以上 

④ エレベーター保守点検 ２箇所（規格：HITACHI UAP-11-CO45 2Stops） 

フルメンテナンス契約（法定点検 1回/年含む） 
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⑤ 自動ドア保守点検 片引き自動ドア２箇所（規格：JA-150S-ATR（L30）） 

年２回以上 

※部品代修理費含む 

⑥ 浄化槽維持管理 定期点検 年２回以上 

⑦ 高架水槽・受水槽保守点検 年１回 

⑧ ダムウエーター点検 法定検査 年１回 

⑨ 電気工作物保安管理 月１回以上 

 

イ 環境衛生業務 

業務内容 回数等 

① 日常的な清掃 

 

日１回以上 

施設・備品・器具等が常に清潔な状態に保たれてい

るようにすること。消耗品等は常に補充された状態

にすること。 

トイレについては、日常的に施設の点検及び床面と

便器等の衛生機器の洗浄清掃を行うこと。 

② ゴミの収集 適宜 

③ 床ワックスがけ ワックスがけ 年２回以上 

④ ガラスの清掃（両面拭き） 年２回以上 

⑤ 空調設備の清掃 年２回以上 

⑥ 水質検査・簡易専用水道検査 年２回以上 ※簡易専用水道検査は年１回 

⑦ 高架水槽・受水槽の清掃 年１回以上 

⑧ 出入口マットの交換 月２回以上 

⑨ 害虫駆除・排水溝清掃 年２回以上 

 

(3) 遊具の維持管理 

ア 点検の基準 

○○○○○○○○法施行規則に基づき、年１回以上の点検を実施すること。な

お、一般社団法人日本公園施設業協会の規定する「遊具の安全に関する規準」に基

づき専門の点検業者が実施すること。 

イ 定期的点検 

営繕担当者が日常的に維持管理を行い、不備を早期発見し早期修繕を行い、安

心・安全な運用を行うこと。 

 

(4) 施設の不備の報告 

ア 施設及びその附属設備等に不備や不具合を発見した場合は、直ちに市に報告する

こと。 
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イ 災害その他の事故により施設等が滅失、損傷した場合は、直ちに市に次の事項を

記載した報告書を提出すること。 

① 施設等の滅失、損傷した位置 

② 事故の日時及び原因 

③ 被害の状況 

④ 保全又は復旧のためにとった応急措置 

ウ 市は、指定管理者の報告その他により滅失又は損傷の事実を知ったときは、関係

機関と協議の上、速やかにその対応策をとり、指定管理者に連絡するものとする。 

 

(5) 施設の修繕  

施設及び設備（遊具、サイン等を含む。）が破損・故障した場合、速やかに市に連

絡するとともに、１箇所１件当たり税込３０万円未満の修繕については、指定管理者

の負担で行うこと。なお、年１回以上修繕の実績を取りまとめて市に報告すること。 

 

(6) 施設の保安警備 

指定管理者は、施設内の秩序を維持し、事故・盗難・破壊等の犯罪及び火災等の災

害の発生を警戒・防止し、財産の保全を図るとともに利用者の安全を守るために、保

安警備業務を適切に行うこと。 

ア 通常時の警備業務 

開館時においては、利用者の安全を確保するため、随時施設内を巡視し、危険箇

所の早期発見及び対処を心がけ、警備を実施すること。 

イ 夜間無人時の警備業務 

夜間、無人時は特に施錠を厳重にし、警備業務を警備会社に委託し、実施するこ

と。なお、夜間無人時の警備は、防犯警報装置による警備会社の監視とし、非常時

に対処できる体制を確保すること。 

 

(7) 駐車場等の管理 

ア 指定管理者は、駐車場・駐輪場の管理及び利用者への案内を適切に行うととも

に、舗装等の状況について日常的に確認を行い、破損や陥没等があった場合は速や

かに市へ連絡の上、協議して対応すること。 

イ 車両等の安全な誘導を適切に行い、事故防止に努めること。 

 

 

７－３ 施設の運営業務  

(1) 施設使用許可業務 

ア 使用許可申請の受付等 
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指定管理者は、○○○○（施設名）の有料施設（○○○○、○○○○、○○○

○、○○○○）の使用の許可を受けようとする者の申請を、美濃加茂市○○○○の

設置及び管理に関する条例にしたがって受け付け、利用料金を収受のうえ、使用を

許可するものとする。なお、施設の使用状況が管理できる台帳を作成し適切に管理

すること。 

イ 利用料金の収受 

美濃加茂市○○○○の設置及び管理に関する条例第○○条別表に規定する額の範

囲内で、指定管理者は市長の承認を得て、利用料金を設定することができる。な

お、使用した者から収受した利用料金について、管理する帳簿を作成すること。 

 

(2) 窓口案内、来館者対応業務 

以下の業務を行うに当たり、利用者本位・親切丁寧な対応を心がけ、常にサービス

向上に努めること。 

ア 施設、展示物等についての説明及び案内 

イ 利用者への適切な指導・助言 

ウ 遺失物の管理 

エ パンフレット・リーフレット等の設置管理 

オ 近隣観光施設の案内 

カ 利用者の保護(急病人・負傷者への迅速な対応) 

※要望や苦情、トラブルは迅速、適切に処理することとし、必ず市に報告をすること。 

 

(3) 広報及び宣伝業務 

ア 各種媒体を通じて広く○○○○（施設名）の情報を発信し、認知度の向上に努め

ること。 

イ 専用パンフレット・リーフレット等の作成、季刊誌の発行などにより各種メディ

アへの広報活動を展開すること。 

ウ 専用ホームページ及びＳＮＳを運用し、施設の概要、事業の内容及び各種イベン

ト等の情報発信をすること。また、情報の更新やメンテナンス等ホームページ及び

ＳＮＳの管理も併せて定期的に行うこと。 

エ 市内だけではなく、市外からの誘客にもつながる広報活動を展開すること。 

 

 

８ 自主事業 

指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、○○○○（施設名）の

活性化及び利用者サービスの向上を目的に、自らの費用及び責任により自主事業を実施

することができる。なお、必須としている自主事業は、必ず実施すること。 

（自主事業について記載） 
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※施設の利用促進やサービス向上を図るため、本市が定めた自主事業を指定管理者に行わせる

場合は、当該自主事業の詳細について業務仕様書に明記すること。イベント、物販、飲食物の提

供など指定管理者が利益をあげることができる事業を設定することにより、民間事業者等が参入

しやすい環境を整えること。 

※自主事業の実施に当たっては、事前に事業計画書を提出し、本市の承認が必要であること、営

利事業（レストラン、売店等）については行政財産の目的外使用許可等を得る必要があることを

業務仕様書に明記すること。 

 

【記載例】 

(1) 必須の自主事業 

ア 食堂の運営 

(ｱ) ○○○○（施設名）の特色を活かし、賑わいのある食堂運営を目指すこと。 

(ｲ) 市が貸与する厨房機器等を使用することができる。ただし、故障及び破損した

場合、その費用が３０万円未満の場合は、指定管理者の負担で行うこと。 

(ｳ) 食堂の運営に当たっては食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の関係法

令を遵守すること。 

イ 催事企画 

(ｱ) 利用者の増加のため、季節ごとの催事その他市が依頼する行事などを企画・実

施すること。 

(ｲ) 賑わいの創出に資する活動や取組みの企画、各種地域団体やボランティアと連

携を図った事業等を実施すること。 

(ｳ) 市では、○○○○（施設名）の年間利用者数の目標数値を○万人としている。

よって、指定管理者は、目標数値が達成できるよう各種企画事業の充実した展開

を図ること。 

※市が指定する「催事企画」の実施を必須とし、当該催事企画事業に対して指定管理料を支払

う場合は、「自主事業」ではなく、「指定管理業務」となるため、「7-3 施設の運営業務」に記載

すること。 

 

(2) その他の自主事業 

ア 売店や自動販売機などを設置し利用者へのサービス向上を図る事業、その他の施

設利用増進や活性化につながる事業を自主事業として行うことができる。 

イ 利用者の増加、利用者満足度の向上、市又は利用者への収益還元、施設への投資

につながる事業に努めること。 

 

(3) 留意事項 

ア 自主事業の実施に当たっては、事前に事業計画書を提出し、市の承認を得なけれ

ばならない。 
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イ 収益を伴う自主事業を実施するときは、行政財産の目的外使用許可を得た上で、

美濃加茂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例（昭和６１年美濃加茂市条

例第１号）に定める使用料を市に納めること。 

ウ 自主事業により得た収益は指定管理者の収入となるが、自主事業に要する経費

（光熱水費を含む。）は指定管理者の負担とする。なお、自主事業の会計は指定管

理業務とは別に管理し、市が支払う指定管理料を充ててはならない。 

エ 自主事業の提案に当たって、当該自主事業に収益が見込まれる場合は、その収益

の一部を利用者に還元する取組み（施設投資を含む）についても提案すること。 

※「(3) 留意事項」は必ず業務仕様書に記載すること。 

 

 

９ 物品の帰属、修繕の費用負担等 

（物品の帰属や費用負担等について記載） 

 

【記載例】 

(1) 市が貸与する備品の修繕等 

ア 市が無償貸与する備品（Ⅰ種：別紙○「備品リスト」参照）が、経年劣化等によ

り本業務実施の用に供することができなくなった場合、当該備品の修繕又は購入

（調達）に係る費用は、予算の範囲内において市の負担とする。 

（備品Ⅰ種の修繕・購入費用を指定管理者の負担とする場合） 

ア 市が無償貸与する備品（Ⅰ種：別紙○「備品リスト」参照）が、経年劣化等によ

り本業務実施の用に供することができなくなった場合、当該備品の修繕又は購入

（調達）に係る費用の負担は以下のとおりとする。 

修繕・購入費用 修繕・購入主体 

１０万円未満 指定管理者の負担で行う。 

１０万円以上 市の負担で行う。 

※備品Ⅰ種の修繕・購入費用を指定管理者の負担とする場合は、基本協定書（ひな型）第 26

条も修正すること。 

イ 指定管理者は、故意又は過失により備品（Ⅰ種）を毀損し、又は滅失したとき

は、指定管理者の費用で当該備品を修繕し、又は当該備品と同等の機能及び価値を

有するものを購入（調達）しなければならない。 

 

(2) 市が貸与する備品以外の購入（調達）等 

ア 指定管理者が指定管理料により購入（調達）した備品（Ⅱ種）が、経年劣化等に

より本業務実施の用に供することができなくなった場合、指定管理者は指定管理料
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により当該備品を修繕し、又は当該備品と同等の機能及び価値を有するものを購入

（調達）することができるものとする。 

イ 指定管理者は、市が貸与する備品以外で、本業務の用に供する備品を購入（調

達）する際は、市と協議の上、自己の負担により購入（調達）するものとする。こ

の場合、指定管理者の負担により購入した備品（Ⅲ種）の修繕は、指定管理者が負

担するものとする。 

 

(3) 物品等の管理保全 

ア 指定管理者は、備品（Ⅱ種）を購入したときは、市に報告し、当該備品に市備品

シールを添付するものとする。 

イ 備品（Ⅰ種）及び備品（Ⅱ種）は、市の所有とし、市の備品台帳で管理するもの

とする。 

ウ 指定管理者が購入（調達）した備品（Ⅲ種）は、指定管理者の所有とし、指定管

理者備品シール(任意様式)を添付するものとする。 

エ 備品（Ⅲ種）は、指定管理者備品管理台帳(任意様式）を作成し、備品（Ⅰ種・

Ⅱ種）と区別して管理するものとする。 

オ 指定管理者は、物品等について善良なる管理者の注意義務をもって管理するもの

とする。 

カ 指定管理者は、管理している物品等を、指定管理業務の目的以外の用途に使用し

ないものとし、併せて第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。 

 

(4) 施設の修繕費用  

施設及び設備の修繕費用が、１箇所１件当たり税込３０万円未満の修繕について

は、指定管理者が負担するものとする。 

※指定管理者が負担する修繕費用について、基本協定書（ひな型）第 16 条との整合性に留意

すること。 

 

(5) 情報機器の管理 

ア 指定管理者は、○○○○（施設名）の指定管理業務に必要とされるパソコン等情

報機器を購入（リース含む）し、適切に使用すること。 

イ 情報機器の管理に際しては個人情報(電子データ)の管理には十分に注意するこ

と。 

（情報機器の購入等費用を指定管理者の負担とする場合） 

ウ 情報機器の購入（リース含む）及び維持管理に係る費用は、指定管理者が負担す

るものとする。 

 

(6) デジタル複合機の管理 
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ア 指定管理者は、○○○○（施設名）の指定管理業務に必要とされるデジタル複合

機（コピー機・ファックス機）を購入（リース含む）し、適切に使用すること。 

（デジタル複合機の購入等費用を指定管理者の負担とする場合） 

イ デジタル複合機の購入（リース含む）及び維持管理に係る費用は、指定管理者が

負担するものとする。 

 

(7) 車両の維持管理 

ア 指定管理者は、○○○○（施設名）の指定管理業務に必要とされる車両を購入

（リース含む）し、適切に維持管理を行うこと。 

（車両の購入等費用を指定管理者の負担とする場合） 

イ 車両の購入（リース含む）及び維持管理に係る費用は、指定管理者が負担するも

のとする。 

 

(8) 消耗品の購入 

ア 指定管理者は、○○○○（施設名）の指定管理業務に必要とされる消耗品を購入

し、適切に管理・使用すること。 

（消耗品の購入費用を指定管理者の負担とする場合） 

イ 消耗品の購入に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。 

 

(9) 利用料金の取扱い 

ア 美濃加茂市○○○○の設置及び管理に関する条例第○○条に規定する利用料金

は、指定管理者の収入とする。 

イ 指定管理者は、利用料金の額について定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ市長の承認を得なければならない。 

 

(10) 公共料金等の取扱い 

○○○○（施設名）の指定管理業務に係る公共料金等の取扱いについては、次のと

おりとする。 

ア 公共料金等とは、次に掲げるものをいう。 

① 光熱水費（電気･ガス・上下水道） 

② 電信電話料金 

③ インターネット接続料金 

④ 通信費 

⑤ ＮＨＫ受信料 等 

イ 公共料金等は、指定管理者が各事業者に支払うこととする。 

（公共料金等を指定管理者の負担とする場合） 

イ 公共料金等は、指定管理者が負担し、各事業者に支払うこととする。 
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１０ 保険への加入、損害賠償 

（保険への加入、損害賠償について記載） 

 

【記載例】 

(1) 指定管理者の責に帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えた場合、指定管理

者は、損害を賠償しなければならない。 

(2) 指定管理者は、当該損害賠償等に備え、施設賠償責任保険（対人補償の保険金額は

１億円以上とし、市を追加被保険者とする。）、休業補償保険等に加入し、その保険証

券の写しを市に提出すること。 

 

 

１１ 役割分担及び危険負担 

（市と指定管理者の役割分担及び危険負担について記載） 

※リスク（責任）分担（経費負担含む。）については、「リスク分担の標準例（ガイドライン p.16）」を参

考に、各施設の特性を踏まえて、業務仕様書に明確に定めること。 

 

【記載例】 

○○○○（施設名）の管理運営に関する指定管理者と市の役割分担及び危険負担は、

次のとおりとする。ただし、下表に定める事項に疑義がある場合又は定めのない事項が

生じた場合は、指定管理者と市が協議のうえ、役割分担及び危険負担を定めるものとす

る。 

(1) 役割分担 

項 目 市 指定管理者 

維持管理（植物管理、施設管理、清掃、補修修繕、安全管

理、光熱水費支出等） 

○ 

(小規模以

外の修繕) 

◎ 

運営管理（企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応、

料金徴収、市民協働、利用促進活動等） 
 ◎ 

倉庫内等の物品管理  ◎ 

災害時対応（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措

置） 

○ 

（指示等） 
◎ 

災害復旧（本復旧） ◎  

法的管理（目的外使用許可等） ◎  

整備、改修 ◎  

包括的管理責任（管理瑕疵を除く） ◎  
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(2) 危険負担（リスク分担） 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加 
△ 

（協議） 
△ 

（協議） 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

運営費の増加 市以外の要因による人件費等の運営費の増加  ○ 

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動 

△ 
（協議） 

△ 
（協議） 

上記以外  ○ 

住民及び施設
利用者への対
応 

施設の設置に関する訴訟、苦情、要望、反対運動
等への対応 

○  

施設管理、運営業務内容に対する訴訟、苦情、要
望、反対運動等への対応 

 ○ 

上記以外のものに関する訴訟、苦情、要望、反対
運動等への対応 

△ 
（協議） 

△ 
（協議） 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更（消費税
等） 

○  

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法人税等）  ○ 

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないこ
とによるもの 

○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新さ
れないことによるもの 

 ○ 

管理運営内容
の変更 

行政的理由から、指定管理業務の継続に支障が生
じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた
場合の経費及びその後の維持管理運営経費におけ
る当該事情による増加経費負担 

○  

指定管理者の発案による指定期間中の指定管理業
務の変更に伴う増加経費負担等 

△ 
（協議） 

△ 
（協議） 

書類の誤り 

業務仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによる
もの 

○  

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容
の誤りによるもの 

 ○ 

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○ 

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○ 

支払遅延 
指定管理者の責めに帰すことのできない理由によ
り、市からの経費の支払遅延によって生じた事由 

○  

上記以外の支払遅延によって生じた事由  ○ 

施設・設備の
損傷 

市の帰責事由によるもの ○  

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  
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指定管理者としての注意義務を怠ったことによる
もの 

 ○ 

指定管理者が設置した設備等  ○ 

経年劣化によるもの（１件３０万円以上） ○  

経年劣化によるもの（１件３０万円未満）  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定でき
ないもの（１件３０万円以上） 

○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定でき
ないもの（１件３０万円未満） 

 ○ 

資料等の損傷 
指定管理者としての注意義務を怠ったことによる
もの 

 ○ 

上記以外の理由による損傷 ○  

第三者への損
害賠償 

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者としての注意義務を怠ったことにより
損害を与えた場合 

 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 
△ 

（協議） 
△ 

（協議） 

事故等の発生 

施設及び管理敷地内における事故等への初期対応  ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵等、市の帰責事由
による情報漏洩、事故・犯罪等の発生 

○  

警備不備等、指定管理者の帰責事由によるもの  ○ 

上記以外の理由による事故等の発生 
△ 

（協議） 
△ 

（協議） 

管理運営の停
止、事業の中
止 

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

上記以外の理由による中断、中止 
△ 

（協議） 
△ 

（協議） 

業務引継時の
費用 

業務の引継ぎ（次期指定管理者に引き継ぐ場合）
に要する費用 

 ○ 

業務終了時の
費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は指定期間
中に指定管理者が業務を停止した場合における事
業者の撤収費用 

 ○ 

不可抗力 
※感染性拡大
に伴う緊急事
態を含む 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火
災、争乱、暴動、その他の市又は指定管理者のい
ずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人
為的な現象）による施設、設備、物品等の復旧費
用 

○  

不可抗力による施設、設備、物品等の損傷に対す
る初期対応 

 ○ 

不可抗力による施設、設備、物品等の復旧費用
（指定管理者が所有するものに限る） 

 ○ 

不可抗力による管理運営の中断、事業履行不能 
△ 

（協議） 
△ 

（協議） 
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(3) 避難所開設時の役割分担・費用負担 

内容 市 指定管理者 

避難所開設及び閉鎖の指示 〇  

避難所における人員の手配 〇  

避難所で使用する物資の手配 △（協議） △（協議） 

避難所で使用する物資の配置 
○○○○（施設名）が

閉館しているとき 

○○○○（施設名）が

開館しているとき 

避難所開設から閉鎖までにおいて

発生した施設・設備の損傷 
「(2) 危険負担」の表の例による。 

その他 △（協議） △（協議） 

 

※災害時の避難所に指定されている施設や選挙時の投票所等に指定されている施設については、

開設時の市と指定管理者の役割分担や費用負担等を明記すること 

 

 

１２ 事業報告書の作成・提出 

(1) 年度事業計画書の提出 

指定管理者は、毎年２月末日までに翌年度の管理運営に関する年度事業計画書を作

成し、市に提出すること。事業計画の主な内容は次のとおり。 

① ○○○○（施設名）指定管理業務組織体制表 

② ○○○○（施設名）指定管理業務計画書（事業計画書） 

③ ○○○○（施設名）収支計画書（予算書） 

④ その他必要な事項 

 

(2) 年度事業報告書の提出 

指定管理者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第７項及び

美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７

年美濃加茂市規則第２３号。以下「指定手続条例施行規則」という。）第８条の規定

により、事業年度終了後３０日以内に事業報告書を市に提出しなければならない。な

お、報告書の主な内容は、次のとおり。 

① ○○○○（施設名）の指定管理業務の実施状況、組織体制、施設利用状況（利用

者数、利用件数等）、施設設備維持管理状況、自主事業等実施状況、課題分析と自

己評価 

② ○○○○（施設名）の指定管理業務及び自主事業に係る経費の経理状況 

③ その他必要な事項 

 

（月次報告書等の提出を求める場合） 
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(3) 月次報告書の提出 

指定管理者は、毎月報告書を作成し、翌月１０日までに市に提出すること。報告書

の主な内容は次のとおりとする。 

① 施設利用状況(利用者、利用料金の収納状況等) 

② 利用者からの苦情とその対応状況 

③ その他必要な事項 

 

(4) その他報告書類 

その他の報告書類については、別途協議する。 

 

 

１３ モニタリングへの対応 

指定管理者は、市がモニタリングを実施するに当たり、必要な書類の提出その他市が

指示する事項に従うこと。 

 

(1) モニタリングの内容 

モニタリングの内容は、次のとおりとする。 

ア 管理運営状況に関する事項 

職員数等管理体制、収支状況、施設の利用状況（利用者数、稼働率等）など 

イ 実施事業に関する事項 

事業計画と施設の設置目的との整合性、収支計画との整合性、指定管理業務及び

自主事業の実施状況、指示事項・要改善事項に対する対応状況など 

ウ 経理に関する事項 

銀行口座・帳簿の管理状況、金銭の管理体制、収入・支出の管理状況など 

エ 施設管理に関する事項 

保守点検・検査・修繕・清掃の実施状況、緊急時の連絡体制、避難経路の確保、

備品の管理状況など 

オ サービスに関する事項 

サービス向上への取組み状況、苦情・要望等の対応状況、セルフモニタリングの

実施状況、研修等の実施状況など 

カ その他の事項 

個人情報の管理状況、情報公開の実施状況、保険の加入状況、安全管理体制、労

働環境、地域との協働状況など 

 

(2) モニタリングの時期及び確認資料 

モニタリングは、期初、中間期及び期末に行うものとする。 

ア 期初モニタリング（４月頃） 
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事業計画書の内容・当初予算が、当該施設の設置目的に合致しているか、公平性

のあるサービスであるかなどを検証する。事業報告に必要な書類は次のとおりとす

る。 

① 当該年度の事業計画書及び予算書 

② セルフモニタリング資料 

③ その他管理の実態を把握するために必要な資料 

※ その他管理の実態を把握するために必要な書類とは、当該施設の管理をするため

に必要な資格がある場合は、その資格を証するもの又は管理体制等の実態を明確

にする書類のことを言う。 

イ 中間期モニタリング（１０月頃） 

事業計画書に基づいて事業が進捗しているか、事故・苦情等による業務改善を指

導した事項が修正されているかなどを確認する。中間期の事業報告に必要な書類は

次のとおりとする。 

① 日報、月報（書類確認） 

② 苦情・要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書 

③ セルフモニタリング資料 

ウ 期末モニタリング（翌年５月頃） 

事業計画書に基づいて事業が実施されたか、中間期モニタリングにおいて業務改

善を指導した事項が修正されたかなどを確認する。期末の事業報告に必要な書類は

次のとおりとする。 

① 事業報告書（指定手続条例施行規則様式第７号） 

② 当該年度の事業報告との整合を明確にする事業計画の実績が分かる書類及び決算

書 

③ 出納簿（書類確認） 

④ 日報、月報（書類確認） 

⑤ 苦情、要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書 

⑥ セルフモニタリング資料 

エ 随時モニタリング 

(ｱ) 市は、指定管理者に対し、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、

指定管理業務に係る業務内容及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査

し、または必要な指示を随時することができる。 

(ｲ) 指定管理者は、苦情・要望については、苦情・要望受付簿をあらかじめ整備し

ておき、迅速かつ的確に対応しなければならない。苦情・要望の内容、原因、対

応の経過及び結果について記録し、改善報告書を市に提出するものとする。 

 

 

１４ セルフモニタリングの実施 
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(1) 指定管理者は、○○○○（施設名）の管理運営が設置目的や協定書・仕様書等に沿

って行われているか等について継続的に分析及び自己点検・評価を行うこと。 

(2) 自己点検・評価の結果は、「セルフモニタリングチェックリスト（美濃加茂市指定

管理者制度運用ガイドライン別紙）」等により年３回市に報告し、業務改善につなげ

ること。なお、セルフモニタリングの結果は、○○○○（施設名）のホームページに

て公開するものとする。 

(3) 指定管理者は、自己点検を実施するに当たり、利用者等の意見及び要望を把握する

ため、自らの責任及び費用により、毎年度、利用者等を対象としてアンケート調査を

実施するものとする。 

 

 

１５ 日常業務の調整等  

(1) 日常業務の調整 

指定管理者は、○○○○（施設名）を適切に管理するため、必要に応じ、市と日常

業務の調整について協議を行うものとする。なお、自主事業の実施に係る場合等につ

いても同様とする。 

 

（基本協定書第５１条に運営協議会の設置を規定する場合） 

(2) ○○○○（施設名）運営協議会の設置 

ア 指定管理者は、本業務を円滑に実施するため、活動状況の確認や課題の整理・解

決を目的とした○○○○（施設名）運営協議会（以下「運営協議会」という。）を

市と共に設置し、運営すること。 

イ 運営協議会に関し必要な事項は、市及び指定管理者の協議により別に定める。 

 

(3) 地域貢献 

指定管理者は、市内産品の優先使用、市内業者との優先取引、障がい者・高齢者・

地域住民の積極的な活用、各種団体やボランティアとの連携・協働など○○○○（施

設名）の管理運営を通じて地域貢献を積極的に実施すること。 

 

(4) 環境への配慮 

指定管理者は、「自然環境」、「地球環境」、「生活環境」及び「環境教育等」に配慮

して、本業務を実施すること。特に、○○○○（施設名）の近隣住民に対して、騒音

等の環境の配慮を常に行うこととする。 

 

(5) その他市への協力 

ア 指定管理者は、指定管理業務を実施するに当たり、市の実施する事業、温室効果

ガスの削減、市内経済活性化等に協力すること。 
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イ 市から○○○○（施設名）の現状や管理運営に関する調査等があった場合には、

迅速かつ積極的に協力すること。 

ウ その他○○○○（施設名）を使用し、市が実施又は要請する事業（○○○○（施

設名）を利用した防災訓練、イベントの実施等）があった場合には、管理運営に支

障が生ずる場合を除き、積極的に参加・協力すること。 

 

 

１６ 業務の引継ぎ、原状回復義務等 

(1) 業務の引継ぎ 

ア 指定時の引継ぎ・準備行為 

現指定管理者と異なる団体が指定管理者に指定された時は、指定後速やかに市及

び現指定管理者と業務の引継ぎの時期、内容等について調整を行い、確実に業務の

引継ぎを行なうこと。なお、業務の引継ぎに要する費用は現指定管理者が負担する

こととし、資材・人材の確保等準備行為に要する費用は次期指定管理者の負担とす

る。 

イ 指定期間満了時の業務の引継ぎ 

指定期間の満了又は指定の取消し等により市又は次期指定管理者へ業務を引き継

ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するこ

と。なお、業務の引継ぎに要する費用は、現指定管理者の負担とする。 

 

(2) 原状回復義務 

指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは

期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、○○○○

（施設名）の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の

承認を得たときは、この限りでない。 

 

(3) 市による指定の取消し等 

市は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、指定期間満了前に指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

ができることとする。 

ア 指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反したとき。 

イ 指定管理者が市に対し虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告、調査等を拒

んだとき。 

ウ 指定管理者が、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく市の指示に従

わないとき。 

エ  指定管理者が業務に際し不正行為及び不法行為を行ったとき。 

オ  指定管理者が募集要項等に定める資格要件を失ったとき。 
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カ 指定管理者が公募の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

キ 指定管理者の経営状況の悪化等により、業務の継続が不可能又は著しく困難にな

ったと判断されるとき。 

ク 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定管理者から協定締結の解除の申出

があったとき。 

ケ ○○○○（施設名）が、公の施設として廃止されることとなったとき。 

コ  その他指定管理者による業務の継続が適当ではないと市が認めるとき。 

 

(4) 不可抗力による指定の取消し等 

市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と判断した場合

は、相手方に対して指定取消し又は業務の全部若しくは一部の停止に関する協議を求

めることができるものとする。協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指

定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。 

 

(5) 指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消し又は業

務の全部若しくは一部の停止が行われた場合は、市に生じた損害は指定管理者が賠

償することとする。 

イ 指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如何

を問わず、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、○○○○（施設名）の業務を遂行

できるよう、引継ぎを行うものとする。 

 

 

１７ 協定・監査等 

(1) 協定の締結 

市と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する事項等について、申請時に

提出した事業計画及び書類審査、面接審査の際の質疑応答などにおいて明確化した事

項に基づいて協議の上、協定を締結する。 

ア 協定の主な内容 

協定に定める事項は、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例（平成１７年美濃加茂市条例第１８号）第７条第２号各号に規定するものの

ほか、リスクの管理・責任分担等に関する事項とする。 

イ 協定の変更 

指定管理業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたと

きは、協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。 

 

(2) 立入り検査 
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市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実地について検査を行

う。指定管理者は、合理的な理由無く、これを拒否できないこととする。 

 

(3) 監査への対応  

指定管理者は、市監査委員及び岐阜県監査委員が市の事務を監査するに当たり、実

地調査及び必要な記録の提出を求められたときは、誠実かつ迅速に対応すること。 

 

 

１８ 個人情報の保護、法令等の遵守 

(1) 個人情報の保護 

ア 指定管理者は、指定管理業務を行う場合における個人情報の取扱いについて、個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項第２号の規

定により、市と同様の安全管理措置義務を負うものとする。 

イ 指定管理者は、指定管理業務に関し知り得た個人情報を取り扱う場合について

は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

ウ 指定管理者は、指定管理業務において保有する個人情報について、本人から開

示、訂正、利用停止等の請求があった場合については、個人情報の保護に関する法

律の例により、適切に処理するものとする。 

エ 指定管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得

た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな

い。なお、個人情報の保護に関する法律の規定に違反した場合については、指定管

理者の従事者又は従事者であった者のほか指定管理者についても、個人情報の保護

に関する法律に規定する罰則規定が適用になる。 

 

(2) 情報の公開 

指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり保有することとなる情報のうち、個人

情報以外のものについては、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美濃加茂市条例第

２０号）第２１条の規定により必要な措置を講ずるよう努めるものとする。また、当

該業務を行うに当たり保有する情報について、市から提供を求められたときは、これ

に応じなければならない。 

 

(3) 守秘義務 

指定管理者及びその従業員は、管理の業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その指定管理者でなくなった後及びその従業員でなくなった後も、同様とする。 

 

(4) 法令等の順守 
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○○○○（施設名）の管理運営に当たっては、次に掲げる法令等を順守しなければ

ならない。 

（遵守すべき関係法令等を記載） 

 ＜関係法令、規則・規定等＞ 

・ 地方自治法 

・ ○○○○法及び関係法令 

・ 個人情報の保護に関する法律 

・ 労働関係法令（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４

年法律第１３７号）、労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）、労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）等） 

・ 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消

防法（昭和２３年法律第１８６号）、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）、水

道法（昭和３２年法律第１７７号）等） 

・ ○○○○施設の設備及び運営に関する基準（昭和○○年○○省令第○○号） 

・ ○○○○ガイドライン（平成○○年○○省策定） 

・ 岐阜県○○○○施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成○○年岐阜

県条例第○○号） 

・ 美濃加茂市○○○○の設置及び管理に関する条例 

・ 美濃加茂市○○○○の設置及び管理に関する条例施行規則 

・ 美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

・ 美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

・ 美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年美濃加茂市条例第１

号） 

・ 美濃加茂市情報公開条例 

＜計画・施策等＞ 

・ 美濃加茂市第○次総合計画 

・ 美濃加茂市○○○○計画 

・ 美濃加茂市地域防災計画 

・ その他○○○○（施設名）の管理運営に関係する計画 

 

 

１９ その他留意事項 

(1) 管理の業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、指定管理業務を第三者に委託し、又は請負わせることはできない。

ただし、その一部について、あらかじめ市と協議の上、市が認めた場合はこの限りで

はない。 
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(2) 協議 

本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び記載のない事項については、必要に応じて

市と指定管理者が協議のうえ、別に定める。 

 

※その他に留意事項がある場合は（1）に記載し、（1）（2）を繰り下げること。 
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 資料７ 募集の告示・指定管理者募集要項（ひな型） 

 

美濃加茂市告示第○○号 

 

   〇〇〇〇（施設名）指定管理者の公募について 

 

美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年美濃加茂

市条例第１８号）第２条の規定により、〇〇〇〇（施設名）の指定管理者を公募すること

について、次のとおり告示する。  

 

元号○○年○○月○○日  

 

美濃加茂市長  ○ ○ ○ ○   

 

１ 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要 

(1) 施設の名称  〇〇〇〇（施設名） 

(2) 施設の所在地 美濃加茂市○○○町○○○○○○番地 

(3) 設置目的   （施設の設置目的を記載） 

(4) 施設の規模及び概要 

ア 敷地面積 ○，○○○．○○平方メートル 

イ 延床面積 ○，○○○．○○平方メートル 

ウ 施設概要 （当該施設の建物・その他施設の概要を記載） 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 （設置管理条例に規定する指定管理者が行う業務を記載） 

指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとし、業務の詳細は別紙「○○○○（施設

名）指定管理業務仕様書」のとおりとする。 

(1) 〇〇〇〇（施設名）の使用許可に関する業務 

(2) 〇〇〇〇（施設名）の利用に係る利用料金の徴収に関する業務 

(3) 〇〇〇〇（施設名）の維持管理に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか、美濃加茂市長が必要と認める業務 

 

３ 指定管理者が管理する期間 

  元号○年○月○日から元号○年○月○日まで（○年間） 

 

４ 指定を受けるために必要な資格等 

（指定管理者の応募に必要な資格等を記載） 

応募者は、次の要件を満たすものとする。 
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(1) 法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。 

※共同事業体の応募を可とする場合 

(1) 法人その他の団体（以下「団体」という。）又は複数の団体により構成されるグル

ープ（以下「共同事業体」という。）であること。 

(2) 次のいずれにも該当しない団体であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、市

における一般競争入札の参加を制限される団体（法人以外の団体にあっては、当該

団体の代表者が該当する場合を含む。） 

イ 当該団体の原因により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１１項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から起算して２年を経

過しない団体 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体（団体の役員、

代表者及び構成員が該当する場合を含む。） 

エ 国税及び地方税に滞納がある団体（法人以外の団体にあっては、当該団体の代表

者が該当する場合を含む。） 

(3) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

※指定管理者となる団体に必ずしも法人格は必要ないため、当該施設の管理運営に特定の法人

格が必要な場合は、必ず明記すること。 

 

５ 申請に必要な書類 

提出書類（指定申請書、提案書等）は、別紙「○○○○（施設名）指定管理者募集要項」

のとおりとする。 

 

６ 申請期間 

元号○年○月○日（○）から元号○年○月○日（○）まで（土日・祝日を除く。）の

午前９時から午後４時４５分まで 

 

７ その他市長が必要と認める事項 

  公募の詳細は、別紙「○○○○（施設名）指定管理者募集要項」による。 

 

８ 問い合わせ先 

美濃加茂市 ○○○○部○○○○課 

〒５０５－８６０６ 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

ＴＥＬ：０５７４－２５－２１１１（内線○○○, ○○○） 

E-mail：○○○○@city.minokamo.lg.jp 

開庁時間：午前８時４５分から午後４時４５分まで（土日・祝日を除く。） 

  

mailto:kodomo@city.minokamo.lg.jp
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○○○○（施設名）指定管理者募集要項 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元号○年○月 
美濃加茂市 

 

留意事項 

・募集要項の作成に当たっては、基本協定書、業務仕様書等の内容と矛盾が生じないよう

に留意すること。なお、矛盾がある場合は、基本協定書、年度協定書、仕様書、募集要項

等の順にその解釈が優先されることとなる。 
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○○○○（施設名）指定管理者募集要項 

 

美濃加茂市（以下「市」という。）は、○○○○（施設名）（以下「○○○」という。）の

設置目的を効率的かつ効果的に達成するため、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例（平成１７年美濃加茂市条例第１８号）第２条の規定により、○○

○○（施設名）の管理運営を行う指定管理者を次のとおり募集する。 

 

１ 施設の概要 

(1) 施設の名称  〇〇〇〇（施設名） 

(2) 施設の所在地 美濃加茂市○○○町○○○○○○番地 

(3) 設置目的   （施設の設置目的を記載） 

(4) 施設の規模及び概要 

ア 敷地面積 ○，○○○．○○平方メートル 

イ 延床面積 ○，○○○．○○平方メートル 

ウ 施設概要 （当該施設の建物・その他施設の概要を記載） 

エ 利用実績等 （当該施設の利用者数や維持管理運営コスト（収入・支出）を記載） 

※すでに指定管理を導入している施設については、市 HP で公開している「指定管理者運営状況調

書（ガイドライン別紙４）」を添付することでも可。 

 

２ 業務の内容及び基準 （設置管理条例に規定する指定管理者が行う業務を記載） 

指定管理者が行う業務は次のとおりとし、業務の詳細及び基準は別紙「○○○○（施設

名）指定管理業務仕様書（以下「業務仕様書」という。）」のとおりとする。 

(1) 〇〇〇〇（施設名）の使用許可に関する業務 

(2) 〇〇〇〇（施設名）の利用に係る利用料金の徴収に関する業務 

(3) 〇〇〇〇（施設名）の維持管理に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか、美濃加茂市長が必要と認める業務 

 

３ 指定期間 

 元号○年○月○日から元号○年○月○日まで（○年間） 

 

４ 役割分担及び危険負担 

 ○○○○（施設名）の管理運営に関する指定管理者と市の役割分担及び危険負担は、業

務仕様書のとおりとする。ただし、業務仕様書に定める事項に疑義がある場合又は定めの

ない事項が生じた場合は、指定管理者と市が協議のうえ、役割分担及び危険負担を定める

ものとする。 

 

５ 応募者の参加資格 
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（指定管理者の応募に必要な資格等を記載） 

応募者は、次の要件を満たすものとする。 

(1) 法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。 

※共同事業体の応募を可とする場合 

(1) 法人その他の団体（以下「団体」という。）又は複数の団体により構成されるグル

ープ（以下「共同事業体」という。）であること。 

(2) 次のいずれにも該当しない団体であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、市

における一般競争入札の参加を制限される団体（法人以外の団体にあっては、当該

団体の代表者が該当する場合を含む。） 

イ 当該団体の原因により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１１項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から起算して２年を経

過しない団体 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体（団体の役員、

代表者及び構成員が該当する場合を含む。） 

エ 国税及び地方税に滞納がある団体（法人以外の団体にあっては、当該団体の代表

者が該当する場合を含む。） 

(3) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(4) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

※指定管理者となる団体に必ずしも法人格は必要ないため、当該施設の管理運営に特定の法人

格が必要な場合は、必ず明記すること。 

 

６ 失格要件 

 指定申請書を提出してから指定管理者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当し

たときは、当該応募者を失格とし、審査の対象から除外するものとする。この場合におい

て、市は当該応募者に対して、失格の理由を付して文書で通知するものとする。 

(1) 参加資格要件を満たさないこととなったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

(3) 一つの応募者が複数の提案を行ったとき。 

(4) 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

(5) 指定申請書、提案書等に虚偽の内容が記載されているとき。 

(6) 応募者が不渡手形又は不渡小切手を出したとき。 

(7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請等により、契約の履行が困難

と認められる状態に至ったとき。 

(8) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

(9) 著しく信義に反する行為があったとき。 
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７ 応募に関する留意事項 

(1) 応募者は、指定申請書の提出をもって本募集要項の記載内容を承諾したものとみな

す。 

(2) 応募に関して必要な費用は、応募者の負担とする。  

(3) 提案した内容は、実現を約束したものとみなす。  

(4) 本募集要項に基づき応募者から提出される書類の著作権は、作成者に帰属する。た

だし、採用した提案書等の著作権は、市に帰属する。採用・不採用に関わらず、市は本

募集の報告、公表等のために必要な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できる。 

(5) 本募集要項に基づき応募者から提出される書類は、提出期間に限り補正することが

できる。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、その理由のいかん

に関わらず提出書類の返却はしない。 

(6) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞き取り

調査を行うことがある。 

(7) 本募集に係る情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年

美濃加茂市条例第２０号）に基づき、提出書類を公開することがある。 

 

８ スケジュール 

（募集から指定管理開始までのスケジュールを記載） 

※募集に当たっては、民間事業者等の準備期間を充分に確保し、関係住民に対する周知を図るた

めに１ヶ月以上の公募期間を設けることに留意すること。 

 

項目 実施日・期限等 

募集要項の公表 元号○年○○月○○日（○） 

事前説明会・現地見学会の

参加申込受付 

元号○年○○月○○日（○）午前９時から 

元号○年○○月○○日（○）午後４時４５分まで 

事前説明会・現地見学会の

開催 

元号○年○○月○○日（○）午前・午後○時から 

質問の受付 元号○年○○月○○日（○）午前９時から 

元号○年○○月○○日（○）午後４時４５分まで 

質問の回答 元号○年○○月○○日（○） 

指定管理者指定申請書等の

受付 

元号○年○○月○○日（○）午前９時から 

元号○年○○月○○日（○）午後４時４５分まで 

第１次審査（書類審査） 元号○年○○月○○日（○） 

※応募者が５団体以下の場合は省略する場合があ

る。 

第１次審査結果の通知 元号○年○○月○○日（○） 

第２次審査（プレゼンテー 元号○年○○月○○日（○） 
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ション及びヒアリング） 

最優先候補者の決定、通知 元号○年○○月上旬・中旬・下旬 

協定協議・仮協定の締結 元号○年○○月上旬・中旬・下旬 

※必要に応じて仮協定を締結する。 

指定管理者の指定の議決 元号○年○○月 

指定管理者の指定の通知・

告示 

元号○年○○月 

基本協定の締結 元号○年○○月（仮協定を締結する場合は、指定の

議決日） 

指定管理者による管理開始 元号○年４月１日（○） 

 

９ 事前説明会・現地見学会の開催 

※必要に応じて説明会や現地見学会等を開催する。 

事前説明会・現地見学会を次のとおり開催する。参加希望の団体は、元号○年○○月○

○日（○）午前９時から元号○年○○月○○日（○）午後４時４５分までに、団体の名称

及び参加する者の氏名、連絡先を担当まで連絡すること。※E-mail での提出を求める場合は

その旨を記載 

(1) 事前説明会・現地見学会 元号○年○○月○○日（○）午前・午後○時から午前・午

後○時まで 

(2) 開催場所 ○○○○○○○○○○ 

(3) 連絡先 美濃加茂市○○○○部○○○○課 

         ＴＥＬ ０５７４－２５－２１１１（内線○○○, ○○○） 

担当者 ○○、○○  

E-mail：○○○○@city.minokamo.lg.jp 

 

１０ 質問の受付・回答 

(1) 提出方法 

質問がある場合は、団体名、担当者名、担当者連絡先及び質問内容を質問書（様式第

１５号）に簡潔にまとめ、E-mail で提出するものとし、送信時には必ず開庁時間内に

電話で受信の確認を行うものとする。 

(2) 提出先 美濃加茂市○○○○部○○○○課 

ＴＥＬ ０５７４－２５－２１１１（内線○○○, ○○○） 

E-mail ○○○○@city.minokamo.lg.jp 

担当者 ○○、○○  

(3) 受付期間 元号○年○○月○○日（○）午前９時から元号○年○○月○○日（○）

午後４時４５分まで 

※質問の受付期間の設定に当たっては、民間事業者等が十分な検討を行うことができるよう期間

mailto:kodomo@city.minokamo.lg.jp
mailto:kodomo@city.minokamo.lg.jp
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を十分に確保すること。 

(4) 回答方法   

質問とその回答は、元号○年○○月○○日（○）にまとめて市ホームページで公表す

る。なお、質問の内容によっては回答しない場合があり、軽易な事項（募集要項の記載

内容の確認等）については、その都度、個別に回答することがある。 

※質問に対する回答は、民間事業者等のノウハウや創意工夫に関する事項を除き、市ホームペー

ジにて内容を公表すること。 

 

１１ 指定管理者指定申請書、提案書等の提出 

(1) 提出書類   

指定申請書、提案書等の提出書類は、次のとおりとする。なお、各様式を補完する書

類の添付は妨げないものとし、次に掲げる書類とは別に提出する。 

番号 書  類  名 様式番号 要提出 

１ 指定管理者指定申請書 様式第１号 ○ 

２ 〇〇〇〇（施設名）の管理に係る事業計画書 様式第２号 ○ 

３ 〇〇〇〇（施設名）の管理に係る収支予算書 様式第３号 ○ 

４ 団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 任意様式 ○ 

５ 団体の役員名簿、組織体系その他団体の概要を示す書類 任意様式 ○ 

６ 
法人の登記事項証明書 ※団体が法人の場合 

代表者の住民票の写し ※団体が法人以外の場合 
― ○ 

７ 
申請を行う日の属する事業年度の団体の事業計画書及

び収支予算書 
任意様式 ○ 

８ 

直近事業年度の団体の事業報告書及び財務諸表 

※現事業年度に設立された団体にあっては、その設立時

における事業計画書及び財産目録 

任意様式 ○ 

９ 誓約書 様式第４号 ○ 

１０ 
国税及び地方税に滞納がないことを明らかにする書類 
※証明書は、募集の告示の日（元号○年○○月○○日
（○））以後に交付されたものに限る。 

― ○ 

１１ 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
※指定を受けるために必要な資格等が定められているときは、その資格

等を有していることを明らかにする書類の提出を求めること。 

― ○ 

１２ 

提案書 

①施設の設置目的に関する提案書 様式第５号 ○ 

②利用者の平等な利用に関する提案書 様式第６号 ○ 

③実施事業のサービス向上、利用者数・稼働率向上に関

する提案書 
様式第７号 ○ 

④施設の維持管理運営経費縮減に関する提案書 様式第８号 ○ 

⑤物的能力及び人的能力に関する報告書・提案書 様式第９号 ○ 
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⑥危機管理能力に関する提案書 様式第１０号 ○ 

⑦地域との協働等に関する提案書 様式第１１号 ○ 

⑧その他〇〇〇〇（施設名）の管理が適正に行われるこ
とに関する提案書 

様式第１２号 ○ 

１３ 見積書 様式第１３号 ○ 

１４ 団体案内のパンフレット 任意様式 ※1 

１５ 不測の事態発生時の独自の対応マニュアル 任意様式 ※2 

１６ 〇〇〇〇事業の実施に係る独自のマニュアル 任意様式 ※2 

※共同事業体を組成して応募する場合 

１７ 共同事業体協定書 ※3 任意様式 ○ 

１８ 共同事業体による申請等に関する委任状  様式第１４号 ○ 

※1 団体案内のパンフレットがない場合は、提出不要 
  ※2 独自のマニュアルがある場合のみ提出 
  ※3 別添資料を参考に作成すること。 

 

(2) 提出先 美濃加茂市○○○○部○○○○課  ※持参に限る 

(3) 受付期間 元号○年○○月○○日（○）から元号○年○○月○○日（○）まで（土

日・祝日を除く。）の午前９時から午後４時４５分まで 

(4) 提出部数 ○○部（正本１部、副本○○部） 

（適宜、様式やページ数などの条件を記載） 

ア Ａ４判、両面印刷、ステープラー留めとする。 

イ ファイル綴じ込み等製本はしないこと。 

ウ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上とすること。 

エ 提案書は、①から⑧まで各ページの下部中央にページ番号（通し番号）を付すこと。

表紙を１ページ目とする。 

※応募者名を非公開にして審査を実施する場合は、次の条件を記載 

オ ○○部のうち、正本（１部）以外の副本（○○部）には、応募者が特定できる語句

及びマーク等を記載してはならない。 

 

１２ 共同事業体が応募する場合の留意事項 

※「共同事業体」とは、複数の団体が共同して特定の事業を営むことを目的に結成された事業組織

を指す。構成団体が、共同して管理運営に携わり、それぞれが得意とする分野で能力やノウハウ

を最大限に発揮することで、多様化する市民ニーズへの迅速な対応、市民サービスの向上、利

用者数・稼働率の向上及び管理経費の縮減・費用対効果の向上が可能となる場合は、共同事

業体を指定管理者として選定できる。  

（共同事業体の応募を可とする場合は、以下の留意事項を記載し、「12 審査委員会による審

査」以降を１つずつ繰り下げる） 
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共同事業体を組成して応募する場合は、次の事項に留意すること。 

(1) 代表団体の選定等 

ア 応募者は、構成団体の中から代表団体を定め、指定申請書にて明らかにすること。 

イ 代表団体は、本募集への応募手続、優先交渉権者（最優先候補者）となった場合に

おける協定に関する協議等市との調整・協議等における窓口役を担うとともに、共同

事業体を代表して協定の締結を行うものとする。 

ウ 指定管理業務を行う上での構成団体の役割、業務分担等を、事前に明確にするこ

と。 

エ 共同事業体の組織及び編成、指定管理業務の履行に関する基本事項、資金管理方法

その他の共同事業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について決定する運営委

員会を、全ての構成団体をもって設けること。 

(2) 構成団体の要件 

共同事業体を組成する全ての構成団体が応募資格等の要件を満たしていない場合は、

応募することができない。 

(3) 共同事業体協定書及び委任状の提出 

ア (1)の事項を担保するために、あらかじめ構成団体間で「共同事業体協定書」（任意

様式：添付資料〇参考）を締結し、指定申請書等の提出時に副本を１部提出すること。 

イ 指定管理料の請求、受領等の権限を代表団体に委任する「共同事業体による申請等

に関する委任状」（様式第１４号。以下「共同事業体委任状」という。）を提出するこ

と。 

ウ 共同事業体協定書における構成団体の役割、業務分担等は、あくまでも共同事業体

内部にとどまるものであり、市への責任については連帯債務と同様の考え方により

共同事業体の全ての構成団体が負うものとする。 

(4) 応募における必要書類の提出 

ア 指定管理者指定申請書（様式第１号）、事業計画書（様式第２号）、収支予算書（様

式第３号）、提案書（様式第５号～第１２号）、見積書（様式第１３号）、共同事業体

協定書（副本）及び共同事業体委任状（様式第１４号）は、代表団体が代表して作成

し、提出すること。 

イ その他必要な書類（各種証明書、事業報告書、誓約書（様式第４号）等）は、全て

の構成団体の書類を代表団体が取りまとめて提出すること。 

(5) その他応募における留意事項 

ア 応募の受付期間経過後の構成団体の変更は認められない。 

イ 同時に複数の共同事業体の構成団体となることはできない。 

ウ 単独で応募した団体は、他の共同事業体の構成団体となることはできない。 

エ 共同事業体の構成団体は、単独で応募することはできない。 

 

１２ 審査委員会による審査 
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本募集における審査（第１次審査及び第２次審査）は、○○○○○（施設名）指定管理

者候補者選定審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 

１３ 審査方法   （審査委員会で決定した具体的な審査方法を記載） 

(1) 参加資格の確認（提出書類確認） 

参加資格の有無を確認し、参加資格を有しない応募者に対しては、その結果を元号○

年○月〇日（○）までに書面により通知（発送）する。 

(2) 第１次審査（書類審査） 

ア 審査委員会は、提案書等について、「１４ 審査基準」に示す審査基準に従って評

価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位５団体を選考する。ただし、応募者が

５団体以下のときは第１次審査を省略することがある。 

イ 市は、第１次審査の点数を第１次審査の通過／非通過の決定のみに利用し、第２次

審査においては利用しない。 

ウ 第 1 次審査の結果は、元号○年○月〇日（○）までに全応募者に書面により通知

（発送）する。 

(3) 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

ア 審査委員会は、第１次審査において通過した応募者を対象に、１団体ずつプレゼン

テーション及びヒアリングによる審査を行う。なお、審査の順番については指定申請

書の受付順とし、説明者は主たる担当者を含めて１団体○人以内とする。 

イ プレゼンテーションについては○○分以内、ヒアリングについては○○分以内と

する。 

ウ 開始時間及び場所は、第１次審査通過団体に別途通知する。 

エ 応募者は、提案書等の内容を説明するためにパソコン、プロジェクター、スクリー

ン等を使用することができる。これらを使用する場合は事前にその旨を市に連絡す

ること。なお、スクリーン及び電源コンセントは市が用意し、それ以外に必要な機材

（パソコン、プロジェクター、ポインター、ケーブル等）は応募者が準備すること。 

（4）得点の計算方法等（第１次審査及び第２次審査共通） 

※得点の計算方法は、主に次の 3 種類が考えられる。採用する計算方法を募集要項に記載す

ること。 

A.審査委員全員の採点の合計点または平均点を求める方法 

B.最高点及び最低点を付けた委員の採点を除いた上で、合計点または平均点を求める方法 

C.評価項目ごとに最高点及び最低点を除いた上で、合計点または平均点を求める方法 

（例：A の合計点を採用する場合） 

ア 各審査委員が審査基準に基づいて採点を行い、合計点を応募者の得点とする。 

（例：B の平均点を採用する場合） 

ア 各審査委員が審査基準に基づいて採点を行い、最高点及び最低点を除いた点数の

平均点を応募者の得点とする。 
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（例：C の合計点を採用する場合） 

ア 各審査委員が審査基準に基づいて採点を行い、評価項目ごとに最高点及び最低点

を除いた点数の合計点を応募者の得点とする。 

※最低基準点は 60％～70％の範囲で設定し、1 団体のみが応募した場合の取扱いを明記する

こと 

イ 第１次審査及び第２次審査の最低基準点は満点の○○％とする。 

※１団体のみが応募した場合でも、最低基準点を満たさない場合は指定管理者に選

定されない。 

※得点が同点となった場合の取り扱いを明記すること。最高点及び最低点を含めた点数、指定

管理料の提案価格、審査委員の多数決等様々な方法が考えられるが、審査基準において配

点のウエイトを重く設定した重要な評価項目の点数が高い応募者を上位とすることが望ましい。 

ウ 得点が同点となった場合は、「１４ 審査基準」に定める「○○○○○○○○○」及

び「○○○○○○○○○」の評価項目の合計点数が高い応募者を上位とする。この場

合における合計点数の算出方法は、○○○○○○○○○（例：アに定める方法に準じ

るもの）とする。 

※応募者名を非公開にして審査を実施する場合は、エを記載 

エ 審査委員会による審査は、応募者名を非公開にして実施するため、プレゼンテーシ

ョン及びヒアリングにおいて、応募者が特定できる語句、マーク等を使用しないよう

留意すること。 

(5) 審査の結果 

第２次審査の結果は、庁内会議に諮り、最終的な決定を受けた後、全応募者に書面で

通知する。また、最終審査結果（最優先候補者及び次点者の名称、全応募者の採点結果）

は、市のホームページ上でも公表する。 

 

１４ 審査基準  （審査委員会で決定した具体的な審査基準を記載） 

審査における評価項目及び配点は次のとおりとする。 

※「選定の判断基準（ガイドライン p.26）」に基づき、「審査基準の標準例（ガイドライン p.27）」を参考

に各施設の設置目的や特性に応じて、施設ごとに評価項目及び配点を設定すること。なお特に

重要な評価項目については、配点のウエイトを重くし、第 1 次審査と第 2 次審査の配点が異なる

場合は、「（第１次審査〇〇点、第２次審査〇〇点）」とすること。 

※「審査基準・採点表」を別途作成すること。（「資料８ 審査基準・採点表（ひな型）」参照） 

(1) 〇〇〇〇（施設名）の設置目的が十分に達成されること。（○○点） 

・ 事業計画は〇〇〇〇（施設名）の効用を最大限に発揮し、設置目的に沿った成果

が十分に得られるものであるか。 

(2) 利用者の平等な利用が確保されること。（○○点） 

・ 〇〇〇〇（施設名）における利用者の平等な利用について、適切な方策がとられ

ているか。（不当な差別的取扱いの禁止等） 
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(3) 〇〇〇〇（施設名）における実施事業に関する能力及びノウハウがあり、サービス

の向上、利用者数・稼働率の向上が図られること。（○○点） 

① 仕様書に定められた業務、年間の事業計画等について、効果的・効率的に実施す

るための具体的な提案がされているか。 

② 利用者へのサービス向上（自主事業等）に関する具体的な提案がされているか。

自主事業において収益が見込まれる場合は、その収益の一部を利用者に還元する具

体的な取組み（施設投資を含む。）が提案されているか。 

③ 〇〇〇〇（施設名）の利用促進（広報、営業等）に関する具体的な提案がされて

いるか。 

④ 利用者の要望、苦情等を適切に把握・対応し、サービス向上につなげる具体的な

提案がされているか。 

(4) 〇〇〇〇（施設名）の維持管理・運営に関する能力及びノウハウがあり、維持管理

運営経費の縮減、費用対効果の向上が図られること。（○○点） 

① 〇〇〇〇（施設名）の収支計画は適切かつ実現可能な内容となっているか。（過

大な収支が見込まれている。必要な経費が支出に計上されていない等不適切な点は

ないか。） 

② 維持管理運営経費の縮減及び費用対効果の向上を図る具体的な提案がされてい

るか。 

③ 指定管理料の上限額に対する提案価格（経費縮減効果） 

(5) 〇〇〇〇（施設名）の維持管理・運営及び事業を安定的に実施するために必要な物

的能力及び人的能力を有していること。（○○点） 

① 過去の決算、業績等から経営状況は良好であるか。 

② 同種施設の運営実績があり、維持管理・運営に関するノウハウがあるか。 

③ 事業計画を実施するために適正な管理体制が組織され、管理責任者が明確に示さ

れているか。 

④ 業務遂行に必要な資格者、経験者及び人員の配置が確保されているか。 

⑤ 職員研修に関する方針及び計画が具体的に示されているか。 

⑥ 労働法令、その他関係法令等を遵守する体制・仕組みが整えられているか。 

(6) 危機管理体制が整備されていること。（○○点） 

① 緊急時・災害時の対応策や連絡体制が明確に示されているか。 

② 利用者及び職員の安全管理に関する体制・仕組みが適切に整えられているか。 

③ 個人情報の管理体制が適切に整えられているか。 

(7) 地域との協働等が図られていること。（○○点） 

① 地域・ボランティア団体等との連携及び協働に関する具体的な提案がされている

か。 

② 市民の就労促進に寄与し、物品の調達、外部委託等について市内事業者に配慮し

ているか。 
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(8) その他〇〇〇〇（施設名）の管理が適正に行われること。（○○点） 

① まちづくりに配慮した事業活動が計画されているか。 

② 環境に配慮した事業活動が計画されているか。 

※更新時の場合は、審査基準に以下の「モニタリング結果の反映」を必ず追加すること 

(9) モニタリング結果の反映（-〇〇～+〇〇点） 

更新時の選定の際に現に管理を行っている指定管理者が応募した場合は、モニタリ

ング結果に基づき加点又は減点を行うことで、これまでの管理運営の実績を反映させ

るものとする。 

ア 対象となるモニタリング結果 

指定初年度から公募前年度までの「担当課の期末モニタリング結果」及び「指定管

理者評価委員会の二次評価結果」 

イ 評価点 

モニタリング結果（総合評価） 評価点 

Ａ （優良） ＋10 点 

Ｂ （良好） ＋5点 

実績なし（新規応募者） ±0点 

Ｃ（課題有） －5点 

Ｄ（要改善） －10 点 

ウ 実績反映ポイントの算出方法 

(ｱ) 指定初年度から公募前年度までの各年度の評価点の平均・・・㋐ 

(ｲ) ㋐を小数点以下第１位四捨五入＝実績反映ポイント 

エ 留意点 

(ｱ) 「担当課の期末モニタリング結果」と「指定管理者評価委員会の二次評価結果」

が異なる場合は、「指定管理者評価委員会の評価結果」を採用することとする。 

（例）担当課の総合評価：Ａ、指定管理者評価委員会の総合評価：Ｂの場合 

⇒「Ｂ（＋5点）」を採用 

(ｲ) 上記評価点（－10 点～＋10 点）は、審査基準の採点表を 200 点満点（実績反映

ポイントを除く。）とした場合であり、100 点満点（実績反映ポイントを除く。）と

した場合は２分の１（－5点～＋5点）とする。 

(ｳ) 実績反映ポイントを加点・減点する場合も、最低基準点は満点（実績反映ポイン

トを除く。）の○○％とする。 

 

１５ 指定管理料等 

※指定管理者が利用料金等収入で指定管理業務に要する経費を賄うことができない施設につい

ては、その差額を指定管理料として支出する。 

※指定管理料の設定に当たっては、指定管理者に行わせる指定管理業務の内容やサービス等の
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要求水準に応じて、指定管理業務に要する経費を積算し、利用料金制を採用する場合には、担

当課が見込む利用料金等収入の積算も行ったうえで、指定管理料の上限額を設定する。なお、

自主事業に係る経費は指定管理料に含まれない。 

●「指定管理料」＝「指定管理業務に要する経費」－「利用料金等収入見込み」 

※指定管理料の上限額の積算に当たっては、直営や委託等の実績を参考にしながら、施設の管

理運営に必要な経費に過不足が生じることがないよう客観的・合理的な積算に努めること。また、

指定管理者による自主的な経営努力を見込むとともに、過度に指定管理料を削減し、サービス

の質の低下を招くことがないよう十分に留意すること。 

  

(1) 〇〇〇〇（施設名）の指定管理業務に係る指定管理料の上限額は下記のとおりとす

る。 

 

    元号○年度    ○○○，○○○千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    元号○年度    ○○○，○○○千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

元号○年度    ○○○，○○○千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

元号○年度    ○○○，○○○千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

元号○年度    ○○○，○○○千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     合  計    ○○○，○○○千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

(2) 応募段階での見積金額（提案価格）が上記の上限額を超える提案については、その

段階で失格となる。 

(3) 市は指定管理料の上限額について、債務負担行為として予算計上する。 

(4) 見積書（様式第１３号）において提示のあった金額（提案価格）に基づき、年度ごと

に指定管理者と協議を行い、予算額の範囲内で指定管理料を決定する。 

(5) 市は協定で定められた支払方法により、指定管理者からの請求に応じて指定管理料

を支払うものとする。 

(6) 〇〇〇〇（施設名）における利用料金は、〇〇〇〇（施設名）の設置及び管理に関す

る条例（元号○○年美濃加茂市条例第○○号）第○○条に定める利用料金とし、指定管

理者の収入とする。 

 

１６ 指定管理者の決定及び協定の締結 

(1) 第２次審査の最高得点者を〇〇〇〇（施設名）指定管理者の最優先候補者とし、協

定締結の協議を行う。ただし、当該協議が不調のときは、次に得点の高い応募者（次点

者）と協定に関する協議を行う。 

(2) 協定内容（指定管理料の額、業務内容、リスク分担等）は、業務仕様書、提案書等に

基づいて協議の上決定するものとし、当初仕様書に変更が生じる可能性があることか

ら柔軟に対応すること。ただし、選定されなかった応募者との間で不公平な取扱いと
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ならないよう、業務仕様書に規定された基本的な事項については修正しないものとす

る。 

(3) 協定に関する協議の後、必要に応じて議会の議決前に仮協定を締結する。なお、議

会の議決が得られない場合は、仮協定は無効となり、双方ともに損害賠償請求権は発

生しないものとする。 

(4) 指定管理者は、元号○○年１２月美濃加茂市議会の議決を経て指定する。指定の通

知・告示後、本協定（基本協定及び年度協定）を締結する。 

 

１７ 業務の引継ぎ 

現指定管理者と異なる団体が指定管理者に指定された時は、指定後速やかに市及び現指

定管理者と業務の引継ぎの時期、内容等について調整を行い、確実に業務の引継ぎを行う

こと。 

なお、業務の引継ぎに要する費用は現指定管理者が負担することとし、資材・人材の確

保等準備行為に要する費用は次期指定管理者の負担とする。 

 

１８ その他 

本募集において使用する言語は日本語、通貨単位は円、単位は計量法（平成４年法律第

５１号）に定めるもの、時刻は日本標準時とする。 

 

１９ 問い合わせ先 

美濃加茂市 ○○○○部○○○○課（担当者：○○○、○○○） 

〒５０５－８６０６ 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

ＴＥＬ：０５７４－２５－２１１１（内線○○○, ○○○） 

E-mail：○○○○@city.minokamo.lg.jp 

開庁時間：午前８時４５分から午後４時４５分まで（土日・祝日を除く。） 

 

２０ 別添資料 

別添１：○○○○（施設名）指定管理業務仕様書（備品リスト含む） 

別添２：○○○○（施設名）の管理運営に関する基本協定書（案） 

別添３：○○○○（施設名）の管理運営に関する年度協定書（案） 

別添４：共同事業体協定書（ひな型） 

別添５：位置図、配置図、平面図、施設写真等  

別添６：指定管理者管理運営状況調書 

別添○：○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

mailto:kodomo@city.minokamo.lg.jp
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様式第１号（第３条関係） 

 

指定管理者指定申請書 

年  月  日 

 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

 

申請者 

団体名 

団体住所 

代表者名 

連絡先（電話） 

 

 次のとおり、公の施設に係る指定管理者の指定を受けたいので、美濃加茂市公の施設に

係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第３条の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

施設の名称  〇〇〇〇〇〇〇〇 

施設の所在地 美濃加茂市〇〇〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地 

２ 添付書類 

(1) 管理を行おうとする公の施設の事業計画書（様式第２号）及び収支予算書（様式第

３号） 

(2) 前事業年度の収支計算書及び事業報告書又はこれらに相当する書類（現事業年度に

設立された団体を除く。） 

(3) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（現事業年度に設

立された団体にあっては、その設立時における財産目録） 

(4) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類 

(5) 定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては会則等） 

(6) 団体の役員名簿及び組織体系を示す書類 

(7) 美濃加茂市公の施設の係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則第３条

第１号から第３号までに該当していないことを記した誓約書（様式第４号） 

(8) 国税及び地方税に滞納がないことを明らかにする書類（証明書は、公募に関する告

示の日以後の交付されたものに限る。） 

(9) 条例第２条第４号に規定する指定を受けるために、必要な資格等が定められている

ときは、その資格等を有していることを明らかにする書類 
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様式第１号（第３条関係） 

※共同事業体の場合 

指定管理者指定申請書 

年  月  日 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

申請者 

共同事業体の名称 

（代表団体） 

団体名 

団体住所 

代表者名 

連絡先（電話） 

 

（構成団体） 

団体名 

団体住所 

代表者名 

 

団体名 

団体住所 

代表者名 

 

 次のとおり、公の施設に係る指定管理者の指定を受けたいので、美濃加茂市公の施設に係る指定

管理者の指定手続き等に関する条例第３条の規定により申請します。 

 

記 

１ 施設の名称及び所在地 

施設の名称  〇〇〇〇〇〇〇〇 

施設の所在地 美濃加茂市〇〇〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地 

２ 添付書類 

(1) 管理を行おうとする公の施設の事業計画書（様式第２号）及び収支予算書（様式第３号） 

(2) 前事業年度の収支計算書及び事業報告書又はこれらに相当する書類（現事業年度に設立され

た団体を除く。） 

(3) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（現事業年度に設立された

団体にあっては、その設立時における財産目録） 

(4) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類 

(5) 定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては会則等） 

(6) 団体の役員名簿及び組織体系を示す書類 

(7) 美濃加茂市公の施設の係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則第３条第１号

から第３号までに該当していないことを記した誓約書（様式第４号） 

(8) 国税及び地方税に滞納がないことを明らかにする書類（証明書は、公募に関する告示の日以

後の交付されたものに限る。） 

(9) 条例第２条第４号に規定する指定を受けるために、必要な資格等が定められているときは、

その資格等を有していることを明らかにする書類  
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様式第２号（第３条関係） 

 

〇〇〇〇（施設名）の管理に係る事業計画書 

 

（    年度～    年度） 

申 

請 

者 

団体名  

団体住所  

代表者名  

連絡先  電話番号  

１ 
管理を行 う 

基本的な方針 

 

２ 

管理を行 う 

人員及び組織 

（職員配置・

研修体制等） 

 

３ 

管理に伴って 

取得した個人 

情報を保護す 

るための措置 

 

４ 

指定期間中に 

実施する事業 

の 内 容 

 

５ そ の 他 
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様式第２号（第３条関係） 

※共同事業体の場合 

〇〇〇〇（施設名）の管理に係る事業計画書 
 

（    年度～    年度） 

申 

請 

者 

共同事業体名  

代表団体名  

代表団体住所  

代表者名  

連絡先  電話番号  

１ 
管理を行 う 

基本的な方針 

 

２ 

管理を行 う 

人員及び組織 

（職員配置・

研修体制等） 

 

３ 

管理に伴って 

取得した個人 

情報を保護す 

るための措置 

 

４ 

指定期間中に 

実施する事業 

の 内 容 

 

５ そ の 他 
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様式第３号（第３条関係） 

 

〇〇〇〇（施設名）の管理に係る収支予算書（   年度） 
 

団体名              

（単位：千円） 

収入合計（Ａ） 内       訳 備    考 

項 

目 

 

  

支出合計（Ｂ）   

項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 

人 件 費 

  

事 務 費 

  

事 業 費 

  

施設管理費 

  

事 務 経 費 

  

収支（Ａ）－（Ｂ）   

 

事業別調書（年度別事業計画書） 

事 業 名 目 的・内容等 実施時期回数 事業費（千円） 

    

※具体的な事業内容を記入してください 
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様式第３号（第３条関係） 

※共同事業体の場合 

〇〇〇〇（施設名）の管理に係る収支予算書（   年度） 
 

共同事業体名              

（単位：千円） 

収入合計（Ａ） 内       訳 備    考 

項 

目 

 

  

支出合計（Ｂ）   

項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 

人 件 費 

  

事 務 費 

  

事 業 費 

  

施設管理費 

  

事 務 経 費 

  

収支（Ａ）－（Ｂ）   

 

事業別調書（年度別事業計画書） 

事 業 名 目 的・内容等 実施時期回数 事業費（千円） 

    

※具体的な事業内容を記入してください 
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様式第４号（第３条関係） 

 

誓     約     書 

 

年  月  日 

 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

 

申請者 

団体名 

団体住所 

代表者名 

連絡先（電話） 

 

 以下の事項にいずれも該当しないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、美濃加

茂市における一般競争入札の参加を制限される団体（法人以外の団体にあっては、当該

団体の代表者が該当する場合を含む。） 

 

２ 当該団体の原因により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１

１項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から起算して２年を経過しない

団体 

 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体（団体の役員、代表者及

び構成員が該当する場合を含む。） 
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様式第４号（第３条関係） 

※共同事業体の場合 

誓     約     書 

 

年  月  日 

 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

 

申請者 

共同事業体名 

団体名 

団体住所 

代表者名 

連絡先（電話） 

 

 以下の事項にいずれも該当しないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、美濃加

茂市における一般競争入札の参加を制限される団体（法人以外の団体にあっては、当該

団体の代表者が該当する場合を含む。） 

 

２ 当該団体の原因により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１

１項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から起算して２年を経過しない

団体 

 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体（団体の役員、代表者及

び構成員が該当する場合を含む。） 
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表紙 

 

（元号○年度～元号○年度） 

 

○○○○（施設名）指定管理者募集 
 

 

提案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募団体名                                
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目  次 
※提案書の様式は、「14 審査基準」に評価項目に沿って作成すること 

番号 書  類  名 様式番号 ページ番号 

① 施設の設置目的に関する提案書 様式第５号  

② 利用者の平等な利用に関する提案書 様式第６号  

③ 
実施事業のサービス向上、利用者数・稼働率向上

に関する提案書 
様式第７号  

④ 施設の維持管理運営経費縮減に関する提案書 様式第８号  

⑤ 物的能力及び人的能力に関する報告書・提案書 様式第９号  

⑥ 危機管理能力に関する提案書 様式第１０号  

⑦ 地域との協働等に関する提案書 様式第１１号  

⑧ 
その他施設の管理が適正に行われることに関す

る提案書 
様式第１２号  

 

 

  ※ページ番号欄に、該当するページ番号を記載すること。 
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様式第５号 

施設の設置目的に関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

◆〇〇〇〇（施設名）の設置目的が十分に達成される事業計画を提案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

・事業計画は、〇〇〇〇（施設名）の効用を最大限に発揮し、設置目的に沿った成果が

十分に得られるものであるか。 
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様式第６号 

利用者の平等な利用に関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

 

◆ 〇〇〇〇（施設名）における利用者の平等な利用を確保するための方策について、提

案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

・〇〇〇〇（施設名）における利用者の平等な利用について、適切な方策がとられてい

るか。（不当な差別的取扱いの禁止等） 
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様式第７号 

実施事業のサービス向上、利用者数・稼働率向上に関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

◆ 〇〇〇〇（施設名）におけるサービス向上、利用者数・稼働率の向上を図る具体的な

取組み、事業計画について、以下の評価項目に沿って提案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

① 仕様書に定められた業務、年間の事業計画等について、効果的・効率的に実施する

ための具体的な提案がされているか。 

② 利用者へのサービス向上（自主事業等）に関する具体的な提案がされているか。自

主事業において収益が見込まれる場合は、その収益の一部を利用者に還元する具体的

な取組み（施設投資を含む。）が提案されているか。 

③ 〇〇〇〇（施設名）の利用促進（広報、営業等）に関する具体的な提案がされている

か。 

④ 利用者の要望、苦情等を適切に把握・対応し、サービス向上につなげる具体的な提

案がされているか。 
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様式第８号 

施設の維持管理運営経費縮減に関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

 

◆ 〇〇〇〇（施設名）の維持管理運営経費の縮減及び費用対効果の向上を図る具体的な

取組み、収支計画について、以下の評価項目に沿って提案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

① 〇〇〇〇（施設名）の収支計画は適切かつ実現可能な内容となっているか。（過大

な収支が見込まれている。必要な経費が支出に計上されていない等不適切な点はない

か。） 

② 維持管理運営経費の縮減及び費用対効果の向上を図る具体的な提案がされている

か。 

③ 指定管理料の上限額に対する提案価格（経費縮減効果） 
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様式第９号 

物的能力及び人的能力に関する報告書・提案書 

 

※ この様式を報告・提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 報告・提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、

やむをえない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

  

◆ 〇〇〇〇（施設名）の維持管理・運営及び事業を安定的に実施するために必要な物的

能力及び人的能力を有していることについて、以下の評価項目に沿って報告・提案し

てください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

① 過去の決算、業績等から経営状況は良好であるか。 

② 同種施設の運営実績があり、維持管理・運営に関するノウハウがあるか。 

③ 事業計画を実施するために適正な管理体制が組織され、管理責任者が明確に示され

ているか。 

④ 業務遂行に必要な資格者、経験者及び人員の配置が確保されているか。 

⑤ 職員研修に関する方針及び計画が具体的に示されているか。 

⑥ 労働法令、その他関係法令等を遵守する体制・仕組みが整えられているか。 
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様式第１０号 

危機管理能力に関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

 

◆ 危機管理体制について、以下の評価項目に沿って提案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

① 緊急時・災害時の対応策や連絡体制が明確に示されているか。 

② 利用者及び職員の安全管理に関する体制・仕組みが適切に整えられているか。 

③ 個人情報の管理体制が適切に整えられているか。 
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様式第１１号 

地域との協働等に関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

 

◆ 地域との協働等について、以下の評価項目に沿って提案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

① 地域・ボランティア団体等との連携及び協働に関する具体的な提案がされているか。 

② 市民の就労促進に寄与し、物品の調達、外部委託等について市内事業者に配慮して

いるか。 
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様式第１２号 

その他〇〇〇〇（施設名）の管理が適正に行われることに関する提案書 

 

※ この様式を提案資料の前頁に添付してください（ページ番号も記す）。 

※ 提案資料の書式については任意書式とします。ただし、原則Ａ４サイズ両面刷りとし、やむを

えない場合に限りＡ３サイズ片面刷りとしてください。 

※ 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上としてください。 

※ ページ数は６ページまでとします。ただし、この様式は、ページ数に含めません。 

 

 

◆ その他〇〇〇〇（施設名）の管理を適正に行うための具体的な取組み、事業計画につ

いて、以下の評価項目に沿って提案してください。 

 

【評価項目（着眼点）】 

① まちづくりに配慮した事業活動が計画されているか。 

② 環境に配慮した事業活動が計画されているか 
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様式第１３号 

  年  月  日 

見   積   書 

 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者職氏名 

担当者氏 名 

連 絡 先 

 

１ 業 務 名   ○○○○（施設名）指定管理業務 

 

２ 指定管理料見積金額（総額） 

 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

金 額           

 

＜内訳＞ 

年 度 金  額 

元号○年度 円   

元号○年度 円  

元号○年度 円  

元号○年度 円 

元号○年度 円 

合 計 円  

＜注意事項＞ 

１ 見積金額の有効数字直前に「￥」を付すこと。 

２ 見積金額（総額）と内訳の合計が合致すること。 

３ 見積書には、消費税（１０％）等全ての経費を含んだ金額を記入すること。 
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様式第１３号（※共同事業体の場合） 

  年  月  日 

見   積   書 

 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

共同事業体名 

（代表団体） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者職氏名 

担当者氏 名 

連 絡 先 

 

１ 業 務 名   ○○○○（施設名）指定管理業務 

 

２ 指定管理料見積金額（総額） 

 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

金 額           

 

＜内訳＞ 

年 度 金  額 

元号○年度 円   

元号○年度 円  

元号○年度 円  

元号○年度 円 

元号○年度 円 

合 計 円  

＜注意事項＞ 

１ 見積金額の有効数字直前に「￥」を付すこと。 

２ 見積金額（総額）と内訳の合計が合致すること。 

３ 見積書には、消費税（１０％）等全ての経費を含んだ金額を記入すること。  
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様式第１４号 

共同事業体による申請等に関する委任状 

    年  月  日 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛  

共同事業体の名称 

（代表団体）所 在 地 

   団体の名称 

   代表者氏名            ㊞ 

施設の名称  

上記施設の指定管理者の公募に参加するため、次のとおり共同事業体を結成し、募集要項に基づき美

濃加茂市との間における次に掲げる事項に関する権限を代表団体に委任します。 

本共同事業体が当該施設の指定管理者として指定された場合は、代表団体及び構成団体は指定管理者

としての業務の遂行及び業務の遂行に伴い本共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を

負います。 

共同事業体の名称  

同事務所の所在地  

共同事業体の代表団体（受任者） 共同事業体の構成団体（委任者） 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

共同事業体の構成団体（委任者） 共同事業体の構成団体（委任者） 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

所 在 地 

団体の名称 

代表者氏名            ㊞ 

共同事業体の成立及

び解散の時期並びに

委任の期間 

本共同事業体は、    年  月  日に成立し、当該施設に係る指定

の期間満了の後 ヶ月を経過する日までは解散することができない。 

ただし、本共同事業体が当該施設の指定管理者として指定されなかったと

きは、指定管理業務に係る協定が締結された日に解散するものとする。 

委任の期間は、本共同事業体が成立した後、解散するまでの間とする。 

委 任 事 項 

１ 指定管理者の指定の申請（応募）に関すること。 

２ 指定管理料等の請求及び受領に関すること。 

３ 指定管理業務等に係る契約（協定）締結に関すること。 

４ 本共同事業体に属する財産の管理に関すること。 

そ の 他 

１ 共同事業体協定書（別紙）に基づく権利義務を第三者に承継又は譲渡す

ることはできない。 

２ 共同事業体協定書（別紙）に定めのない事項については、運営委員会に

おいて定めるものとする 

※共同事業体として公募に参加する場合は、委任状及び共同事業体協定書を提出してください。 

※団体の数が４者を上回る場合は、この作成例に準じて作成してください。 
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様式第１５号 

  年  月  日 

 

質   問   書 

 

美濃加茂市長 ○○ ○○ 宛 

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者職氏名 

担当者氏 名 

連 絡 先 

 

 ○○○○（施設名）指定管理者募集要項、業務仕様書等に関し、以下のことについて質

問がありますので提出いたします。 

 

項  目  

質問内容 

 

 
※ 質問は、本様式１枚につき１問とし、簡潔にまとめて記載してください。 
※ 質問と回答は、市のホームページにおいて公表します。 
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資料８ 審査基準・採点表（ひな型） 
  

配点

10

10

20

20

10

10

10

10

20

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5

5

5

200

-10～+10

190～210

〇〇〇〇（施設名）指定管理者の候補者選定に係る審査基準

１．指定管理者の候補者の選定基準

指定手続条例第４条の規定に基づく選定の判断基準

① 施設の設置目的が十分に達成されること
② 利用者（市民）の平等な利用が確保されること（公共性・公平性の確保）
③ 実施事業に関する能力やノウハウがあり、サービスの向上、利用者数・稼働率の向上が期待できること
④ 施設の維持管理・運営に関する能力やノウハウがあり、管理経費の縮減、費用対効果の向上　（※費用の最小化）が期待できること
⑤ 施設の維持管理・運営及び事業を安定的に実施するために必要な物的能力及び人的能力を有していること
⑥ 危機管理体制が整備されていること
⑦ 地域との協働等が期待できること
⑧ その他公の施設の管理が適正に行われること

２．参加資格の確認（提出書類確認）

確認項目 判断基準

３．審査基準（第１次審査及び第２次審査）※第１次審査と第２次審査の配点等審査基準が異なる場合は、それぞれ作成すること。

選定の判断基準 評価項目（着眼点）

１．施設の設置目的が十分に達
成されること　【10】

①事業計画は施設の効用を最大限に発揮し、設置目的に沿った成果が十分に得られるものである
か。

２．利用者（市民）の平等な利用
が確保されること　【10】

①市民の平等な利用について、適切な方策がとられているか。（不当な差別的取扱いの禁止など）

①募集要項に示す参加資格を満たしているか。 参加資格を満たしていない場合は、審査対象外とする。

②募集要項に示す失格要件に該当していないか。 失格要件に該当があれば失格とし、審査対象外とする。

③提出書類に不備はないか。 必要書類の欠落は失格とし、審査対象外とする。（その他不備の内容により担当課が判断）

５．施設の維持管理・運営及び
事業を安定的に実施するために
必要な物的能力及び人的能力
を有していること　【30】

①過去の決算や業績から経営状況は良好であるか。

②同種施設の運営実績があり、維持管理・運営に関するノウハウがあるか。

③事業計画を実施するために適正な管理体制が組織され、管理責任者が明確に示されているか。

④業務遂行に必要な資格者、経験者及び人員の配置が確保されているか。

⑤職員研修に関する方針や計画が具体的に示されているか。

⑥労働法令、その他関係法令等を遵守する体制・仕組みが整えられているか。

３．実施事業に関する能力やノウ
ハウがあり、サービスの向上、利
用者数・稼働率の向上が図られ
ること　【60】

①仕様書に定められた業務や年間の事業計画等について、効果的・効率的に実施するための具体
的な提案がされているか。

②利用者へのサービス向上（自主事業等）に関する具体的な提案がされているか。自主事業におい
て収益が見込まれる場合は、その収益の一部を利用者に還元する具体的な取組み（施設投資を含
む）が提案されているか。

③施設の利用促進（広報、営業等）に関する具体的な提案がされているか。

④利用者の要望、苦情を適切に把握・対応し、サービス向上につなげる具体的な提案がされている
か。

４．施設の維持管理・運営に関す
る能力やノウハウがあり、維持管
理運営経費の縮減、費用対効果
の向上が図られること　【40】

①収支計画は適切かつ実現可能な内容となっているか。（過大な収支が見込まれている。必要な経
費が支出に計上されていないなど不適切な点はないか。）

②維持管理運営経費の縮減、費用対効果の向上を図る具体的な提案がされているか。

③指定管理料の上限額に対する提案価格（経費縮減効果）

８．その他公の施設の管理が適
正に行われること 【10】

①まちづくりに配慮した事業活動が計画されているか。

②環境に配慮した事業活動が計画されているか。

合計

※更新時の選定のみ
９．モニタリング結果の反映（実
績反映ポイント）【-10～+10】

①本施設の指定管理者としての管理運営実績（担当課のモニタリング結果及び指定管理者評価委
員会の二次評価結果）に応じて加点または減点

６．危機管理体制が整備されて
いること　【30】

①緊急時、災害時の対応策や連絡体制が明確に示されているか。

②利用者及び職員の安全管理に関する体制・仕組みが適切に整えられているか。

③個人情報の管理体制が適切に整えられているか。

７．地域との協働等が図られるこ
と　【10】

①地域・ボランティア団体等との連携や協働に関する具体的な提案がされているか。

②市民の就労促進に寄与し、物品の調達、外部委託等について市内事業者に配慮しているか。

加点・減点後の合計
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評 価 配点20点 配点10点 配点5点 配点３点

S1 特に優れている 19～20点 10点

S2 相当優れている 17～18点 9点

A1 大分優れている 15～16点 8点

A2 少し優れている 13～14点 7点

B1 どちらか言えば優れている 11～12点 6点

B2 どちらかと言えば劣っている 9～10点 5点

C1 少し劣っている 7～8点 4点

C2 大分劣っている 5～6点 3点

D1 相当劣っている 3～4点 2点

D2 完全に劣っている 1～2点 1点

S1

S2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

評価点

＋10点

＋5点

±0点

－5点

－10点

※更新時の公募においては、次のとおりモニタリング結果の反映方法を明記すること

　① 「担当課の期末モニタリング結果」と「指定管理者評価委員会の二次評価結果」が異なる場合は、「指定管理者評価委員会の評価結果」を採用することとす
る。

　（例）担当課の総合評価：Ａ、指定管理者評価委員会の総合評価：Ｂの場合　⇒「Ｂ（＋5点）」を採用

　② 上記評価点（－10点～＋10点）は、審査基準の採点表を200点満点（実績反映ポイントを除く）とした場合であり、100点満点（実績反映ポイントを除く）とした
場合は２分の１（－5点～＋5点）とする。

　③ 実績反映ポイントを加点・減点する場合も、最低基準点は満点（実績反映ポイントを除く）の60％とする。

Ｄ（要改善）

ウ　実績反映ポイントの算出方法

　① 指定初年度から公募前年度までの各年度の評価点の平均・・・㋐

　② ㋐を小数点以下第１位四捨五入＝実績反映ポイント

エ　留意点

モニタリング結果（総合評価）

Ａ　（優良）

Ｂ　（良好）

実績なし（新規応募者）

Ｃ（課題有）

（5） 「９．モニタリング結果の反映」は、次のとおり行う。

・更新時の選定の際に現に管理を行っている指定管理者が応募した場合は、モニタリング結果に基づき加点または減点を行うことで、これまでの管理運営の実績
を反映させるものとする。

ア　対象となるモニタリング結果

・指定初年度から公募前年度までの「担当課の期末モニタリング結果」及び「指定管理者評価委員会の二次評価結果」

イ　評価点

※提案価格の評価としては、次のような方法も考えられるため、審査委員会において最適な評価方法を決定し、明記すること。

（4）提案価格の評価は、次のとおりとする。

・提案価格が最低である応募者に20点を付与する。他の応募者の得点は下の計算式で算出する（少数点以下は切捨て）。

評価点　　＝　　配点数（20点）　　×　　最低提案価格（税込）　　÷　　当該提案価格（税込）

（1）各審査委員が審査基準に基づいて採点を行い、合計点を応募者の得点とする。

（2）最低基準点は、満点（実績反映ポイントを除く）の60％とする。

（3）各評価項目は、次のとおり10段階で評価する。

※得点の計算方法、評価方法等を明記すること

2点

3点

1点

5点

評　　　価　　　基　　　準

Ｓランク 特に優れている

Ａランク 優れている 4点

Ｂランク
優れているとも劣っ
ているとも言えない

3点

Ｃランク 少し劣っている 2点

Ｄランク 劣っている 1点

【指定管理料の上限額に対する提案価格の評価 】

評 価

評　　　価　　　基　　　準

評価詳細提案価格が上限額の範囲内であり、かつ提案内容と提案価格を比較した場合、費用対効果及び本事業の目的達成への寄
与度が優れているか

Ｓランク
特に優れている

相当優れている

Ａランク
大分優れている

少し優れている

Ｄランク
相当劣っている

完全に劣っている

Ｂランク
どちらかと言えば優れている

どちらかと言えば劣っている

Ｃランク
少し劣っている

大分劣っている
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氏名

選定の判断基準 評価項目（着眼点）

１．施設の設置目的が十分
に達成されること　【10】

①事業計画は施設の効用を最大限に発揮し、設置目的に沿った成果が十分に得られるも
のであるか。。

10 10

２．利用者（市民）の平等な
利 用 が 確 保 さ れ る こ と
【10】

①市民の平等な利用について、適切な方策がとられているか。（不当な差別的取扱いの禁
止など）

10 10

①仕様書に定められた業務や年間の事業計画等について、効果的・効率的に実施するた
めの具体的な提案がされているか。

20

②利用者へのサービス向上（自主事業等）に関する具体的な提案がされているか。自主事
業において収益が見込まれる場合は、その収益の一部を利用者に還元する具体的な取組
み（施設投資を含む）が提案されているか。

20

③施設の利用促進（広報、営業等）に関する具体的な提案がされているか。 10

④利用者の要望、苦情を適切に把握・対応し、サービス向上につなげる具体的な提案がさ
れているか。

10

①収支計画は適切かつ実現可能な内容となっているか。（過大な収支が見込まれている。
必要な経費が支出に計上されていないなど不適切な点はないか。）

10

②維持管理運営経費の縮減、費用対効果の向上を図る具体的な提案がされているか 10

③指定管理料の上限額に対する提案価格（経費縮減効果）　※１ 20

①過去の決算や業績から経営状況は良好であるか。 5

②同種施設の運営実績があり、維持管理・運営に関するノウハウがあるか。 5

③事業計画を実施するために適正な管理体制が組織され、管理責任者が明確に示されて
いるか。

5

④業務遂行に必要な資格者、経験者及び人員の配置が確保されているか。 5

⑤職員研修に関する方針や計画が具体的に示されているか。 5

⑥労働法令、その他関係法令等を遵守する体制・仕組みが整えられているか。 5

①緊急時、災害時の対応策や連絡体制が明確に示されているか。 10

②利用者及び職員の安全管理に関する体制・仕組みが適切に整えられているか。 10

③個人情報の管理体制が適切に整えられているか。 10

①地域・ボランティア団体等との連携や協働に関する具体的な提案がされているか。 5

②市民の就労促進に寄与し、物品の調達、外部委託等について市内事業者に配慮してい
るか。

5

①まちづくりに配慮した事業活動が計画されているか。 5

②環境に配慮した事業活動が計画されているか。 5

合計（200点満点中） 200 200

９．モニタリング結果の反映
（実績反映ポイント）【-10
～+10】

①本施設の指定管理者としての管理運営実績（担当課のモニタリング結果及び指定管理者
評価委員会の二次評価結果）に応じて加点または減点　　※２

加点・減点後の合計

※１　提案価格の評価については、審査基準の計算式に基づいて機械的に評価点を算出する。
※２　現在の指定管理者が応募した場合のみ、審査基準に基づいて機械的に実績反映ポイントを算出する。

○○○共同事業体
（E社、F団体）

-10～+10

190～210

社会福祉法人○○○
（B社、B団体）

㈱○○○○
（C社、C団体）

○○○○自治会
（D社、D団体）

７．地域との協働等が図ら
れること　【10】

10

８．その他公の施設の管理
が適正に行われること
【10】

10

５．施設の維持管理・運営
及び事業を安定的に実施
するために必要な物的能
力及び人的能力を有してい
ること　【30】

30

６．危機管理体制が整備さ
れていること　【30】

30

４．施設の維持管理・運営
に関する能力やノウハウが
あり、維持管理運営経費の
縮減、費用対効果の向上
が図られること　【40】

40

配点

〇〇〇〇（施設名）指定管理者の候補者選定に係る
第○次審査　採点表

㈱○○○○
（A社、A団体）

３．実施事業に関する能力
やノウハウがあり、サービス
の向上、利用者数・稼働率
の向上が図られること
【60】

60
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資料９ 指定管理者制度検討対象施設一覧 

施設の種類 

（中分類） 
施設名 

公共施設 
カルテ番号 

民間等 
委託状況 

設置管理条例等 指定管理者制度 

その他教育 

施設 

美濃加茂市学校給食センター 
（あじさい Lunch の森） 

12 
民間委託 

（給食調理） 
学校給食センター設置条例 未指定 

のぞみ教室 83 --- 
のぞみ教室の設置及び管理に関

する条例 
未指定 

集会施設 

美濃加茂市生涯学習センター 13 民間委託 

生涯学習施設の設置及び 

管理に関する条例 

未指定 

太田交流センター 14 民間委託 未指定 

上古井交流センター 15 民間委託 未指定 

山之上交流センター 17 --- 未指定 

蜂屋交流センター 18 --- 未指定 

加茂野交流センター 19 民間委託 未指定 

伊深交流センター 20 --- 未指定 

三和交流センター 21 --- 未指定 

下米田交流センター 22 --- 未指定 

牧野交流センター 23 民間委託 未指定 

文化施設 美濃加茂市文化会館（かも～る） 24 --- 
文化会館の設置及び 
管理に関する条例 

未指定 

図書館 

美濃加茂市中央図書館 25 --- 

図書館設置条例 

未指定 

美濃加茂市東図書館 26 --- 未指定 

※学校給食センターについては、庁舎と同様に住民の利用を目的としない施設であり、一般的には公の施設ではないと考えられている。 
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施設の種類 

（中分類） 
施設名 

公共施設 
カルテ番号 

民間等 
委託状況 

設置管理条例等 指定管理者制度 

博物館等 

みのかも文化の森 27 --- 
文化の森の設置及び 

管理に関する条例 
未指定 

津田左右吉博士記念館 28 民間委託 
津田左右吉博士記念館の 

設置及び管理に関する条例 
未指定 

スポーツ施設 

美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 29 民間委託 
体育館の設置及び 

管理に関する条例 

未指定 

美濃加茂市西体育館 30 --- 未指定 

美濃加茂市西総合運動場 31 --- 

総合運動場条例 

未指定 

美濃加茂市前平総合運動場 32 --- 未指定 

美濃加茂市東総合運動場 33 --- 未指定 

サン・スポーツランド美濃加茂 34 --- 未指定 

美濃加茂市市橋グラウンド 35 --- 未指定 

美濃加茂市下米田グラウンド 36 --- 未指定 

美濃加茂市牧野ふれあい広場（友進リバー

サイドフィールド） 
87 民間委託 未指定 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 

・観光施設 

美濃加茂市商業ビル（シティプラザ美濃加

茂） 
37 民間委託 

シティプラザ美濃加茂の 

設置及び管理に関する条例 
未指定 

太田宿中山道会館 38 指定管理 
太田宿中山道会館の 

設置及び管理に関する条例 
Ｈ18.4.1 導入 

みのかも健康の森 39 指定管理 
森林公園の設置及び 

管理に関する条例 
Ｈ18.4.1 導入 

下米田さくらの森（東山森林公園） 41 民間委託 
森林公園の設置及び 

管理に関する条例 
未指定 

重要文化財旧太田脇本陣林家住宅隠居

家 
--- 民間委託 

旧太田脇本陣林家住宅隠居家の

設置及び管理に関する条例 
未指定 
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施設の種類 

（中分類） 
施設名 

公共施設 
カルテ番号 

民間等 
委託状況 

設置管理条例等 指定管理者制度 

幼保・こども園 

太田第一保育園 42 --- 

保育園の設置及び 
管理に関する条例 

未指定 

太田第二保育園 43 --- 未指定 

あじさい保育園 84 --- 未指定 

山之上こども園 46 --- 
認定こども園の設置及び 

管理に関する条例 
未指定 

加茂野保育園 48 指定管理 
保育園の設置及び 
管理に関する条例 

R5.4.1 導入 

ほくぶ保育園 49 --- 未指定 

幼児・児童施設 

加茂野児童館 51 指定管理 
児童館の設置及び 
管理に関する条例 

R5.4.1 導入 

美濃加茂市子育て支援センター 
ほたるの広場 

52 --- 
子育て支援拠点施設の設置及び

管理に関する条例 

未指定 

美濃加茂市子育て支援センター 
にじいろ広場 

85 --- 未指定 

古井小学校区第 2 放課後児童クラブ --- 民間委託 
放課後児童健全育成事業の実施

に関する条例 
未指定 

児童福祉施設 
美濃加茂市児童発達支援センター 
カナリヤの家 

57 --- 
福祉型児童発達支援センターの

設置及び管理に関する条例 
未指定 

保健施設 美濃加茂市保健センター 58 --- 
保健センターの設置及び 

管理に関する条例 
未指定 

その他保健 

・福祉施設 
総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 59 指定管理 

総合福祉会館の設置 

及び管理に関する条例 
Ｈ25.4.1 導入 

公営住宅 

下町住宅 63 --- 
市営住宅の設置及び 

管理に関する条例 

未指定 

平塚住宅 64、65 --- 未指定 
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施設の種類 

（中分類） 
施設名 

公共施設 
カルテ番号 

民間等 
委託状況 

設置管理条例等 指定管理者制度 

公営住宅 

トドメキ住宅 66 --- 

市営住宅の設置及び 

管理に関する条例 

 

※三和住宅の一部は、「定住促進

住宅の設置及び管理に関する条

例」に基づく「定住促進住宅」 

未指定 

相生住宅 67 --- 未指定 

上野住宅 68～70 --- 未指定 

森山住宅 71 --- 未指定 

矢田住宅 72 --- 未指定 

ハイツ矢田住宅 73～75 --- 未指定 

土ヶ洞住宅 76 --- 未指定 

伊深住宅 77、78 --- 未指定 

三和住宅※ 79、80 --- 未指定 

牧野住宅 81 --- 未指定 

公園 

中之島公園（リバーポートパーク美濃加茂） 82 指定管理 

都市公園条例 

Ｈ30.4.1 導入 

前平公園 86 --- 未指定 

その他都市公園  --- --- 未指定 

供給処理施設 
山之上がれき処分場（一般廃棄物埋立処
分場） 

--- 民間委託 
廃棄物の処理及び 

清掃に関する条例 
未指定 

その他 

美濃太田駅前広場駐車場（※休止中） --- --- 駐車場条例 未指定 

美濃太田駅南口駐輪場 --- 民間委託 
自転車駐車場の設置 

及び管理に関する条例 
未指定 
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施設の種類 

（中分類） 
施設名 

公共施設 
カルテ番号 

民間等 
委託状況 

設置管理条例等 指定管理者制度 

その他 

美濃太田駅北口駐輪場 --- 民間委託 

自転車駐車場の設置 

及び管理に関する条例 

未指定 

古井駅駐輪場 --- 民間委託 未指定 

前平公園駅駐輪場 --- --- 未指定 

加茂野駅駐輪場 --- --- 未指定 

美濃太田駅自由通路 --- 民間委託 
美濃太田駅自由通路の設置及び

管理に関する条例 
未指定 

前平霊苑（市営墓地） --- --- 
市営墓地の設置及び 

管理に関する条例 
未指定 

上水道施設 森山浄水場 --- 民間委託 水道法 未指定 

下水道施設 

美濃加茂市あじさいエコパーク --- 民間委託 
あじさいエコパークの設置 

及び管理に関する条例 
未指定 

山之上中部農業集落排水処理施設 --- 民間委託 

農業集落排水処理施設の 

設置及び管理に関する条例 

未指定 

稲辺農業集落排水処理施設 --- 民間委託 未指定 

伊深農業集落排水処理施設 --- 民間委託 未指定 

 

  
※公営住宅については、「住宅困窮度に応じた優先入居の実施や居住者の状況に応じた適切な家賃設定など、公平な住宅政策の観点から行政主体としての判断

が必要である」として、入居の決定、家賃の設定などは指定管理者に委ねることはできない。（「公営住宅の管理と指定管理者制度について（通知）」（H16.3.31 国住

総第 193 号） 
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資料１０ 指定管理者制度検討対象外施設一覧 
 

施設の種類 施設名 
公共施設 
カルテ番号 

民間等 
委託状況 

設置管理条例等 

学校 小中学校 11 施設 1～11 --- 
小学校及び中学校の 

設置等に関する条例 

庁舎等 

本館、西館、分庁舎 60～62 --- 美濃加茂市役所の位置を定める条例 

連絡所８施設（各地区交流センター併設） 
14、15、17

～22 
--- 市役所連絡所設置条例 

道路 

道路法による道路 --- --- 道路法 

法定外公共物（道路法の規定を受けない道路及び附

属物） 
--- --- --- 

河川等 

河川法による河川 --- --- 河川法 

法定外公共物（河川法の規定を受けない河川及び溝

渠、水路、湖沼、ため池等） 
--- --- --- 

※道路法、河川法、学校教育法等の個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合は、指定管理者制度を導入することはできない。（「地方自治法

の一部を改正する法律の公布について（通知）」（H15.7.17 総行行第 87 号） 

※ただし、道路、河川等においては、清掃、除草、軽微な補修等の定型的業務を指定管理者に包括的に委ねることは可能である。（「指定管理者制度による道路

の管理について」（H16.3.31 国道政第９２号、国道国防第４３３号、国道地調第９号）等） 
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指定管理者制度に関する法令・通知 
【法令】 

法令１  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（抄） 

法令２  美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年美濃加茂市条例  

第１８号） 

法令３  美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年美濃加茂市

規則第２３号） 

【通知】   

通知１  地方自治法の一部を改正する法律の公布について（平成１５年総行行第８７号） 

通知２  地方公共団体における個人情報保護対策について（平成１５年総行情第９１号） 

通知３  社会福祉施設における指定管理者制度の活用について（平成１５年雇児総発第 0829001 号、社援保

発第 0829001 号、障企発第 0829002 号、老計発第 0829002 号） 

通知４  指定管理者制度による都市公園の管理について（平成１５年国都公緑第７６号） 

通知５  地方自治法に基づく指定管理者制度の活用に際しての留意事項について（平成１５年医政総発第

1121002 号） 

通知６  指定管理者制度による河川の管理について（平成１６年国河政第１１５号、国河環第１３５号、国河沼

第２３２号） 

通知７  指定管理者制度による港湾施設の管理について（平成１６年国港管第１４０６号） 

通知８  指定管理者制度による下水道の管理について（平成１６年国都下企第７１号） 

通知９  指定管理者制度による道路の管理について（平成１６年国道政第９２号、国道国防第４３３号、国道地

調第９号） 

通知１０ 公営住宅の管理と指定管理者制度について（平成１６年国住総第１９３号） 

通知１１ 地方自治法に基づく指定管理者制度の活用について（平成１６年健総発第０５２１００１号） 

通知１２ 地方公共団体におけるＰＦＩ事業について（平成１２年自治画第６７号：平成１７年一部改正） 

通知１３ 指定管理者制度の導入に伴う事業所税の取扱いについて（平成１７年総税市第５９号） 

通知１４ 指定管理者制度の運用について（平成１９年総行行第１５号） 

通知１５ 平成２０年度地方財政の運営について（平成２０年総財財第３３号） 

通知１６ 指定管理者制度の運用上の留意事項（平成２０年総務省自治行政局行政課） 

通知１７ 指定管理者制度の運用について（平成２２年総行経第３８号） 

通知１８ 大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用について（平成

２９年総行経第２５号） 

通知１９ 大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用における参考資

料について（平成２９年総務省自治行政局市町村課） 

通知２０ 新型コロナウイルス感染症への対応に係る指定管理者制度の運用の留意点について（令和２年３月２７

日総務省自治行政局行政経営支援室事務連絡） 

通知２１ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた指定管理者の指定の手続に係る留意点について（令和２

年６月８日総務省自治行政局行政経営支援室事務連絡） 

通知２２ 原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る指定管理者制度の運用の留意点について（令和４年総

行経第３１号） 

通知２３ 都市公園における指定管理者が行うことができる管理の範囲の柔軟化について（占用許可）（令和５年

国都公景第 163 号） 

通知２４ 指定管理者制度等の運用の留意事項について（令和６年総行経第９号） 

通知２５ 資材価格の高騰、賃金上昇等への対応状況に係るフォローアップ調査のとりまとめ結果及び指定

管理者制度等の運用の留意事項について（令和７年６月２６日付総行経第２号）   
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法令１  地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 

○地方自治法（抄） 

（昭和二十二年四月十七日） 

（法律第六十七号） 

第十章 公の施設 

（昭三八法九九・追加） 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施

設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な理由

がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなら

ない。 

（昭三八法九九・追加、平一五法八一・一部改正） 

 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除く

ほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、

これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席

議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下

本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせる

ことができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団

体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当

該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金

（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところ

により、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料

金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、

指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は
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必要な指示をすることができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理

を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の

全部又は一部の停止を命ずることができる。 

（昭三八法九九・追加、平三法二四・平六法四八・平一一法八七・平一五法八一・一部改正） 

 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との

協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施

設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

（昭三八法九九・追加） 

 

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求） 

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施設を利用

する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でな

い場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合

には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対す

る裁決をしなければならない。 

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 

４ 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、

その旨を議会に報告しなければならない。 

（昭三八法九九・追加、平一一法一六〇・平一五法八一・平二六法六九・平二九法二五・一部

改正） 
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法令２  美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年美濃加

茂市条例第１８号） 

 

○美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

平成１７年１０月６日 

条例第１８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３

項の規定により、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し、法の定めがあるものの

ほか必要な事項を定めるものとする。 

（募集） 

第２条 市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）は、指定管理者を指定しようとするときは、次

に掲げる事項を告示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。 

(1) 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要 

(2) 指定管理者が管理する業務の範囲 

(3) 指定管理者が管理する期間（以下「指定期間」という。） 

(4) 指定を受けるために必要な資格等 

(5) 申請に必要な書類 

(6) 申請期間 

(7) その他市長等が必要と認める事項 

（申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」という。）は、申請書に次

に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。 

(1) 管理を行おうとする公の施設の事業計画書及び収支予算書 

(2) 団体の経営状況及び業務の内容を説明する書類 

(3) その他市長等が必要と認める書類 

（被選定者の選定） 

第４条 市長等は、前条の規定による申請を受けたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、最

も適当と認められる団体を指定管理者の被選定者として選定する。 

(1) 公の施設の設置目的が十分に達成されること。 

(2) 公の施設について市民の平等な利用が確保されること。 

(3) 事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるも

のであること。 

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

(5) その他公の施設の管理が適正に行われること。 

（公募によらない選定等） 

第５条 市長等は、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行

わないことについて合理的な理由があるときは、第２条の規定にかかわらず、前条に掲げる基準を満

たす団体を、指定管理者の被選定者として選定することができる。 

２ 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ、第３条の事項について当該団体と協議
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を行うものとする。 

（指定の告示） 

第６条 市長等は、被選定者を議会の議決を経て指定管理者に指定したときは、その旨を告示する。 

（協定の締結） 

第７条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締

結しなければならない。 

２ 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定期間に関する事項 

(2) 事業計画に関する事項 

(3) 利用料金に関する事項 

(4) 業務の範囲及び管理の基準に関する事項 

(5) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項 

(6) 情報の公開及び管理に当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

(7) 事業報告書の作成及び提出に関する事項 

(8) 管理の業務又は経理の状況の聴取等に関する事項 

(9) 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項 

(10) その他市長等が必要と認める事項 

（個人情報等の管理） 

第８条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨により、当該

公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関し

て知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

３ 指定管理者は、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）の趣旨により、公

の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第９条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は法第２４４条の２第１１項の規定により指定を

取り消され、若しくは管理の業務の停止を命ぜられたときは、速やかに当該公の施設及び附帯設備を

原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第１０条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は附帯設備に損害を与えたとき

は、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、

この限りでない。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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法令３  美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７

年美濃加茂市規則第２３号） 

 

○美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成１７年１０月６日 

規則第２３号 

改正 平成２８年４月１日規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年美

濃加茂市条例第１８号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（公募の方法） 

第２条 条例第２条の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」

という。）の公募は、次の方法により行うものとする。 

(1) 美濃加茂市公告式条例（昭和３３年美濃加茂市条例第１５号）に規定する掲示場への掲示 

(2) 市の広報への掲載 

(3) 市のホームページへの掲載 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 条例第３条の規定による申請は、指定管理者指定申請書（様式第１号）により行わなければな

らない。 

２ 条例第３条第１号に規定する管理を行おうとする公の施設の事業計画書は様式第２号に、同号の収

支予算書は様式第３号によるものとする。 

３ 条例第３条第２号に規定する書類は、次のとおりとする。 

(1) 団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

(2) 団体の役員名簿、組織体系その他団体の概要を示す書類 

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写

し 

(4) 申請を行う日の属する事業年度（以下「現事業年度」という。）の事業計画書及び収支予算書、

直近事業年度の事業報告書及び財務諸表。ただし、現事業年度に設立された団体にあっては、その

設立時における事業計画書及び財産目録 

(5) 次条第１号から第３号までに該当していないことを記した誓約書（様式第４号） 

(6) 次条第４号に該当していないことを明らかにする書類（証明書は、条例第２条の規定による告

示の日以後に交付されたものに限る。） 

(7) 条例第２条第４号に規定する指定を受けるために、必要な資格等が定められているときは、そ

の資格等を有していることを明らかにする書類 

（欠格事項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する団体は、条例第４条の被選定者として選定することができない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、市における一般

競争入札の参加を制限される団体（法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者が該当する場合

を含む。） 
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(2) 当該団体の原因により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４

条の２第１１項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から起算して２年を経過しない

団体 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体（団体の役員、代表者及び構成員が該当する

場合を含む。） 

(4) 国税及び地方税に滞納がある団体（法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者が該当する

場合を含む。） 

（選定結果の通知） 

第５条 市長は、条例第４条の規定により指定管理者の被選定者を選定したときは、申請をした団体に

対し、その結果について、被選定者審査結果通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（指定の通知） 

第６条 市長は、条例第６条の規定による指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書（様式

第６号）により被選定者に通知するものとする。 

（告示事項） 

第７条 条例第６条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 管理を行わせる公の施設の名称 

(2) 指定をした団体の名称及び事務所の所在地 

(3) 指定管理者が管理する期間 

(4) 指定をした日 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業報告書の提出） 

第８条 指定管理者は、法第２４４条の２第７項の規定により事業報告書（様式第７号）を、毎事業年

度終了後３０日以内に、市長に提出しなければならない。ただし、法第２４４条の２第１１項の規定

により年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して３０日以内

に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

（指定の取消し及び業務の停止命令に関する通知等） 

第９条 市長は、法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消

通知書（様式第８号）により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停

止命令書（様式第９号）により、当該指定管理者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じた

ときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 

(1) 指定の取消し又は管理の業務の停止命令をした公の施設の名称 

(2) 指定の取消し又は管理の業務の停止命令をした団体の名称及び事務所の所在地 

(3) 指定の取消しの日又は管理の業務の停止命令をした期間 

(4) 業務の一部の停止命令をしたときは、その停止命令をした業務の範囲 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２８年４月１日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施

行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為

に係るものについては、なお従前の例による。 
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通知１  地方自治法の一部を改正する法律の公布について（平成１５年総行行第８７号） 
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通知２  地方公共団体における個人情報保護対策について（平成１５年総行情第９１号） 
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通知３  社会福祉施設における指定管理者制度の活用について（平成１５年雇児総発第

0829001 号他） 
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通知４  指定管理者制度による都市公園の管理について（平成１５年国都公緑第７６号） 
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通知５  地方自治法に基づく指定管理者制度の活用に際しての留意事項について（平成１５年医

政総発第 1121002 号） 
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通知６  指定管理者制度による河川の管理について（平成１６年国河政第１１５号他） 
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通知７  指定管理者制度による港湾施設の管理について（平成１６年国港管第１４０６号） 
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通知８  指定管理者制度による下水道の管理について（平成１６年国都下企第７１号） 
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通知９  指定管理者制度による道路の管理について（平成１６年国道政第９２号他） 

 

 

 

  



 

230 

 

通知１０ 公営住宅の管理と指定管理者制度について（平成１６年国住総第１９３号） 
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通知１１ 地方自治法に基づく指定管理者制度の活用について（平成１６年健総発第０５２１００１

号） 
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通知１２ 地方公共団体におけるＰＦＩ事業について（平成１２年自治画第６７号：平成１７年一部改

正） 
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通知１３ 指定管理者制度の導入に伴う事業所税の取扱いについて（平成１７年総税市第５９号） 
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通知１４ 指定管理者制度の運用について（平成１９年総行行第１５号） 
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通知１５ 平成２０年度地方財政の運営について（平成２０年総財財第３３号） 
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通知１６ 指定管理者制度の運用上の留意事項（平成２０年総務省自治行政局行政課） 
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通知１７ 指定管理者制度の運用について（平成２２年総行経第３８号） 
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通知１８ 大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用

について（平成２９年総行経第２５号） 
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通知１９ 大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用

における参考資料について（平成２９年総務省自治行政局市町村課） 
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通知２０ 新型コロナウイルス感染症への対応に係る指定管理者制度の運用の留意点について

（令和２年３月２７日総務省自治行政局行政経営支援室事務連絡） 
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通知２１ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた指定管理者の指定の手続に係る留意点に

ついて（令和２年６月８日総務省自治行政局行政経営支援室事務連絡） 
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通知２２ 原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る指定管理者制度の運用の留意点につい

て（令和４年総行経第３１号） 
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通知２３ 都市公園における指定管理者が行うことができる管理の範囲の柔軟化について（占用

許可）（令和５年国都公景第 163 号） 
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通知２４ 指定管理者制度等の運用の留意事項について（令和６年総行経第９号） 
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通知２５ 資材価格の高騰、賃金上昇等への対応状況に係るフォローアップ調査のとりまとめ結

果及び指定管理者制度等の運用の留意事項について（令和７年６月２６日付総行経第２号） 
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